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はじめに

術後の急性期の患者は，病状が安定せず，治療のため

のチューブ・ドレーンが挿入され，多くの機器に囲まれ

ている状況にある．看護職者はこれらの状況から，情報

を整理・判断し，患者のおかれた状況の正確な判断と今

後の状況の予測のもとに，早期離床を促進し，ADL

（Activities of daily living）の拡大を目指していくこと

が求められる．例えば，術後の換気障害を改善するため

の酸素吸入が行われ，創部の回復促進のためのドレーン

が挿入され，ポンプ注入器による持続的な輸液が確保さ

れている状況にある患者であっても，ADLを拡大する

よう援助しなければならない．

看護学生（以下学生）には，このような多くのチュー

ブやドレーンが挿入され，医療機器に囲まれた患者を，

術後の生体反応の中から特に重要な項目を抽出し観察さ

せ，今後の状態を予測するための判断過程を学ばせる必

要がある．

過去の実習では，学生が術後急性状況の患者の看護を

体験した時，術後看護の基本である患者のバイタルサイ

ンの観察，特に呼吸数などの測定を忘れていた学生もい

た．学生の術後観察についてどの程度観察ができ，何が

観察できていないかを査定する必要があると考えた．し

かし，急性期の臨床において，未熟な学生の術後観察が
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要 旨 本研究は術後急性期の状況を設定したモデル人形を用い，実習開始前と実習終了後の学生が行

なった術後患者に対する観察のちがいを分析し，今後の実習指導に生かすことを目的に行った．

対象は成人看護実習（急性期患者の看護）の実習開始前の学生７２名と実習終了後の学生４５名であった．

方法は実習室でモデル人形を用いて，１０分間学生に自由に観察させた．この時の観察用紙に記入され

た記入項目を分析対象とした．分析方法は「ドレーン・チューブについて」「輸液について」「バイタル

サインについて」を自由に記載してもらい，筆者らが『観察できた』『誤認』『記入なし』の３つに分類

した．

その結果，「モニター上に表示：心拍数」は実習終了後の学生の方が観察できていなかった．「酸素流

量」は，『誤認』がどちらの学生も他の項目より多く，酸素流量計の見方を正確に把握していないこと

がわかった．「モニター上に表示：深部体温」，「酸素濃度」に関してはどちらの学生も『記入なし』で

あった．今後は学生の術後患者に対する観察能力が，より向上するように指導を行なっていく必要性が

示唆された．そのためには急性期モデル人形を活用することで観察の機会を多くして練習を重ねるとと

もに，演習時および実習時において観察が的確になされているかを教員が確認する必要が示唆された．

キーワード：術後急性期，観察，急性期モデル人形，看護学生，バイタルサイン
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できているかの査定を行うことは倫理的にも問題があり，

さらに患者の重症度により状況が異なるため限界がある．

術後の学生を対象とした観察能力の向上や査定にシ

ミュレーションを用いた先行研究としては，シミュレー

ション装置を用いた脈拍アセスメント能力の査定１）の試

み，仮病室での体験が及ぼす病棟で学生が実施した技術

項目増加への効果２）などの報告があった．また看護教育

における患者観察力習得の重要性３）や急性状況を設定し

た CAI（computer assisted instruction）を利用した学

習システムの工夫４－５）もみられる．しかし，モデル人形

を用い，術後１日目の術後急性期患者についての学生の

観察に焦点を絞った研究は見つからなかった．

そこで今回は，実習開始前と実習終了時の学生を対象

に，術後１日目の患者の観察で，急性期の状況を設定し

たモデル人形（以下急性期モデル人形）を使用し，実習

開始前後の観察の相違を明らかにし，教育指導に生かし

たいと考えた．

目 的

成人看護実習（急性期患者の看護）の実習開始前の学

生と成人看護実習が終了した学生に対して，学内演習で

急性期モデル人形を用いて急性状況を観察し，実習開始

前と実習終了後の，学生の観察のちがいを明らかにし，

今後の教育指導に生かす．今回は，まず患者の状態の変

化を把握する指標となるバイタルサインと，呼吸換気状

況の改善のための酸素吸入療法に焦点をあてた．

方 法

１．対 象

２００１年１２月～２００２年１月に，A大学医療技術短期大

学部在籍中の成人看護学実習開始前の学生２年生７５名と

実習終了後の学生３年生４８名を対象として行った．

１）学生の学習背景

看護系の短期大学での３年間の看護教育では，通常１・

２年次は知識を学び，３年次には実際の患者で実習する

ことで知識の確認を行っている．A大学の学習の段階

は他の看護系の短期大学と同様で，２年次に術後の看護

を成人臨床看護の中で講義している．この中で急性状況

のアセスメント方法についても講義は終了している．３

年次には成人看護実習で周手術期の患者の看護を体験し

ている．

実習開始前の学生は成人臨床看護において，手術患者

の看護の学習は終了し，専門基礎科目，基礎看護学の講

義・実習を終了しており，他の成人看護学の講義もほぼ

終了している段階であった．実習終了後の学生は前述し

た講義および成人看護実習（６週間）の実習はすべて終

了していた．なお，６週間の実習期間に学生は手術患者

を２名以上受け持ち，術前・術後の看護の体験を行った．

なお学生は臨地実習で術後急性状況の患者をはじめて見

たとき，「想像以上に患者さんのおかれた状態がすごい

ので緊張する」という感想がきかれることが多かった．

２）急性期モデル人形を用いた術後１日目の患者状況の

設定方法

成人看護実習室に手術患者用ベッドと急性期モデル人

形（KOKEN，特別注文製）を設置し，４～６時間の麻

酔時間の開腹術を受けた手術後１日目の患者の状況を設

定した．この急性期モデル人形は，術後急性状況の患者

と同じような状態で看護演習を行うことができるもので

あり，具体的にはバイタルサイン，持続的静脈内点滴注

射，ドレーン・チューブ類と創部の状態を観察すること

ができる．急性期モデル人形の周辺にはベッドサイドモ

ニター，ガーゼ交換車，救急カートなどを準備し，オー

バーテーブルの上にはハンドネブライザー，含嗽用膿盆

など術後の患者にとって必要物品となるものを配置した．

モニター上で数値を確認できる項目は，深部体温の値，

心拍数値，不整脈，血圧値であり，急性期モデル人形で

実際に測定が可能な項目は脈拍数と呼吸回数，呼吸音で

あった．体温は前額部につけた深部体温計で測定し，腋

窩には電子体温計を挿入した．心拍数は８０回／分に設定

した．脈拍は急性期モデル人形の橈骨動脈の脈拍を触知

することで測定可能であり，８０回／分であった．血圧は

非観血的自動血圧計を用い，値は１２８／６４mmHg，呼吸

数は１５回／分に設定した．

壁付のパイピングシステムに加温加湿器を設置し，酸

素吸入療法を行い，酸素流量を５l，酸素濃度を５０％に

設定し，急性期モデル人形にはフェイスマスク（半開放

式酸素マスク）を装着した．

２．実施方法

学生を１グループにつき１０～１８名にわけて，１グルー

プ毎に１０分間で自由に急性期モデル人形の観察を実施し

た．１０分間の時間設定については，急性期は非常に患者

南 川 貴 子 他２



の状態が変化しやすいため，短時間で患者の状態を把握

する能力が要求されるということを考慮し決定した．観

察時には，観察用紙を学生に手わたし，観察した内容の

記入を依頼した．観察用紙の設問は①「ドレーン・チュー

ブについて」，②「輸液について」，③「バイタルサイン・

その他患者について観察したこと」の３項目を設定し，

その記載方法については学生に自由に記載してもらった．

この観察用紙に記入された内容のうち，観察項目の中か

ら①「ドレーン・チューブについて」と③「バイタルサ

イン・その他患者について観察したこと」に記載されて

いたバイタルサインと酸素吸入療法についての記載を今

回の分析対象とした．観察するべき項目と値については

教員２名が観察を行い，模範解答を事前に用意した．

判定はバイタルサインに関する項目については，体温・

脈拍・心拍数・血圧・呼吸などの項目と，観察した値の

両方が正確に記載されているものを『観察できた』とし

た．項目か値のどちらかしか書かれていないものおよび

値に間違いがあったものを『誤認』とした．項目も値も

書かれていないものを『記入なし』とした．酸素吸入療

法に関する項目については，実施の有無，酸素流量，酸

素濃度に関しても同様に，それぞれ正確に記載されてい

るものを『観察できた』とした．酸素流量，酸素濃度の

値に間違いがあったものを『誤認』とした．項目も値も

書かれていないものを『記入なし』とした．これらを実

習開始前・終了後の２群に分け，単純集計した後パーセ

ントで表示した．

３．倫理的配慮

学生には，教員が研究目的を口頭および書面で伝え，

研究に同意しない場合にも不利になることはまったくな

いと説明を加え，同意が得られた者のみを対象とした．

結 果

実習開始前の学生７５名中７２名（９６．０％），実習終了後

の学生４８名中４５名（９３．８％），総数計１１７名（９５．０％）か

ら協力が得られた．

１．バイタルサインに関する項目の実習開始前・後の学

生の比較（表１）

表１にように，「モニター上に表示：心拍数」の『観

察できた』は実習開始前の学生は３１名（４３％）に対し，

実習終了後の学生は１０名（２２％）で実習開始前の学生が

実習終了後の学生よりも『観察できた』が多かった．「モ

デル人形で実測：脈拍数」の『観察できた』は実習開始

前の学生は０名（０％），実習終了後の学生は２５名（５６％）

で，実習終了後の学生が実習開始前の学生に比べ観察で

きた者が多かった．「モニター上に表示：深部体温」に

ついては両群とも全員が『記入なし』であった．「モニ

ター上に表示：血圧」の『観察できた』は実習開始前の

学生が６４名（８９％），実習終了後の学生が４０名（８９％）

と同じ割合であり，バイタルサインの中では一番よく観

察できている項目であった．「モニター上に表示：不整

脈の有無」，「モデル人形で実測：呼吸回数」，「モデル人

形で実測：呼吸音」については実習終了後の学生が実習

開始前の学生より観察できていた．「モデル人形で実測：

呼吸回数」，「モデル人形で実測：呼吸音」については実

習開始前の学生全員が『記入なし』であった．

２．酸素吸入療法に関する項目の実習開始前の学生と実

習終了後の学生の比較（表２）

「酸素吸入の実施の有無」と「酸素流量」は『観察で

表１．バイタルサインに関する項目の実習開始前の学生と実習終
了後の学生の比較

モ
ニ
タ
ー
上
に
表
示

項 目
実習開始前の
学生（％）
ｎ＝７２

実習終了後の
学生（％）
ｎ＝４５

深部体温
観察できた
誤認
記入なし

０（ ０）
０（ ０）
７２（１００）

０（ ０）
０（ ０）
４５（１００）

心拍数
観察できた
誤認
記入なし

３１（４３）
３（ ４）
３８（５３）

１０（２２）
０（ ０）
３５（７８）

不整脈の有無
観察できた
誤認
記入なし

９（１２）
０（ ０）
６３（８８）

１１（２４）
０（ ０）
３４（７６）

血圧
観察できた
誤認
記入なし

６４（８９）
０（ ０）
８（１１）

４０（８９）
１（ ２）
４（ ９）

モ
デ
ル
人
形
で
実
測

脈拍
観察できた
誤認
記入なし

０（ ０）
１（ １）
７１（９９）

２５（５６）
０（ ０）
２０（４４）

呼吸回数
観察できた
誤認
記入なし

０（ ０）
０（ ０）
７２（１００）

２（ ４）
１（ ２）
４２（９４）

呼吸音
観察できた
誤認
記入なし

０（ ０）
０（ ０）
７２（１００）

２（ ４）
０（ ０）
４３（９６）
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きた』が実習終了後の学生の方が実習開始前の学生より

増加していたが，「酸素流量」に関しては『誤認』がそ

れぞれ８名（１１％），３名（７％）と多かった．「酸素濃

度」に関しては両群ともすべて『記入なし』であった．

考 察

１．実習前後の学生の観察の比較

実習開始前の学生が実習終了後の学生よりも観察でき

ていた項目は「モニター上に表示：心拍数」であった．

バイタルサインの中でも心拍数と脈拍は術後急性期の患

者を観察する場合，重要な項目の１つである．「モニター

上に表示：心拍数」は心拍数がモニター上に大きく表示

されており，急性期モデル人形に触れずとも，モニター

上で一見して分かる状況であったため，実習開始前の学

生が観察しやすかったのではないかと考える．一方「モ

デル人形で実測：脈拍数」は，実習終了後の学生が実習

開始前の学生より観察できていた．患者の観察に関して

は，機器を用いての観察だけでなく，実際に患者を自分

が目で見て，触れ，聴いての観察を行う必要性がいわれ

ている６－７）．そのため講義や演習，実習時に，「機器に

頼るだけでなく自分でその値の確認のために測定するよ

うに」と指導してきた．実習終了後の学生は脈拍を実際

に急性期モデル人形に触れて測定したため，心拍数のモ

ニターを観察することが後回しになり，１０分間の観察時

間内に観察できなかった可能性がある．また，実習終了

後の学生はバイタルサインに注目するだけでなく，実習

を経て患者を全体的に観察することができるようになっ

てきたため，まず脈拍を測った後，ドレーンや創部，輸

液等，他の術後急性状況で観察すべき項目の観察に移っ

た可能性もある．今回の観察で，実習終了後の学生に脈

拍の実測したものが多いことは，実習開始前の学生と比

べて「自分で実際に測定する」という行動が身について

きたことによる成果ではないかと考える．しかし実習終

了後の学生が実習開始前の学生より観察できていないこ

とは問題である．脈拍をモニター上の心拍数と比較させ

ながら観察するなど，教員はベッドサイドおよび学内で

の学生への指導時には観察に見落としがなく，スムーズ

に進むような方法を学生に指導する必要があると考える．

２．『誤認』が多かった項目について

次に『誤認』が多かった項目は「酸素流量」であった．

酸素吸入療法の中で，重要な確認すべきポイントである

「酸素流量」は，実習開始前の学生では２０％弱が『観察

できた』であったのに対し，実習終了後の学生では５０％

以上『観察できた』であった．これは講義や演習，実習

での酸素流量について知識の確認により，実習終了後の

学生の『観察できた』が増えたと推測する．しかし，「酸

素流量」は『誤認』であった学生が，実習開始前の学生・

実習終了後の学生とも，他の項目よりも多かった．この

『誤認』の理由は「酸素流量」を観察しようとしたが，

酸素流量計のみかたを正確に把握していなかった学生が

多かったということを意味している．今後講義において

学生に正確な知識を与えるとともに，演習や実習時に正

しい観察方法を教えておく必要がある項目といえる．

３．『記入なし』が多かった項目について

「モニター上に表示：深部体温」は，今回の観察では

どちらの群も『記入なし』であったが，これは深部体温

がモニターに小さく表示されていたため，数値が見落と

された可能性がある．また，深部体温計でモデル人形の

体温を測定した結果がモニターの右端に表示されていた

が，モデル人形は体温調節ができないため，体温が室温

と同じ２３．５℃であった．そのため，学生は人間の体温の

常識を逸脱している値と判断して，観察はしたが記入し

なかった可能性もある．温度の設定は現在の急性期モデ

ル人形ではできないため，今後モデル人形を工夫してい

く余地がある．

「酸素濃度」は全員が『記入なし』であったが，酸素

吸入療法を行っている術後の患者にとっては確認すべき

ポイントである。しかしこの項目は，観察できていない

ことがわかった．呼吸に関しては回数，呼吸音とも『記

表２．酸素吸入療法に関する項目の実習開始前の学生と実習終了
後の学生の比較

項 目
実習開始前の
学生（％）
ｎ＝７２

実習終了後の
学生（％）
ｎ＝４５

酸素吸入の実施の
有無

観察できた
誤認
記入なし

５０（６９）
０（ ０）
２２（３１）

３３（７３）
０（ ０）
１２（２７）

酸素流量
観察できた
誤認
記入なし

１２（１７）
８（１１）
５２（７２）

２４（５３）
３（ ７）
１８（４０）

酸素濃度
観察できた
誤認
記入なし

０（ ０）
０（ ０）
７２（１００）

０（ ０）
０（ ０）
４５（１００）
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入なし』が多かった．今回の急性期モデル人形は呼吸音

の聴取は不可能で，学生が観察したが記入しなかった可

能性がある．しかし術後急性期患者の観察の中では，体

温，呼吸などはたいへん重要な観察ポイントであるため，

演習や実習などで観察できているかどうかの確認および

指導が必要と考える．観察の誤りは，術後急性期の場合

は患者の生命の危険につながることがあって，「見落と

しを防ぐためには，場数を多くふむことと，経験を積み

重ね習熟することが大切である．」８）といわれている．今

回のわれわれの研究では，モデル人形を学生が観察でき

ているかどうかの判断に用いたが，急性期モデル人形を

使用して学生にできるようになって欲しい観察箇所を教

員が設定するなどの工夫を行うことで，観察する機会を

多く持ち，各自の観察能力の向上を図れると考える．先

行研究では太田らは２），シミュレーター空間を学内に設

置して観察を含めた看護技術の練習を実習前や実習中に

行い，技術項目の実施割合について練習を行っていない

前年度と比較したところ，術後の処置，観察とも学生の

実施する割合が高くなったと報告している．模擬患者や

臨床の患者ではなく，急性期モデル人形を用いることは，

学生がわからない時に即回答ができるメリットがある．

そのため，急性期モデル人形を学生の疑問を解決するこ

とや，現象についての説明を行う方策に，おおいに利用

すべきであると考える．このことをふまえて，『記入な

し』の項目については，観察の必要性について学生に再

指導するとともに，急性期モデル人形を活用し観察の練

習を重ね，実習時には必要に応じて学生に対して観察で

きているかどうか確認・指導を行うことで改善できるの

ではないかと考える．

本研究での限界

今回の研究では対象群である，実習開始前の学生と実

習終了後の学生のメンバーが異なるため，学生の知識，

能力，実習内容等の違いが有り得る．実習開始前と実習

終了後についての比較については同じメンバーで行うの

が望ましいと考えられる．

結 論

成人看護実習（急性期患者の看護）の実習開始前の学

生と実習が終了した学生に対して，学内演習でモデル人

形を用いて急性状況を観察し，２つの群での学生間のバ

イタルサインや酸素吸入療法の観察のちがいを分析した

結果，次の結論が得られた．

１．「モニター上に表示：心拍数」は実習終了後の学生

が観察できていなかった．「酸素流量」は，『誤認』がど

ちらの学生も他の項目より多く，酸素流量計の見方を正

確に把握していないことがわかった．「モニター上に表

示：深部体温」，「酸素濃度」に関してはどちらの学生も

『記入なし』であった．

２．観察の誤りを防ぐためには，今後の演習・実習時に

は急性期モデル人形を活用し観察の練習を重ね，学生に

対して観察できているかどうかの確認や指導の必要性が

示唆された．
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Study on the difference in observation points between students before and
after experiencing related nursing practice －on the observations of
vital signs and oxygen inhalation by use of an acute stage dummy－

Takako Minagawa, Ayako Tamura, Takako Ichihara

Yumi Kuwamura, and Tadaoki Morimoto
Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract The difference in observation points for postoperative patients between two groups of

nursing students was analyzed in terms of the students’ experience of related training for the

purpose of improving the training tutorial.

The object was 72 students before starting adult nursing training (nursing of the acute stage

patient) and 45 students after the training termination. The students were allowed to observe an

acute stage dummy for 10 minutes and to write down the observation results of the ‘drains and

tubes’, ‘fluid therapy’, and ‘vital signs’. The descriptions about these three items were analyzed by

classifying them into ‘correct’, ‘mistaken’, and ‘no description’. The main results are as follows.

The percentage of nursing students who correctly reported the ‘heart rate on the monitor’ was

lower in the group after training termination comparing to the other group. As for the ‘oxygen

flow rate’, many mistakes were found in the both groups, indicating the technical problem on the

monitoring of the oxygen flow meter. In the both groups, no student described ‘core temperature

on the monitor’ and ‘oxygen concentration’.

These results suggest the necessity of developing tutorial method to improve the students’

observation ability for postoperative patients. The use of an acute stage dummy would be helpful

for the practice of observations. It is also necessary for the teachers to check the observation

behaviors of students during the exercises and practices in order to make the observations correct.

Key words : postoperative acute stage, observation, acute stage dummy, nursing students,

vital signs

南 川 貴 子 他６



はじめに

臨地実習は，講義や演習で学んだ既習の理論，知識，

技術を統合する学習形態である．そのため，臨地実習で

は，到達目標を明確化し１），段階的に評価を行い２－４），

学生の自己評価１－９）・他者評価を行うことによって，学

生の到達レベルを判断し，学生が効果的に実習において，

学ぶことができるように臨地実習環境を整備することが

重要である．

これまでの臨地実習では，各領域の実習終了時に，そ

の領域の目標に到達できたかどうかの評価を行ってきた．

しかし，臨地実習全体を通して各領域に共通する臨地実

習固有の学習内容，すなわち，教育理念に基づく卒業時

の学生の特性を反映した総合的な見地からの評価は行わ

れていなかった．学生が，臨地実習固有の目標に向かっ

て実習を進めるためには，学生自らが到達のどの地点に

いるかを認識する必要がある．このような過程において，

学生の行った自己評価をもとに，著者らは到達目標に到

達できるように学生の学びを教員が支援することの必要

性を感じてきた．

そこで今回，国立大学医療技術短期大学部看護学科協

議会臨地実習委員会 Aグループ（以下臨地実習委員会

A）で提言された臨地実習固有の学習内容２）に対する評

価表を用いて，学生の臨地実習での到達度を自己評価す

る試みを行い，学生の学習支援の資料とする．

原 著

臨地実習における学習内容に対する学生の到達度の認識
－臨地実習開始前，中，後における自己評価の変化の分析から－

桑 村 由 美， 田 村 綾 子， 市 原 多香子，
南 川 貴 子， 森 本 忠 興

徳島大学医学部保健学科看護学専攻成人・高齢者看護学講座

要 旨 臨地実習指導における教育的な介入への示唆を得ることを目的に，３年課程短期大学３年次

学生を対象に，臨地実習開始前・中期・終了後に，国立大学医療技術短期大学部看護学科協議会臨地実

習委員会 Aグループが作成した「臨地実習固有の学習内容」を用いて，学生の臨地実習固有の学習内

容に対する到達度の認識に対する調査を行った．その結果，以下の結果が得られた．

①自己評価得点は，実習開始前と比べて終了時に自己評価が有意に上昇したもの（以下上昇群）と，

上昇しなかったもの（非上昇群）の２群に大きく分類できた．

②上昇群のうち，段階的に評価が上昇した項目は７項目であった．

③学生は，認知領域は高く自己評価し，学習内容に到達したと認識していた．

④学生は１４項目は終了時に至っても，到達レベルに達していないと自己評価しており，それらの項目

は，コミュニケーションや看護過程，理論との照合など看護を深める取り組みに関する内容であった．

以上のことから，教育的な介入として，学生がコミュニケーション技術を有効に用いながら，看護過

程を展開し，看護実践を深めることができるように，カンファレンスを有効に活用し，場面を捉えて，

学生の学習状況にあわせて，丁寧に指導を行うことが必要であると考えられた．学年進行に伴う到達レ

ベルの詳細な明示など，学生の成長を長期的な視点に立って支援することの必要性が示唆された．

キーワード：自己評価，臨地実習，看護教育，到達度，看護学生

２００３年１２月２５日受理
別刷請求先：桑村由美 〒７７０‐８５０９徳島市蔵本町３‐１８‐１５
徳島大学医学部保健学科看護学専攻成人・高齢者看護学講座
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目 的

３年課程短期大学３年次（以下３年短大３年次）学生

を対象として，臨地実習の開始前・中期・終了後におけ

る臨地実習固有の学習内容（以下学習内容）に対する学

生の自己評価得点の変化をみることにより，学習内容へ

の到達度に対する認識の変化を明らかにすることである．

用語の定義

１．臨地実習

保健師助産師看護師学校養成所指定規則における基礎

看護学をのぞく，成人看護学，老人看護学，母子看護学

における実習．

２．教育的介入

教員が学生の学習目的や目標到達に向けて，学生の行

動変容を促し，学生の学習を支持，支援すること．

研究方法

３年短大３年次学生７５名に対し，研究の趣旨および成

績評価には無関係であること，途中辞退や回答拒否が可

能であること，研究への不参加が不利益を生じないこと，

研究への参加は自由意志であることを口頭および文書で

説明し，同意の得られた者のみを本研究の対象とした．

調査時期は，臨地実習開始前の２００１年４月の実習オリ

エンテーション時（以下開始前），実習の半分が終了す

る同年７月（以下中期），および，同年１２月の実習が終

了したとき（以下終了後）の３回である．

調査に協力が得られた学生は，開始前は７４名（回収率

９８．７％），中期は６７名（回収率８９．３％），終了後は６８名（回

収率９０．７％）で，３回の延べ人数は２０９名（回収率９２．９％）

であった．

１ 調査方法および調査内容

調査は，森田らの報告した国立大学医療技術短期大学

部看護学科協議会臨地実習委員会 Aグループ（以下臨

地実習委員会 A）で提言された臨地実習固有の学習内

容２）に関する評価表を使用した．この質問紙は臨地実習

固有の学習内容６２項目で構成されており，それらは，「A．

人間関係を成立させる学び（１５項目）」「B．看護実践の

価値認識の学び（１１項目）」「C．知識・技術・態度の統

合の学び（２１項目）」「D．専門職業人として身につける

べき姿勢・態度の学び（１５項目）」の４つのカテゴリー

に分類されている．回答は「とてもよくできる（５点）」

から「全くできない（１点）」，あるいは「とてもそう思

う（５点）」から「全く思わない（１点）」の５段階尺度

で，留め置き法によって行った．

２ 分析方法

分析は，開始前・中期・終了後における自己評価得点

を６２の質問項目別に単純集計し，平均値と標準偏差を求

めた．そして，その平均値をもとに，学生の学習内容に

対する自己評価得点の開始前・中期・終了後という実習

進行に伴う変化（以下実習進行に伴う変化）から，学習

内容の到達度に対する認識の変化を検討した．

到達基準は，自己評価得点の８０％にあたる４点を到

達，７０％以上にあたる３．５点以上を到達に近い状態，６０％

以上７０％未満にあたる３．０点以上３．５点未満を到達度の低

い状態，６０％未満にあたる３点未満を到達度の非常に低

い状態として設定した．

データの統計解析には Excel２０００エクセル統計

Statcelを用いた．実習進行に伴う変化は，開始前・中

期・終了後の３群において一元配置分散分析を行い，有

意差がある場合には，多重比較検定を行った．なお，有

意水準は５％とした．

３ 対象者のカリキュラムにおける本実習の位置づけ

本学では１，２年次に全ての科目の講義と基礎看護学

実習を履修した後，３年次に２４週間の臨地実習が行われ

る．

臨地実習全体の目標は，①看護実践に必要な知識・態

度・技術を習得する②人間を理解し，人間関係を発展さ

せる能力を養う③健康のあらゆるレベルに対応し，看護

を計画・実施・評価する能力を養う④保健医療福祉にお

ける看護の役割を認識し，協調的に看護実践を展開する

能力を養う⑤看護実践能力を高めるために，自発的に学

習する能力を養うことである．さらに，領域ごとに具体

的な目標が設定されている．臨地実習の単位は，成人・

老人看護学実習１４単位（急性期・慢性期・リハビリ・精

神），小児看護学実習３単位，母性看護学実習３単位の

合計２０単位である．実習の展開は学生を６グループに分

け，１グループは１２～１３名からなり，４週間ごとに，ロー

テーションをしている．

桑 村 由 美 他８



結 果

実習の開始前・中期・終了後の３つの時期において質

問項目別に一元配置分散分析を行った結果どの時期にも

有意差が認められたため，多重比較検定を行った．

１ 実習の開始前・中期・終了後における自己評価得点

の変化

自己評価得点は，実習開始前と比べて終了時に自己評

価が有意に上昇したもの（以下上昇群）と，上昇しなかっ

たもの（非上昇群）の２群に大きく分類でき，さらに，

上昇群は，上昇の種類によって，①段階的上昇群，②終

了時上昇群，③終了時不変群，④終了時低下群に，非上

昇群は，①低値持続群，②高値持続群に分類できた．

１）上昇群（５８項目）

①段階的上昇群（表１）

開始前から中期，終了後へと実習の進行に伴い段階的

に上昇したもの（以下段階的上昇群）は，７項目であっ

た．

②終了時上昇群（表１）

開始前から中期には上昇しなかったが中期から終了時

に上昇したもの（以下終了時上昇群）は２項目であった．

③終了時不変群（表２－１，２－２）

開始前から中期にかけて上昇し，中期と終了時では統

計学的な差がみられなかったもの（以下終了時不変群）

は４２項目であった．４２項目を４つのカテゴリーごとにみ

てみると，「B．看護実践の価値認識の学び」は全部で

１１項目あるが，そのうちの９項目（８１％），「C．知識・

技術・態度の統合の学び」が全部で２１項目あるが，その

うちの１６項目（７６％），「A．人間関係を成立させる学び」

が全部で１５項目あるが，そのうちの１１項目（７３％）であ

り，これらの３つのカテゴリーのほとんどの項目が該当

した．なお，「D．専門職業人として身につけるべき姿

勢・態度の学び」は全部で１５項目あるが，そのうちの６

項目（４０％）で，約半数弱の項目が該当した．

④終了時低下群（表１）

表１ 実習の開始前・中期・終了後における自己評価得点の変化（１．上昇群－ ①段階的上昇群，②終了時上昇群，④終了時低下群）

分類 カテゴリー 番号 評価項目
開始前
（Ｎ＝７４）

中 期
（Ｎ＝６７）

終了時
（Ｎ＝６８）

開始前と
中期

開始前と
終了後

中期と
終了後

段
階
的
上
昇
群

Ｃ

１８ 主観的・客観的側面から情報収集する □３．１６±０．６２ ○３．６１±０．７２ ○３．８５±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊

１９ 患者の健康障害・発達課題・生活への影響等について情報収集する □３．１５±０．６３ ○３．５７±０．６３ ○３．７９±０．５９ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊

２９ 実施した結果を評価する ■２．９１±０．７２ □３．２２±０．６２ □３．４９±０．６６ ＊＊ ＊＊＊ ＊

Ｄ

３７ 看護チームにおいて，学生としての自己の役割を果たす □３．１５±０．６８ ○３．５８±０．８０ ○３．９３±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊

３８ 医療チームと協調して患者への援助を行う □３．０３±０．６４ ○３．５１±０．７５ ○３．９４±０．６２ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

３９ 学生（将来の医療従事者）として責任ある行動をとる ○３．５４±０．７３ ○３．８４±０．８１ ◎４．２１±０．６８ ＊ ＊＊＊ ＊＊

４１ 誠実な態度で患者を中心に考えて看護をする ○３．７０±０．６８ ◎４．０６±０．７２ ◎４．３７±０．６４ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊

終
了
時
上
昇
群

Ｃ ３６ 学生が行った看護のうち，継続する必要がある看護は看護師に伝える ■２．８１±０．８７ ■２．９０±０．９２ □３．２５±０．８９ N．S． ＊＊ ＊

Ｄ ４３ 自己の課題を自覚し，主体的に学習する □３．１５±０．７２ □３．３３±０．７３ ○３．６０±０．６５ N．S． ＊＊＊ ＊

終
了
時
低
下
群

Ａ

９ 患者の反応から自分の関わり方を振り返る □３．００±０．７８ ○３．７４±０．７４ ○３．６９±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１２ 言語的コミュニケーションを用いる ○３．５０±０．７４ ◎４．０６±０．８３ ○３．９４±０．７３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１３ 非言語的コミュニケーションを用いる ■２．６１±０．７７ □３．４４±０．９３ □３．４２±０．８７ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１４ 対象の発達段階に応じたコミュニケーションをはかる ■２．８６±０．６７ ○３．５８±０．７４ ○３．５５±０．６６ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

Ｂ
５２ 実習をとおして看護する喜びを感じる ■３．３８±０．８４ ◎４．２５±０．９１ ◎４．２４±０．８１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

５３ 実習をとおして患者の闘病姿勢や生きる努力に感動する ○３．８０±０．８３ ◎４．３６±０．７１ ◎４．３１±０．７０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

Ｃ ２７ 看護技術は，患者の個別性（患者の状態）に応じて工夫する ■２．８６±０．８２ ○３．６１±０．７４ ○３．５９±０．７４ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

多重比較検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１， ＊＊＊p＜０．００１
カテゴリー：「A．人間関係を成立させる学び」「B．看護実践の価値認識の学び」「C．知識・技術・態度の統合の学び」「D．専門職業人としての姿勢・態度の学

び」
到達度：◎印は到達（自己評価得点４．０点以上），○印は到達に近い（自己評価得点３．５～４．０点未満），□印は到達度が低い（自己評価得点３．０～３．５点未満），■到

達度が非常に低い（自己評価得点３．０点未満）

臨地実習における学習内容に対する学生の到達度の認識 ９



開始前から中期には有意に上昇したが，中期から終了

時に統計学的な有意差は生じるまでに至らなくても，平

均値が低下したもの（以下終了時低下群）は，７項目で

あった．

２）非上昇群（４項目）

表３に示したように，変化の種類によって，さらに，２

群に分類できた．

①低値持続群

低値が続いた群（以下低値持続群）は，３項目であっ

た．

②高値持続群

高値が続いた群（以下高値持続群）は，１項目であっ

た．

２．学生の学習内容への到達度の認識の変化

臨地実習固有の学習内容６２項目に対する到達度の分布

を図示した（図１）．開始前には，「到達度が低い（２３項

目）」「到達度が非常に低い（２１項目）」がほとんどで，「到

達」と認識している項目は全くなかった．しかし，終了

後には，「到達（２３項目）」「到達に近い（２５項目）」がほ

とんどとなり，変化がみられた．

次に，自己評価得点の変化の種類ごとに，学習内容の

到達度に対する認識の変化を検討した．ほとんどの項目

が，終了時には，到達（表中では◎印を添付）あるいは

到達に近い（表中では○印を添付）として学生は認識し

表２－１ 実習の開始前・中期・終了後における自己評価得点の変化（１．上昇群－③終了時不変群）

分類 カテゴリー 番号 評価項目
開始前
（Ｎ＝７４）

中 期
（Ｎ＝６７）

終了時
（Ｎ＝６８）

開始前と
中期

開始前と
終了後

中期と
終了後

終
了
時
不
変
群

Ａ

１ 患者に関心を持ちながら接する □３．４２±０．５７ ◎４．２５±０．７０ ◎４．４０±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２ 患者の訴えや意見を傾聴する □３．３７±０．７３ ◎４．３３±０．６１ ◎４．３８±０．６２ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

３ 患者の気持ち（情緒・感情・思い）を考える ○３．５８±０．６６ ◎４．１０±０．８４ ◎４．２６±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

４ 患者の言動をありのままに受け止める □３．４１±０．６８ ○３．８４±０．７０ ○３．８４±０．７０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

５ 患者の個性（その人らしさ）を尊重する □３．４４±０．６９ ○３．９１±０．７３ ○３．９６±０．７２ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

６ 患者の価値観や信念・社会的背景を理解する □３．０４±０．６７ ○３．５５±０．７０ ○３．５７±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

７ 患者が苦痛に感じていることは何かを考えながら接する □３．３６±０．６５ ○３．９３±０．７２ ○３．９４±０．６７ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

８ 患者が看護者に求めていることは何かを考えながら接する □３．０３±０．７２ ○３．６０±０．７８ ○３．７８±０．７１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１０ 患者も自分も成長し，変化する存在であると感じる □３．３０±０．９３ ○３．９９±０．８３ ○３．９９±０．７６ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１１ 看護者の立場から患者のために何ができるかを考える □３．３９±０．６８ ○３．８５±０．８０ ○３．９３±０．７０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

１５ 患者との信頼関係を深めようとする ○３．５１±０．６２ ◎４．２４±０．７０ ◎４．３１±０．７０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

Ｂ

５４ 患者や家族と学生の看護に対する考え方の違いを受け止め看護の在り方を振り返る □３．４９±０．７３ ○３．８８±０．８８ ◎４．０６±０．７３ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

５５ 実習をとおして看護の役割を自覚する ○３．５３±０．８０ ○３．９９±０．７５ ◎４．１２±０．７２ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

５６ 実習をとおして自己の人間観を深める ○３．６２±０．７３ ○３．９３±０．８４ ◎４．１２±０．８０ ＊ ＊＊＊ N．S．

５７ 実習をとおして自己の健康観を深める ○３．６５±０．８２ ◎４．１０±０．８０ ◎４．１６±０．８２ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

５８ 実習をとおして自己の死生観を深める ○３．６１±０．９５ ○３．９４±０．９０ ◎４．１３±０．９３ ＊ ＊＊＊ N．S．

５９ 実習をとおして自己の看護観（看護に対する考え方）を深める ○３．６２±０．８４ ○３．９７±０．８７ ◎４．１５±０．８０ ＊ ＊＊＊ N．S．

６０ 実習をとおして看護のやりがいを感じる ○３．７２±０．８５ ◎４．２１±０．９３ ◎４．２６±０．８０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

６１ 実習をとおして看護をさらに深めたいという気持ちや姿勢をもつ ○３．６９±０．８９ ◎４．１２±０．９６ ◎４．２５±０．８０ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

６２ 実習をとおして看護師になりたいと思うようになる ○３．６２±０．９３ ◎４．１０±１．０２ ◎４．１９±０．８７ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

多重比較検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１， ＊＊＊p＜０．００１
カテゴリー：「A．人間関係を成立させる学び」「B．看護実践の価値認識の学び」「C．知識・技術・態度の統合の学び」「D．専門職業人としての姿勢・態度の学

び」
到達度：◎印は到達（自己評価得点４．０点以上），○印は到達に近い（自己評価得点３．５～４．０点未満），□印は到達度が低い（自己評価得点３．０～３．５点未満），■到

達度が非常に低い（自己評価得点３．０点未満）

桑 村 由 美 他１０



ていた（表１，２）．

一方，到達度が低い（表中では□印を添付），到達度

の非常に低い状態（表中では■印を添付）と認識してい

たのは，以下の１４項目であった．「到達度が低い」と認

識していたのは，段階的上昇群に入る「実施した結果を

評価する」，終了時上昇群に入る「学生が行った看護の

表２－２ 実習の開始前・中期・終了後における自己評価得点の変化（１．上昇群－③終了時不変群つづき）

分類 カテゴリー 番号 評価項目
開始前
（Ｎ＝７４）

中 期
（Ｎ＝６７）

終了時
（Ｎ＝６８）

開始前と
中期

開始前と
終了後

中期と
終了後

Ｃ

１６ 基礎的知識を活用して看護を行う ■２．９３±０．６３ ○３．５２±０．６１ ○３．７２±０．５４ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

１７ 文献を活用して，看護を創意，工夫する ■２．５５±０．７１ □３．１２±０．８１ □３．２６±０．５６ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２０ 収集した情報を分類し解釈・分析する ■２．８１±０．７０ □３．３４±０．７９ □３．４６±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２１ 看護上の問題（看護診断）を明確にする ■２．９３±０．７３ □３．３４±０．７１ ○３．５０±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２２ 看護上の問題（看護診断）の優先度を考える ■２．８５±０．７７ □３．４３±０．７４ □３．４９±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２３ 看護目標を設定する ■２．９５±０．６８ □３．３３±０．７０ □３．４９±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２４ 看護上の問題（看護診断）に即して，解決策（看護介入）を立案する ■２．８０±０．７２ □３．３９±０．６５ ○３．５４±０．６３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２５ 看護計画に基づいて実施できる ■２．８１±０．７７ □３．３６±０．６９ ○３．５５±０．６８ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２６ 看護技術は，原理・原則に基づいて（基本的留意事項を守って）行う □３．０４±０．６９ ○３．５４±０．６８ ○３．７１±０．６２ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

２８ 患者の状態や反応に応じて，立案した解決策や優先度を修正・変更して実施する ■２．７４±０．７２ □３．３０±０．６７ □３．４３±０．７２ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

３０ 評価に基づき，看護計画を修正する ■２．７８±０．７１ □３．２５±０．５３ □３．４１±０．７０ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

３１ 看護記録を他のメンバーにもわかるように記載する □３．００±０．７４ □３．３４±０．７３ □３．４９±０．７０ ＊＊ ＊＊＊ N．S．

３２ 実施した看護と患者の反応を看護師（指導者）に報告する □３．１１±０．６８ ○３．８１±０．７２ ○３．９０±０．６５ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

３３ 対象の特殊性（発達段階・健康レベル・系統別）に応じて看護を行う ■２．８５±０．７５ □３．３７±０．７１ ○３．５３±０．６１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

３４ 実習で体験したことを看護理論と照らして考えることができる ■２．４７±０．７３ ■２．７５±０．６１ ■２．９４±０．７９ ＊ ＊＊＊ N．S．

３５ 患者に必要な看護を継続して行う ■２．９９±０．６７ □３．４８±０．６６ ○３．５４±０．６６ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

Ｄ

４０ 礼儀正しく節度を守って実習する ○３．９２±０．７４ ◎４．１９±０．７４ ◎４．４３±０．６５ ＊ ＊＊＊ N．S．

４２ 指導者の助言やコメントを参考にしながら，自己を見直す ○３．６２±０．６３ ◎４．０３±０．８０ ◎４．１３±０．７１ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

４６ 科学的根拠（裏付け）を調べて看護する ■２．５８±０．７８ □３．０７±０．７２ □３．１５±０．７４ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

４７ カンファレンスでは他者の意見を傾聴する ○３．９３±０．６３ ◎４．２５±０．６８ ◎４．２５±０．６８ ＊＊ ＊＊ N．S．

４９ グループメンバーと相互に意見交換する □３．４１±０．８１ ◎４．０４±０．８２ ◎４．１３±０．７９ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

５０ グループメンバーと学習を共有する □３．４７±０．７６ ◎４．０３±０．９７ ◎４．２８±０．７３ ＊＊＊ ＊＊＊ N．S．

表３ 実習の開始前・中期・終了後における自己評価得点の変化（２．非上昇群－①低値持続群，②高値持続群）

分類 カテゴリー 番号 評価項目
開始前
（Ｎ＝７４）

中 期
（Ｎ＝６７）

終了時
（Ｎ＝６８）

開始前と
中期

開始前と
終了後

中期と
終了後

低
値
持
続
群

Ｄ

４４ 自己の行った看護を評価し，看護の質を高める ■２．９７±０．７２ □３．３３±０．７０ □３．１５±０．７３ N．S． N．S． N．S．

４５ 看護とは何かを考え研究的態度（文献活用・事例検討）で実習する ■２．６５±０．７１ ■２．９０±０．６８ □３．００±０．８０ N．S． N．S． N．S．

４８ カンファレンスでは自己の意見を述べる □３．２６±０．８３ □３．４９±０．９４ ○３．５４±０．８４ N．S． N．S． N．S．

高
値
持
続
群

Ｄ ５１ グループメンバーと励まし助けあって実習する ○３．８９±０．８０ ◎４．３７±０．７８ ◎４．５４±０．６３ N．S． N．S． N．S．

多重比較検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１， ＊＊＊p＜０．００１
カテゴリー：「A．人間関係を成立させる学び」「B．看護実践の価値認識の学び」「C．知識・技術・態度の統合の学び」「D．専門職業人としての姿勢・態度の学

び」
到達度：◎印は到達（自己評価得点４．０点以上），○印は到達に近い（自己評価得点３．５～４．０点未満），□印は到達度が低い（自己評価得点３．０～３．５点未満），■到

達度が非常に低い（自己評価得点３．０点未満）
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うち，継続する必要がある看護は看護師に伝える」の項

目であった（表１）．終了時不変群では，「科学的根拠（裏

付け）を調べて看護する」「文献を活用して看護を創意，

工夫する」「評価に基づき，看護計画を修正する」など

８項目であり（表２－２），終了時低下群では，「非言語

的コミュニケーションを用いる」の項目であった（表１）．

非上昇群では，低値持続群に含まれる「自己の行った看

護を評価し，看護の質を高める」「看護とは何かを考え

研究的態度（文献活用・事例検討）で実習する」の２項

目であった（表３）．また，開始前から一貫して「到達

度が非常に低い」と認識していたのは，終了時不変群に

入る「実習で体験したことを看護理論と照らして考える

ことができる」であった．

考 察

今回，臨地実習固有の学習内容に対する学生の到達度

について，実習進行に伴う学生の自己評価得点の変化か

ら分析した．その結果，学生の自己評価得点は，開始前

と終了時の比較では，５８項目が上昇し，残り４項目では

変化はみられなかった．また，学習内容の到達度に対す

る学生の認識は，開始前には「到達」している項目はな

く，「到達に近い」項目が１８項目あった．しかし，終了

時には４８項目が「到達」あるいは「到達に近い」に変化

していた．

１．自己評価得点の変化について

自己評価得点の上昇群５８項目のうち，実習の進行に

伴って上昇した段階的上昇群は７項目あり，先行研究２）

においては，６１項目が，段階的上昇群であったのと比較

すると明らかに少ない．この原因として，まず，学生が

段階的に達成感を得られなかったことが考えられ，教育

的な介入方法を検討する必要性が考えられる．今回，段

階的上昇群に分類された内容は，看護過程での情報収集

と結果の評価，看護チームにおける学生の位置づけに関

するものである．これらの項目に関しては，学生は，実

習経過とともに着実に，力がついてきたと自己評価して

いる．これに対して，上昇群５８項目のうち，臨地実習開

始前から終了後に向けて段階的に上昇しなかった残りの

５１項目は，先行研究とは異なる変化を示している．これ

らは，終了時上昇群，終了時低下群，終了時不変群の３

つに分類できる．これらの特徴について考察することに

より，今回の調査結果が先行研究と異なり，段階的上昇

群が少なかった原因につながると考える．

まず，実習の初期から中期にかけての上昇がみられな

かった終了時上昇群は，継続する必要のある看護内容や

自己の課題を主体的に自覚することについての内容であ

る．これは，中期の時点では理解し，実施することが困

難であったが，臨地実習での学習を継続することにより，

徐々に可能になったと学生が判断したと推察される．

次に，終了時低下群は，患者との関わりの中で，コミュ

ニケーション技術を用いながら，人間関係を成立させ，

看護実践に充実感を見い出すことに関する内容である．

中期から終了時にかけて，学生は，患者との関わりの中

で，十分にコミュニケーションがとれず，患者との対人

関係に，困難を感じながら実習を進めていたことが推測

される．これが，人間関係に関する項目や実習の充実感

などの到達度に影響している．

図１ 実習進行に伴う学生の学習内容への到達度の変化

桑 村 由 美 他１２



終了時上昇群，終了時低下群の２群を除くと，終了時

不変群（４２項目）は，上昇群の大半を占めている．これ

らは，既習の知識や技術を統合させて，臨床で看護過程

を展開していく中で，学びを深めていくこと，患者の体

験に対する医療者としての姿勢や対応に関する内容である．

２．到達度について

学生が，終了時においても，到達度を低く評価してい

たのは，臨床の場で看護過程を展開していくときに必要

となる知識・技術の統合に関する内容である．先行研

究１０）でも，知識・技術の統合による実践に対する学生の

自己評価は低いことが報告されている．学生は，看護過

程に関して，１年間を通してやっと展開方法を理解でき

た程度と認識していると考えられる．さらに，中期から

終了時にかけて変化がないと評価した背景には，学生は

看護過程展開に不消化な部分があることを示していると

推測される．看護過程に関しては，２年次から学内演習

に取り組んでいるが，臨床の場で実践する際に，患者の

変化が早くて計画が追いつかないなど困難を訴える学生

は多い．学生が，何がわかり，何がわからず，どのよう

な点でつまずいているかについて，学生の学習段階を確

認しながら方向づけるという指導を繰り返す１１）教育的な

介入の必要性が示唆された．

また，学生は，患者との人間関係を十分に成立させて

おらず，その結果，患者の看護を通して看護者が感じる

感動を得るには至っていないことが推測される．これに

はコミュニケーション技術が十分に習得されていないこ

とや教員の評価対象がペーパー上の計画に焦点化してい

ることが考えられる．さらに，学内カンファレンスで，

自己の行った看護を振り返り，よりよい看護を実践する

ための検討が行われているが，これも，計画・立案の段

階での検討に止まり，評価にまで議論を展開するまでに

達していない．そのために，効果的な看護実践が展開で

きたかどうかを判断するに至らず，学生の看護過程展開

における問題解決までに至っていない．

一方で学生が，到達度が段階的に上昇していないと評

価した項目は，看護実践の価値認識，学生としての立場

をわきまえた実習態度，グループメンバー間の協力，患

者への関心など，主として情意領域のもので，中期の時

点で既に「到達」あるいは「到達に近い」状態に至った

と認識されていた項目である．この結果は森田らの報

告２）とほぼ一致する．学生は人間への関心と尊重，自ら

の立場を踏まえた行動をとることについては，実習開始

の早い時期に習得し，これを基盤として実習を進めてい

る．

次に，到達度が高い項目は，開始前より高く，中期に

は学習内容に到達したと学生は認識している．学生はグ

ループメンバーと共に助け合い，お互いに励まし合いな

がら学習を進めていこうと努力している様子がうかがえる．

また，臨地実習開始前と比較して，終了時にも上昇が

なく，到達度が低かった項目は，看護を学問的基盤に基

づき深める行為に関する内容である．文献をひもとき，

他者と討議を繰り返しながら，看護を深める実践を行っ

ていくということは，本学のカリキュラムの中では行わ

れていないことから，学生にとって難易度の高い事柄で

あると考える．今後，カリキュラム検討時に考慮すべき

項目といえよう．

以上のことから，学生は臨地実習において，態度，看

護理論との照合を除く認知領域は高く自己評価し，学習

内容に到達したと認識していたが，精神・運動領域，コ

ミュニケーションや看護過程，理論との照合など看護を

深める取り組みは，学習内容に到達していないと認識し

ていることが明らかになった．この原因として，学生は，

臨地実習の中で自ら意欲的に学ぼうとしているにもかか

わらず，コミュニケーション技術や看護技術が未熟であ

るため，患者を深く理解することができないこと，その

ために看護過程が計画・立案の段階に留まり，実施が行

えておらず，評価を行い，フィードバックをすることが

うまく行えていないことから，深く看護を進めるための

発展的な取り組みを行うには至っていないことが考えら

れる．

このような状況から，教員には，学生のコミュニケー

ション技術の向上をはかるために，学生が患者とコミュ

ニケーションをとりやすい環境づくりを行うことや，学

生のコミュニケーション技術の不足から生じる情報収集

の不足を補うような支援が必要である．そして，臨地場

面での看護過程が展開できるように，学生の到達レベル

を判断し，学習段階に合わせて，丁寧に指導を行い，カ

ンファレンスを効果的に運営することが必要である．さ

らに，カンファレンスの中で，コミュニケーション技能

の育成や看護過程展開における問題解決，意志決定，批

判的思考などの能力の育成をはかる１２）ことも重要と考え

る．

今後，学生の学習段階の到達度の自己評価には，客観

的な基準が具体的に明示されること，すなわち，２年次

終了時点での到達レベル，３年次中期での到達レベル，３
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年次終了時での最終的な到達レベルについて，より詳細

な内容を設定し，学生に提示することの必要性が示唆さ

れた．

本研究の限界と今後の課題

本研究は１施設における１学年を対象に行った調査で

あることから一般化には限界がある．今後さらに，自己

評価に他者評価を併用したり，記述項目を加えることに

より，学生はより客観的に自己の到達度を認識できるよ

うになると考える．また，臨地実習での教育状況につい

て看護学の各領域の境界を越えて，相互に討議すること

が必要と考える．

結 論

臨地実習の開始前・中期・終了後において，学生の自

己評価得点が段階的に上昇したのは６２項目中，７項目だ

けであった．終了時において，学習内容が到達に至って

いないと認識していた項目は，精神・運動領域，コミュ

ニケーションや看護過程，理論との照合など看護を深め

る取り組みに関する１４項目であった．このようなことか

ら，教育的な介入として，学生がコミュニケーション技

術を有効に用いながら，看護過程を展開し，看護実践を

深めることができるように，カンファレンスを有効に活

用し，場面を捉えて，学生の学習状況にあわせて，丁寧

に指導を行うことが必要であると考えられた．また，学

年進行に伴う到達レベルの詳細な明示など学生の成長を

長期的な視点に立って支援することの必要性が示唆された．

謝 辞

本研究の遂行にあたり，調査に協力していただきまし

た学生のみなさまに感謝致します．また，統計学のご助

言をいただきました徳島大学医学部保健学科放射線技術

科学専攻近藤正先生にお礼申し上げます．

本研究の一部は第１２回日本看護学教育学会（於：北海

道札幌市）において発表した．

文 献

１）杉森みど里：看護教育学，第３版，２３８‐２４２，医学

書院，２０００．

２）国立大学医療技術短期大学部看護学科協議会臨地実

習委員会 Aグループ（森田敏子，東サトエ，水谷

都，岩田銀子，山内葉月，田村綾子）：臨地実習固

有の学習内容に関する学生の到達度評価，臨地実習

教育の改善に関する検討，１‐９，１９９７．

３）東サトエ，中野栄子，津田智子 他：４年制看護大

学の臨地実習教育に具備する条件に関する研究～臨

地実習固有の学習内容の到達度評価による考察～，

鹿児島大学医療技術短期大学部紀要，９，４９‐５９，１９９９．

４）長家智子：臨地実習における看護過程の学習状況－

看護学生の自己評価から－，九州大学医療技術短期

大学部紀要，２９，３９‐５０，２００２．

５）岡本寿子，村上静子：臨地実習における“看護過程”

学習の成果と指導上の課題－H１１・１２年度，『看護

過程自己評価表』を活用して－，京都市立看護短期

大学紀要，２６，１９‐３０，２００１．

６）鎌田ミツ子，一戸とも子，平典子 他：臨床実習指

導の考察 自己評価への教師のかかわり，看護教

育，２７（４），２２３‐２２６，１９８６．

７）山口求，野村和子，横山ハツミ 他：看護過程のア

セスメント能力の評価－看護学生と教員の自己評価

の比較検討－，看護展望，２６（５），６１２‐６１７，２００１．

８）村上明美，石田貴美子，那須則子 他：新カリキュ

ラムにおける成人看護技術の習得状況－学生の自己

評価からの一考察－，神戸市看護大学短期大学部紀

要，２１，１９‐１０２，２００２．

９）相場百合，山梨伊津子：臨地実習における学生の自

己課題の変化－実習経験録の活用を試みて－，神奈

川県立看護教育大学校紀要，２４，６１‐６５，２００１．

１０）鳩野みどり：臨地実習における学習内容の学生によ

る自己評価とプラスの影響要因・マイナスの影響要

因，第３２回日本看護学会集録 看護教育，２６‐２８，

２００１．

１１）糸井志津乃，松田日登美，佐々木幾美 他：問題解

決学習理論を応用した「臨地実習指導モデル」の適

応に関する研究，日本赤十字看護大学紀要，１３，９‐

２３，１９９９．

１２）舟島なをみ 監訳：看護学教育における講義・演習・

実習の評価，２２５‐２２６，医学書院，２００２．

桑 村 由 美 他１４



Self-evaluation study of nursing students’ recognition of their degree of
achievement of educational goals in clinical practice

Yumi Kuwamura, Ayako Tamura, Takako Ichihara, Takako Minagawa, and Tadaoki Morimoto
Major in Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract Objectives : The purpose of this study was to : assess the nursing students’ recognition of

their achievement of their educational goals in clinical practice ; and discuss the clinical teaching

interventions of nursing education by means of self-evaluation for the students at a 3-year nursing

junior college.

Methods : We used the self-evaluation questionnaire (62 questions). Self-evaluation was performed

three times : the first was before clinical practice (hereinafter first evaluation), at the middle point of

clinical practice (middle evaluation) and after the clinical practice (final evaluation).

Results :

１．There ware 2 patterns in self-evaluation scores. One was rise, and the other was not rise by

comparison between first evaluation and final evaluation.

２．Only 7 scores were improved among 62 questions. They were classified cognitive domain, and

they were recognized by the nursing students to be achieved of their educational goals.

３．In the final evaluation there were 14 items for which they had not achieved their educational

goals. They were the following items : comparing their clinical practice experience with

nursing theory, performing clinical practice while thinking about the nature of nursing and using

communication skills, and the process of nursing diagnosis.

Conclusions : Nursing students need educational intervention. That is, they need teachers to teach

them, or to think with them, how to use the nursing process to overcome patients’ problems in each

clinical situation by means of communication skills. It is also important to make effective use of

conferences at school to so that student’s can shore experiences.

Key words : self-evaluation, clinical practice, nursing education, achievement of educational goals,

nursing students
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Introduction

“Concerning Healthy Parents and Children２１”１）sug-

gests four major challenges in maternal and child health

in the 21st century. The second challenge is “To ensure

a safe and comfortable pregnancy / Childbirth and

assistance for infertility”. One of the specific objectives

in terms of attaining this goal includes “breast-feeding-

only nursing”. This objective also states “the system

should be constructed with education and support for

breast-feeding-only childcare, as well as appropriate

backup for formation of strong affection between a

mother and a child. However, mothers who are incapa-

ble of adequate breast-feeding should not be put under

pressure.” Childcare delivered via breast-feeding-only

is a wish for many mothers. In reality, however, breast-

ORIGINAL

Relationship between mammary gland structures during

pregnancy and breast-feeding

Mari Haku, Mieko Takeuchi, Tadaoki Morimoto, Shuji Yamano, Keiko Takebayashi
Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract

Study Purpose

Diagnostic indices for prediction of breast milk production and assessment of care necessary for

mammary gland structure during the pregnancy period were investigated.

Methods

Development of mammary gland during the pregnancy period was examined via ultrasound methodol-

ogy. Each subject underwent three measurements once per trimester. Quantity of post-partum breast

milk production was also measured ; furthermore, the relationship between mammary gland image and

production quantity was evaluated.

Results and conclusion

As previously reported, mammary gland reaches a certain level of development during the course of

pregnancy. Four distinct types of developmental pattern were observed. Mammary gland exhibited

remarkable development up to the１５th week of pregnancy in comparison with non-pregnant adult females

in type 1. In type 2, mammary gland displayed significant development from the 16th to the 35th week of

pregnancy. In types 3 and 4, mammary gland tissue development, which was apparent from 35 weeks,

was characterized by gland thickness of > 20 mm and < 20 mm, respectively. Among these four types,

type 1 mammary gland demonstrated the largest level of breast milk production. Therefore, we suggest

that understanding with respect to mammary gland structure during pregnancy contributes toward

individual support in breast-feeding following childbirth.

Key words : mammary gland structure, breast-feeding, ultrasound
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feeding is also a cause of anxiety over proper childcare

for many mothers as well. For this reason, numerous

studies have been conducted regarding breast-feeding

from the perspectives of the mother and the child２），３）.

The ratio of breast-feeding has shown some improve-

ment since a tremendous drop that occurred during the

1970’s ; however, it has not reached the high breast-

feeding ratio observed in the 1960’s. In terms of the

functional aspect of breast-feeding, hormones involved

in breast milk production and the mechanism of milk

production itself have been confirmed. Structurally,

developmental changes influenced by mammary gland

configuration and hormones have been identified.

However, the relationship between gland structure and

post-birth breast-feeding was scarcely investigated ; in

Japan, only one report appears in the literature４）. In

order to determine proper prognosis with respect to the

mother’s preparedness for breast-feeding as well as

delivery of necessary care, understanding of the mam-

mary gland structure and estimation of the relationship

between gland structure and breast milk production are

essential. The purpose of this study was to examine

diagnostic indices for prediction of breast milk produc-

tion and assessment of care necessary for mammary

gland structure during the pregnancy period.

Methods

１．Subjects

Subjects were 102 women who delivered a single

baby vaginally at term. The average of the subjects

was 28.7 years old, which was compatible to the average

age of mother in Japan (29.6 years old). The numbers

of primipara and multipara in the subjects were 60 and

42, respectively. The study institute is the third

medical facility averaging 400 deliveries per year. Our

institute provides proper care targeting improvement of

breast-feeding ratio via incorporation of “The ten steps

to successful breast-feeding”.

This study was performed from April to December

2001.

２．Ethical Consideration

The aims and significance of this study were informed

to the mothers with an explanatory note and their

consent was obtained. The records obtained in this

study were carefully stored.

３．Methods and Analysis

Development of mammary gland during the pregnancy

period was investigated via ultrasound tomography (LP

probe at 7.5 MHz) (RT-FINO, Yokogawa medical, Tokyo,

Japan). Each subject underwent three measurements

once per trimester. Measurements were conducted in

the outer region surrounding mammary papilla on the

“better arm” of each participant in the dorsal position.

Mammary gland images were imported using an scanner

(Epson ES-8000, Epson, Tokyo, Japan), followed by

evaluation with image analysis software (Mac SCOPE,

Mitani CO., Fukui, Japan).

Area ratio of the mammary gland area was analyzed

under the supervision of a breast diagnostic specialist.

Milk feeding amount was estimated on the basis of

measurements of the child’s body weight before and

after feeding, e.g., in terms of the difference.

ANOVA and chi-square test were used to determine

statistically significant differences. Differences were

considered significant it P<0.01.

Results

１．Mammary gland growth pattern

Differences in mammary gland growth pattern were

recognized among individual subjects. Change in

mammary gland structure during pregnancy was inves-

tigated on a per-individual basis. As a result, four types

of growth pattern were established (Figure 1, Table 1).

Table 1 The mammary gland development pattern

The mammary gland development pattern Number of pregnant women

（n＝１０２）

Type１ ６０／１０２（５８．８％）

Type２ １３／１０２（１２．８％）

Type３ ２１／１０２（２０．６％）

Type４ ８／１０２（７．８％）

Relationship between mammary gland structures during pregnancy and breast-feeding １７



In type 1, remarkable mammary gland development

up to the 15th week of pregnancy was observed in com-

parison to non-pregnant adult females５）. Mammary

gland displayed significant development from the 16th to

the 35th week of pregnancy in type 2. In types 3 and 4,

mammary gland tissue development, which was apparent

from 35 weeks, was characterized by gland thickness of >

20 mm and < 20 mm, respectively. Distribution of sub-

jects in terms of type was as follows : type 1 : 58.8%, type

2 : 12.8%, type 3 : 20.6%, and type 4 : 7.8%.

There were no significant differences of mammary

gland thickness between primipara and multipara.

２．Mammary gland tissue condition after 36 weeks of

pregnancy

Mammary gland tissue condition after 36 weeks of

pregnancy was analyzed in the four growth types on

the basis of thickness and mammary gland area (speci-

fied area in scanned image). Mammary gland thickness

was as follows : type 1 : 24.8±3.0 mm, type 2 : 23.0±3.0

mm, type 3 : 23.0±3.0 mm, and type 4 : 17.0±2.0 mm.

Mammary gland from the type 4 group demonstrated

significantly less thickness than that of the type 1 group

(p<0.01). Tissue area from type 1 mammary gland also

revealed more advanced development (Table 2).

３．Relationship between mammary gland growth pattern

and breast milk production

Breast milk production on the 5th day after birth was

investigated on the basis of mammary gland growth

type. 54.9% of subjects delivered breast milk exclu-

sively by nursing by the 5th day post-partum. Ratios of

breast milk-only nursing by type are as follows : type 1 :

70.0%, type 2 : 53.9%, type 3 : 33.3%, and type 4 : 0%.

The type 1 group, which demonstrated more advanced

Type１ Type２

1st trimester 3rd trimester 1st trimester 3rd trimester

Type３ Type４

1st trimester 3rd trimester 1st trimester 3rd trimester

Figure 1 Four type of growth pattern of mammary gland structure

Table 2 Condition of antenatal mammary gland after 36 weeks

n

Average of thickness（mm）
（mean±SD）

Average of area（mm２）
（mean±SD）

Type１ ６０ ２４．８±３．０ ５６８０±７６０

Type２ １３ ２３．０±３．０ ４５２０±８４２

Type３ ２１ ２３．０±３．０ ４８４２±６４２

Type４ ８ １７．０±２．０＊ ３３４２±７８４

＊p<0.01 compared with Type 1 by ANOVA
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mammary gland growth from early pregnancy, exhib-

ited a significantly higher ratio (p<0.01) of breast-feeding

(Table 3).

Discussion

With ultrasound imaging, mammary gland tissue can

be visualized by high-density echography. Several sub-

jects displayed steep image expansion in the first and

the second trimesters ; additionally, other subjects ex-

hibited similar image expansion from the second to the

third trimester. Mammary duct and interstitium images,

which appeared as random low-density echo images

evident in mammary gland tissue, also expanded during

the third trimester. On the whole, enlargement of

mammary gland was apparent.

In contrast, echo images from the type 4 group failed

to demonstrate large change until prior to delivery. It

has been reported that mammary gland structure de-

velopment during pregnancy is completed in the third

trimester. However, completeness of development is

difficult to determine by ultrasound. In the present in-

vestigation, most of the participants (92.2%) displayed

additional thickness in mammary gland tissue (average ;

20±2.7 mm) ; high-density echo-image revealed enlarge-

ment in association with decreased adipose tissue in

comparison to mature non-pregnant women.

Kasai and Suzuki４）classified acinar duct and interstitium

from mammary gland echo-diagnosis during pregnancy

into six distinct types. Their findings indicated that

only 5.2% of subjects exhibited change in these patterns

between early and late stages of pregnancy. These

data also demonstrated no significant change in mam-

mary gland thickness. In contrast, the present study

revealed expansion of high-density echo images from

mammary gland tissue per each subsequent measurement.

In addition, elevated acinar cell numbers occurred as

multiple porphyritic low-density echo images.

In terms of the relationship between mammary gland

structure and breast milk production, breast-feeding-

only nursing was conducted most efficiently in the type

1 group, which demonstrated significant development in

mammary gland from the early stage of pregnancy. In

contract, no subjects from the type 4 group, which dis-

played a lesser degree of mammary gland development,

conducted breast-feeding-only child care. Kasai and

Suzuki４） documented subjects characterized by very

thin interstitium, obscure acinar cells and mammary

gland thickness of less than 10 mm exhibiting inadequate

breast milk production. These mammary gland structure

characteristics can be employed as prediction indices for

estimation of post-partum breast milk production. This

practical implication also suggests that nursing mothers

can gain information during pregnancy for decision-

making regarding feeding methodology for their chil-

dren. Furthermore, documentation of their own mam-

mary gland development via imaging contributes to the

mother’s motivation and emotional incentive with re-

spect to breast-feeding childcare.

Additionally, support for mothers characterized by

type 4 criteria, in which inadequate breast milk produc-

tion is projected, can be implemented during their

pregnancy period. At present, the greatest challenge

involves support for women from the type 4 group

regarding successful breast-feeding.

Conclusion

Four distinct patterns in mammary gland development

were observed. The type 1 group, which demonstrated

more advanced mammary gland growth from early

pregnancy, displayed superior breast milk production.

The present results imply that understanding of mam-

mary gland structure during pregnancy contributes to

individual support and care in breast-feeding following

Table 3 Relationship between mammary gland growth pattern

and breast-feeding (post partusm 5 days)

n

Only breast-feeding

n（%）
Mixed

n（%）
Bottle-feeding

n（%）

Type１ ６０ ４２／６０（７０．０％） １４／６０（２３．３％） ４／６０（６．７％）

Type２ １３ ７／１３（５３．９％） ６／１３（４６．１％） ０／１３（０．０％）

Type３ ２１ ７／２１（３３．３％） １３／２１（６１．９％） １／２１（４．８％）

Type４ ８ ０／８（０．０％）＊ ６／８（７５．０％） ２／８（２５．０％）

Total １０２ ５６／１０２（５４．９％） ３９／１０２（３８．２％） ７／１０２（６．９％）

＊p＜0.01 compared with Type 1 by chi-square test
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はじめに

新しい医薬品が臨床の場で使用可能となるためには，

患者を対象として有効性と安全性を検討する治験という

ステップが必須である．治験の新しい実施基準である「医

薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の施行（平

成１０年４月）により，「実施医療機関において，治験責

任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験

に係る業務に協力する薬剤師，看護師その他の医療関係

者」として「治験協力者」が定義され，CRC（clinical

research coordinator：治験コーディネーター）として

治験の倫理性，科学性の確保に貢献するようになった．

徳島大学病院においても，平成１１年４月の院内措置での

治験管理センター開設以来，現在は臨床試験管理セン

ターにおいて５名の看護師（勤務年数２０年以上が４名，１５

年以上が１名．CRCの経験年数は，３年以上が２名，２

年以上が２名，６カ月未満が１名）が CRCとして治験

の支援を行っている１）．

本邦では，CRCの職種の割合は薬剤師が４９％，看護

師が４３％と報告され２），その業務内容としては，書類作

成などの事務的業務を行う場合，さらに治験の同意取得

（医薬品の臨床試験の実施の基準（中央薬事審議会，平

成９年３月１３日）では，インフォームドコンセントとは，

被験者の治験への参加の意思決定と関連する，治験に関

するあらゆる角度からの説明が十分になされた後に被験

者がこれを理解し，自由な意思によって治験への参加に

同意し，書面によってそのことを確認すること，と定義

されている．治験におけるインフォームドコンセントを

報 告

治験コーディネーター業務における看護師の専門性の意義に関する検討

井 村 光 子， 楊 河 宏 章， 宮 本 登志子， 乾 加代子，
中 西 り か， 西 矢 昌 子， 苛 原 稔

徳島大学病院臨床試験管理センター

要 旨 治験の質の向上に治験コーディネーター（CRC）業務の充実は不可欠である．今回，CRC業

務における看護師としての専門性を解析し，さらに専門性をどのように CRC業務の質向上に結びつけ

るかに関して検討した．

進行期肺癌に対する抗癌剤の治験（２００２．２～２００３．５）を対象に，実際に CRCが行った支援業務の中

で，看護師としての専門性が有意義であった項目を解析した．

CRC業務を被支援者別に分類すると，被験者２０，医師２２，他部署１９項目となった．うち５項目（イ

ンフォムドコンセント同席／説明補助，診察時同席／介助，観察／計測，情報提供，スケジュール管理）

が２被支援者にまたがる支援内容であり，いずれも被験者に接する場での業務であった．個々の項目に

ついて CRCの意義を検討すると，この治験は末期癌の患者を対象としていたため，疾患が憎悪するの

ではないかという不安の中で，同意取得時と４週毎の効果判定時の心理的サポートが，治験の遂行にお

ける CRCの大きな役割であった．このような治験対象患者への心理的サポートは看護師だからこそで

きる業務であり，そこに CRC活動における看護師の専門性の意義が認められた．

以上より，被験者に接する場での治験支援活動は，特に看護師の専門性を活かし，治験の質を向上さ

せうる CRC業務であると考えられた．

キーワード：CRC，看護師の専門性，臨床試験，治験

２００３年１２月２５日受理
別刷請求先：井村光子 〒７７０‐８５０３徳島市蔵本町２丁目５０‐１
徳島大学病院臨床試験管理センター
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以下 ICと記載する．）の補助業務を行う場合，さらに

医療補助業務（面接，採血，服薬状況の確認など）を行

う場合などが考えられている３，４）．米国などでは，CRC

の業務は看護師の専門性とは異なる部分が主体である５）

が，当センターでは看護師が CRCとして支援内容を拡

大してきた経緯もあり，むしろ積極的に看護師の専門性

を発揮することにより治験の質を高める立場をとってき

た．

治験を含む臨床試験は多職種がそれぞれの専門性を最

大限に発揮し，被験者の支援を行わなければならない．

今回，CRCが被験者に関わった行為を抽出し，その行

為をどのように行ってきたのかを振り返ることで，看護

師としての専門分野を CRC業務にどう活かせられるの

かを抗癌剤治験を通して検討した．

目 的

進行期肺癌に対する抗癌剤の治験を対象に，実際の治

験の遂行において CRCが行った支援業務を分類し，看

護師としての専門性が有意義であった項目を検討する．

研究方法

１．対 象

２００２年１月～２００３年５月に化学療法歴を有する進行期

肺癌患者２８名に対して実施された治験を対象とした．

治験概略：１日１錠，１６週間内服する．内服後４週間ま

では原則として入院，その後外来フォローとなる．治験

薬の有効性（抗腫瘍効果），副作用および薬物動態と関

連する主要な生物学的因子を検討する．

２．方 法

１）被験者に関わった支援内容の記録をもとに，３つの

コーディネート別カテゴリーに分類し，CRCの支援

内容を抽出した．同時に各期での患者心理を看護師と

しての視点から分析した．

２）２つの被支援者にまたがる支援内容をどのように

行ったのかを振り返り，看護師ならではの役割を模索

する．

３）各データーは個人が特定されないよう倫理的配慮を

行った．

結 果

この治験が何週まで継続できたかを図１に示した．同

意取得のみで脱落した症例は０週として示した．被験者

の心理状態は，実際の言葉や，表情，態度から今までの

筆者の経験から響いてきたものを文字化したものであ

る．１６週まで継続できたのは７例．１６週以上継続できた

のは５例である．５名が同意のみで脱落した．２８名の被

験者のうち，２６人が何らかの要因で中止となり，２１名が

奏功度判定で，PD（進行）や副作用のため中止となっ

た．

表１に示したように，この治験にかける被験者の期待

は大きく，効果が無く中止になった時の落胆，不安は計

り知れない．４週間毎の来院日は効果判定日であり，被

験者，家族は，生命に関わる意思決定を日常的に行って

いる．このまま効果が続いてほしいという希望と，いつ

悪化するのではという不安が混在し，被験者，家族の気

持ちは常にゆらいでいる．治療が対症療法しか無くなっ

た被験者には，ただ，一緒に座っていることしかできな

かった．重苦しい雰囲気のなか，言葉をかけるタイミン

グを図っていたが，この被験者は，自身の病状の悪化を

受け止め，「大丈夫ですよ」と自ら言葉を発した．また，

有害事象で入院となったある被験者は，病室に顔を出し

た時，妹が来てくれたようにうれしいと言ってくれた．

被験者の重い想いを受け止め共有するには，医師，被験

者，CRCの３者の信頼関係が重要となる．信頼関係が

築けていると，傾聴や見守ることだけでも被験者は癒さ

れるが，そうでない場合は苦痛でしかあり得なくなって

しまう．

次に，被験者に関わった支援内容は，医師との連携，

図１ 被験者毎の支援期間
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表１ 被験者への支援内容と患者心理の分析（治療開始まで）

各 期 患者心理
C R C

医師との連携 他部署との連携 被験者へのサポート

同意まで ・治験薬にかける
大きな期待

・薬の効果への不
安

・薬の副作用の不
安

・組織採取（気管
支鏡）の苦痛に
対する不安

・同意説明前の打ち合わせ
・同意説明時同席し補助説明

・病棟でプロトコールの説明会を開
催
・病棟受け持ち看護師に治験に参加
されたことを報告

・ICに同席
・医師からの説明がどの程度理
解できているか被験者・家族
の反応を観察する
・医師に質問できやすい雰囲気
をつくる
・医師に被験者の気持ちを伝え
る
・CRCが治験を支援すること
を伝える
・被験者との信頼関係構築

内服開始
まで

・やっと内服でき
るという安心感

・治験薬が効いて
ほしいという期
待

・適応基準を満たしているか，
除外基準に抵触していないか
確認

・採取した組織の適否確認
・併用薬のチェック
・内服開始日の確認
・治験薬処方確認

臨床検査部門との連携
・治験セット項目の設定
病棟看護師との連携
・病棟受け持ち看護師に内服開始を
知らせる
・看護日誌の表紙に治験患者である
ことを明記
・看護日誌に本日より内服開始，副
作用，内服方法を説明をしたこと
を記載する

・服薬指導
・副作用を説明し，症状出現時
は医師，看護師に報告
・内服方法について説明
・カレンダーを渡し内服時間を
記載してもらい飲み忘れのな
いよう支援する

表２ 被験者への支援内容と患者心理の分析（治療開始後）

各 期 患者心理
C R C

医師との連携 他部署との連携 被験者へのサポート

４週後～
４週間毎
PDに な
るまで

効果判定（NC・
PR・CR）の場合
・このまま効果が
続いてほしいと
いう希望

・いつ悪化するの
ではという不安

効果判定（PD）
の場合
・だめだったかと
いう落胆

・次の治療に対す
る不安

・対症療法しかな
いという悲嘆

・観察，検査スケジュ－ル管理
（日程，観察事項，検査項目，
方法等）

・検査データー管理
・効果判定の確認
・治験続行の有無を確認
・治験続行の場合は治験薬処方
の確認

・８週後からは入院→外来へ変
更のため外来担当医師の確認

・外来受診日の予約確認
・診察前に被験者の状態観察
・外来分担医師に被験者の情報
提供

・全ての検査が終われば被験者
の診察介助（可能なら順番を
早くしてもらう）

・本日撮影の CT，XPのフィ
ルムを取ってきておく

・他科受診時，入院になった時
の手続き補助

・重篤な有害事象発生時，治験
依頼者へ報告，提出書類等の
連絡，調整

治験中止の場合
・これからの治療方針の確認
・他の治療への ICの同席
必要なことを説明

外来看護師，クラークとの連携
・外来カルテの表紙に治験名，責任
医師，担当 CRC名を明記し，治
験シールも貼付する
・患者予約欄に CRCを呼んでくだ
さいとコメントを入れる
・クラークは料金表をグリーンのク
リアケースに変えてくれる
・CRCはコンピューターで被験者
の来院を確認，もしくは外来ク
ラークの連絡で診察室に行く
薬剤部との連携
治験薬続行の場合
・院外処方になった場合も TELで
院内へ変更可
・院内薬局に処方箋を出すとき治験
患者と記載されたグリーンの紙を
提示すると優先して調剤される
放射線部との連携
・当日の CTフィルムの貸し出し
・緊急 CT撮影の依頼
事務との連携
・入院から外来への変更用紙を
FAXで送る

・外来会計⑧番に料金表を提出する
と会計が早くなる
・有害事象で他科紹介時，他科の医
師に情報提供
治験薬中止の場合
・治験薬中止報告書を治験薬管理者
へ提出
・中止報告書を医事係へ FAX

・被験者の状態観察，情報収集
（診察室とは別の部屋で）
・歩行困難時移動介助
・有害事象の有無の確認

・生活指導
・スケジュール管理
・連絡
・診察時同席
・医師へ代弁
・患者家族の反応観察
・必要時補足説明
・情報提供
治験薬中止の場合
・傾聴／見守り
・これからの治療方針の理解度
の確認
・家族への支援

CRC業務における看護師の専門性の意義に関する検討 ２３



他部署との連携，被験者へのサポートの３つのカテゴ

リーに分類された．医師との連携では，２２の行為が抽出

され（表１，２），それを集約すると１１項目となった（表

３）．打ち合わせ，「治験に関する文書による説明と同意

の取得」同席／説明補助，確認，スケジュール管理，検

査データー管理，観察／計測，情報提供，診察前検査資

料の準備，診察介助，紹介／入院手続きの補助，治験依

頼者との連絡／対応である．他部署との連携では，１９の

行為が抽出され，他部門・他部署との連携，報告書の提

出，説明会開催の３項目に集約された．被験者へのサポー

トは，２０の行為を抽出，１１の項目に集約された．IC同

席／説明補助，代弁，傾聴／見守り，教育，診察時同席，

移動介助，観察／計測，スケジュール管理，情報提供，

環境整備，家族への支援である（表３）．また，医師と

の連携と被験者へのサポートの両方に含まれていたもの

は，IC同席／補助説明，診察時同席／介助，観察／計

測，情報提供，スケジュール管理の５項目だった．この

ような状況のなか，上記の５項目を行うにあたり，特に

注意をはらったのは，�被験者に話しやすい環境を提供
すること．�CRCは被験者の側に立ち支援すること．
�誠実な態度で接すること．�被験者の理解度を的確に
判断し補足説明すること．�医師に質問しやすい雰囲気
を作ること．�医師，あるいは被験者に情報を正確に伝
えること．�診察時には被験者が質問できなかった事柄
等の援助を心がけた．

考 察

今回の検討では，IC同席／説明補助，診察時同席／

介助は，医師，被険者両者に関わる重要な項目であった．

信頼関係を築く最初の機会である治験の同意を得る IC

に同席することは，CRCにとって重要である．さらに，

IC後の被験者のやっぱり参加をやめたいというような

「ゆれ」の現象も見逃さないようにしなければならない．

水流６）は，看護に求められるインフォームドコンセント

の中で，患者は「ゆれ」に対する看護師の支援には，「あ

なたの言うこと，気持ちに耳を傾ける」「医師にあなた

の気持ちを伝える」等を希望していると述べている．治

験薬の効果，被験者の心理状態を把握するためにも，診

察時同席／介助は必要不可欠であり，IC同席／説明補

助で築きつつある信頼関係を，確かなものとする機会で

もあった．しかし，同意取得のみで脱落したものが５名

おり，同意取得のみで脱落した場合は，十分な信頼関係

を築く時間も多くはない．特に IC同席時に何を希望し

何を知りたいのかを察知し，適切な援助を行う事が重要

となってくる．脱落時のケアに活かすためにも，IC同

席／説明補助は CRCにとって重要な役割で，今まで患

者の最も身近なところにいた看護師だからできる役割で

もある．医療の進歩は最終的には臨床研究に依存せざる

を得ないという観点や，臨床試験の目的は患者へよりよ

い医療を届けるためであるという観点からは，臨床試験

の啓蒙が重要であり，同意だけで終わった被験者にも，

機会があればまた参加してみようと感じてもらえる援助

を心がけたい．

また，看護師ならではの役割が発揮されるのは，２つ

の被支援者に含まれていた項目の IC同席／説明補助，

診察時同席／介助，観察／計測，情報提供，の項目で，

被験者に接する場であると思われる．その行為を行う時

に，�情報を共有し治療方針を自己決定できるような支
援．�心のゆれ，体調の変化を感じ取る洞察力．�被験

表３ 表１，表２を集約したコーディネート別カテゴリー

医師との連携 他部署との連携 被験者へのサポート

打ち合わせ
IC同席／説明補助
確認
スケジュール管理
検査データー管理
観察／計測
情報提供
診察前検査資料の準備
診察介助
紹介・入院手続きの補助
治験依頼者との連絡／対応

他部門・他部署との連携
報告書の提出
説明会開催

IC同席／説明補助
代弁
傾聴／見守り
教育
診察時同席
移動介助
観察／計測
スケジュール管理
情報提供
環境整備
家族への支援
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者，関連他部門への気配り．�さまざまな情報を的確に
判断し，素早く行動に移す行動力．�データーから先読
みできる知識．�生死と向き合っている被験者から逃げ
ないで共に考える心．�効果があって欲しいと願い，温
かく見守る目が必要と考える．外来看護としては，感染

症外来等での報告７，８）と同様にこれらの事柄は，今まで

一番患者の身近な所にいた看護師だからこそできること

であり，そこに CRCが看護師である専門性の意義があ

るのではないだろうか．一般に肺癌患者におけるイン

フォームドコンセントに関しては看護師の役割が重要で

ある９）が，この治験では，被験者に接する最初の IC時

と，４週毎の効果判定時，中止時の心理的サポートが大

きな役割を占めていた．重篤な疾患の治験では通常行っ

ている CRCの業務のなかでも，特に，ターミナルケア

を視点に置いた，傾聴，見守り等のカウセリング技術を

用いた被験者へのケア１０）が頻繁になされてくる．

被験者に十分に納得される情報を提供し，疑問には即

座に対応できるようにして，治験への参加に関しては「安

心」「満足感」が得られるような支援が重要と考えられ，

そのためには CRCはコンサルタント的な役割を担う必

要があると考える．また，看護における倫理１１）を基盤と

し，他部門との連携，医師との協力関係がスムーズに行

なわれるようなコーディネート能力の習得が重要と考え

られる．

結 論

１ この治験で，看護師ならではの役割が発揮されたの

は，医師との連携，被験者へのサポートの両者でみら

れた項目の中の，IC同席／説明補助，診察時同席／

介助，観察／計測，情報提供で，被験者に接する場で

あった．

２ IC同席／説明補助は信頼関係を築く最初の機会で

あり，診察時同席／介助は信頼関係を確かなものとす

る機会で，重要な CRC業務であった．

３ 被験者の重い想いを推し量ったり，脱落時の心理的

ケアは，今まで身近にいた看護師だからできる役割で

もある．
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Analysis of nurse speciality in functions as clinical research coordinator for clinical trials

Mitsuko Imura, Hiroaki Yanagawa, Toshiko Miyamoto

Kayoko Inui, Rika Nakanishi, Masako Nishiya, and Minoru Irahara
Clinical Trial Center for Developmental Therapeutics, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan

Abstract The clinical research coordinator (CRC) coordinates close communication among participants,

sponsor and investigators, and plays a crucial role in the efficient progress of clinical trials. In Japan,

various occupations, such as nurses, pharmacists, are involved in CRC works in each institution.

Besides the common works as CRC, it could be a beneficial strategy to respect speciality of each

occupations for promotion of quality of clinical trials.

We analyzed nurse specialty in CRC works in a clinical trial for approval of a drug for lung cancer

at Tokushima University Hospital. In 28 patients who gave informed consent for the clinical trial, 5

patients did not fulfill the criteria, and 21 patients were withdrawn from the study, because of

adverse events or disease progression during the trial. We retrospectively analyzed and classified

functions of CRC into three categories, support for patients, support for investigators and support for

others, and found 20 roles, 22 roles and 19 roles in each category, respectively. Five roles, assistance

in informed consent, assistance in physical examinations, measurement of various markers, disclosure

of information and schedule management, were commonly included in support for patients and in

support for investigators.

Among various roles classified into three categories, the five roles commonly observed in two

categories seems to be important. Since care for the participants is essential in these roles,

promotion of quality in these roles in clinical trials though the nurse speciality can be considered as a

suitable strategy for the better implementation of clinical trials.

Key words : clinical research coordinator, nurse speciality, clinical trial
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はじめに

現在，東洋医学的治療は，西洋医学での補完的な領域

の治療法（補完・代替医療 Complimentary／Alternative

Medicine＝CAM）として注目されてきている．この東

洋医学的治療の１つである指圧は，大正時代に体系化さ

れ日本独自のものとして発達してきた１）．指圧は特別な

道具を用いることなく，手技を学ぶことで一般人におい

ても実施できる治療法の１つである．この身近で，手ご

ろに症状緩和できる指圧の効果についての実証的研究は

緒についたばかりである．しかし指圧を取り入れた看護

ケアを行うことは，様々な症状の改善を看護師が独自に

実施できる可能性が示唆される．

そこで，今回は過去に発表された論文から，看護ケア

に指圧を取り入れた論文を抽出し，内容を精読し，指圧

がどのような対象に対して，またどのように看護ケアに

取り入れられてきたかを明確にし，指圧を看護ケアに取

り入れるときの方法と効果，問題点を明らかにして，今

後の看護ケアの実践に役立てたいと考えた．

１．看護師が行う指圧についての法律上の解釈

現在，看護師が行う指圧については明確な法律上の記

載はない．指圧に関しては「あん摩・マッサージ指圧師，

はり師，きゅう師に関する法律」の第１条（免許）で「医

師以外の者で，あん摩，マッサージ若しくは指圧師，は

り又はきゅうを業としようとする者は，それぞれあん摩

マッサージ指圧師免許，はり師免許又はきゅう師免許を

受けなければならない．」と規定されている．一方「保

健師助産師看護師法（保助看法）」の第５条（看護師の

定義）には「看護師とは，厚生労働大臣の免許を受けて，

傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補

助を行うことを業とする者をいう．」とある．よって，

ここでは看護師が傷病者又は褥婦に対して療養上の世話

の範囲で看護ケアに指圧を取り入れて実施することはで

きると法律を解釈する．

２．用語の定義

１）指圧とは

指圧とは２）疾病の治療および予防を目的として，主に

指を用いて体表面の一点を垂直に圧することで，自然治

報 告

指圧を看護ケアに取り入れた事例の文献検討

南 川 貴 子，田 村 綾 子，市 原 多香子，
桑 村 由 美，森 本 忠 興

徳島大学医学部保健学科看護学専攻

要 旨 東洋医学の１つの手法である指圧を看護ケアに取り入れた論文の検討を行ない，その効果と問

題点を明らかにすることを目的に，『医学中央雑誌』（WEB版 ver．３）を使用して１９９３年から２００３年ま

で１０年間に，看護師による指圧の影響が明らかにできた論文を抽出した．その結果１０論文が得られた．１０

論文の内訳は排便障害（便秘）の軽減および排ガスの促進５件，癌化学療法実施時の副作用（嘔気・嘔

吐等）の軽減３件，癌性疼痛の軽減１件，リンパ節郭清後に発生した浮腫の軽減１件であった．それぞ

れの論文に共通して言えることは，患者が指圧について肯定的に捉える場合は，その効果が非常に大き

いことであった．さらに指圧の圧迫部位，圧迫の強さ，頻度など，まだ一定の手技と効果が得られてい

ないため，追試験を重ねる必要性が示唆された．

キーワード：指圧，東洋医学，看護ケア
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癒力の働きを促進させる手技療法である．

２）看護ケア

看護師が患者に対し，何らかの症状緩和を目的に指圧

を取り入れた看護ケアを実施することを看護ケアとする．

目 的

過去１０年間に発表された論文から，持続的に症状を持

つ患者を対象に，看護ケアに指圧を取り入れた論文を抽

出し，論文の内容を分析した．その結果から，どのよう

な対象に，またどのような方法で指圧が看護ケアに取り

入れられてきたのかを明確にし，指圧を看護ケアに取り

入れる方法と効果，問題点を明らかにして，今後の看護

の実践に活用する．

方 法

１．指圧に関する論文の収集並びに分析方法

２００３年９月に医学中央雑誌刊行会発信の『医学中央雑

誌』（WEB版 ver．３ http : //www. jamas.gr.jp）を使用

し，国内で１９９３年１月から２００３年９月までに発表された，

「指圧」と「看護」のキーワードを含んだ論文を抽出し

た．この中から啓蒙的論文，指圧の方法のみを述べた論

文は除外し，入院及び外来患者を対象に看護ケアに指圧

を取り入れて，出現している持続的な症状の緩和を行っ

た論文のみを抽出した．さらに対象や方法が不明確な論

文，圧迫部位（ツボ）や指圧部位，指圧方法についての

明示がない論文は除外した．

次に抽出した論文を対象とした疾患，症状，年齢・性

別，実施方法とその効果について以下の１２項目に分類し

た．１２項目は①指圧を取り入れた看護ケアによる影響，

②西洋医学的診断名・症状，③実施人数・年齢・性別，

④看護ケアを行う期間，⑤倫理的配慮，⑥看護ケア実施

者及び指圧手技の習得方法，⑦使用した圧迫部位（ツ

ボ）・部位，⑧実施時の体位⑨併用した看護ケア及び処

方，⑩実施方法，⑪評価方法，⑫効果である．

結 果

『医学中央雑誌』（WEB版 ver．３）で検索した結果，１０

論文が抽出でき，１２項目毎に分類し表に示した（表１）．１０

論文の内訳は排便障害（便秘）５件，癌化学療法の副作

用（嘔気・嘔吐等）の軽減が３件，癌性疼痛１件，リン

パ節郭清後発生した浮腫の軽減が１件であった．

１．排便障害（便秘）の軽減および排ガスの促進について

論文１から論文５３～７）までは排便障害の改善であって，

すべて指圧を行うことで，効果を認めた内容であった．

対象とした者は妊婦，精神疾患患者，喘息等の呼吸器

疾患患者，癌で麻薬を用いた鎮痛の必要な患者で２４歳～

８７歳までの年齢の幅であった．実施方法は指圧のみを

行った研究もあったが，論文１，２，４，５では温罨法，

腰・腹部へのマッサージ，下剤との併用が見られた．便

秘の評価に関しては，論文２，４，５では CAS（日本

語版便秘評価尺度 Japanese Version of Constipation As-

sessment Scale）を用いていた．いずれの論文でも指圧

を取り入れた看護ケアで，実施後排便を認めたり，排ガ

スが促進したなどの効果が報告されていた．

排便困難に使用された圧迫部位（ツボ）は，腹部にあ

る天枢，大巨，背部にある大腸愈，便秘点，中�，通便，
三焦愈，小腸愈，手首にある神門，陽谷，腕骨，�兌，
足部にある足三里，関元，解谿，復瑠，商陽，魚際，肓

愈など多岐にわたっていた．

論文１の坂野ら３）は，切迫早産で安静療法，薬物療法

（塩酸リドトイン）を受けている便秘傾向の人を対象に

実施し，助産師が手足の圧迫部位に対して指圧を行っ

た．９名中５名（５５．６％）が１回の排便量が増え，９名

中３名（３３．３％）の緩下剤の減少がみられた．便秘の改

善とともに，「体が暖まる感じ」，「気持よい感じ」，「胎

動が著明」などの自覚的な効果があった．

論文２の加藤ら４）は精神分裂病の患者で便秘のある患

者４名に対して腰部と腹部の圧迫部位に実施した．圧迫

部位指圧実施の前後で CASと患者の言動で評価し，４

名中３名は便秘の改善の効果を認めた．

論文３の田中香苗ら５）は麻薬を使用している癌患者を

対象に手と足の圧迫部位を使い，指圧前１週間と指圧後

１週間の排便の有無と腹部蠕動音の比較を行った．排便

が得られた者は９名中７名（７７．７％）で，排便はなかっ

たものの２名は排ガスの回数と腸蠕動音の亢進の変化が

みられた．

論文４の田中直美ら６）が和漢診療部の入院患者で便秘

を自覚し，指圧を希望する患者１２名に患者が圧迫部位（ツ

ボ）を認識できるまで看護師が付き添い，患者自身が実

施した．実施後２週間で CASの平均得点は６点から３

点に低下することができた．

南 川 貴 子 他２８
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に
３
秒
間
３
回

「
少
し
痛
い
」「
心
地

よ
い
」
強
さ
で
指
か
指

圧
棒
を
用
い
た

�
）
腹
部
蠕
動
音

�
）
排
ガ
ス
の
有
無

に
つ
い
て
２
回
／
日

１４
時
と
１９
時
に
判
定

指
圧
開
始
前
後
１
週

間
の
比
較

�
）
腸
蠕
動
音
が
聴

取
で
き
，
排
便
・
排

ガ
ス
が
み
ら
れ
る
こ

と
で
指
圧
が
有
効
と

し
た

排
便
回
数
は
９
名
中
７
名
（
７７
．７
％
）

に
効
果
あ
り
．
排
便
の
増
加
の
な
か
っ

た
２
名
も
排
ガ
ス
回
数
に
増
加
が
み
ら

れ
た

指圧を看護ケアに取り入れた事例の文献検討 ２９



論
文
４

田
中
直
美

他
６
）

（
１９
９９
）

排
便
障
害

（
便
秘
）

の
軽
減
お

よ
び
排
ガ

ス
の
促
進

診
断
名
は
不
明

便
秘
を
自
覚
し

指
圧
を
希
望
し

た
も
の
（
便
秘

を
き
た
す
器
質

的
疾
患
の
あ
る

者
，
指
圧
が
で

き
な
い
も
の
は

除
外
）

１２
名

２７
～
７７
歳

（
平
均
年
齢

６０
．４
歳
）

男
性
２
名
，

女
性
１０
名

２
週
間

記
載
あ
り

患
者
自
身

（
ツ
ボ
を
認
識

で
き
る
ま
で
看

護
師
が
付
き
添

い
指
導
）

指
圧
の
習
得
方

法
は
記
載
な
し

便
秘
点
・
腹
部

足
三
里
・
足
部

記
載
な
し

・
腹
部
・
腰
部

の
マ
ッ
サ
ー
ジ

・
緩
下
剤
（
プ

ル
セ
ニ
ド
，
ラ

キ
ソ
ベ
ロ
ン
，

ア
ロ
ー
ゼ
ン
，

大
黄
，
大
甘
丸
，

セ
ン
ナ
を
９
名

が
使
用
）

患
者
用
に
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
用
い
て
便
秘
に
つ

い
て
生
活
指
導
後
，
起

床
時
と
睡
眠
前
に
腰
・

腹
部
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
と

も
に
患
者
自
身
行
う

�
）
入
院
１
週
間
後

と
，
実
施
後
２
週
間

後
に
CA
S（
M
T
版
）

に
記
入
し
て
も
ら
う

（
結
果
を
St
at
V
ie
w
.

V
er
．４
．５
を
用
い
て

分
散
分
析
し
た
）

�
）
患
者
の
反
応

１２
名
全
員
に
CA
S
の
低
下
が
見
ら
れ
，

指
圧
指
導
前
６
．２
９
±
２
．４
２
（
平
均
±
標

準
偏
差
）
で
指
導
後
３
．４
７
±
２
．７
８
と
効

果
が
あ
っ
た

指
圧
に
よ
り
緩
下
剤
内
服
量
が
減
少
し

た
．
２
週
間
全
員
が
継
続
し
て
指
圧
を

実
施
で
き
た

論
文
５

赤
田
文
代

他
７
）

（
２０
０１
）

排
便
障
害

（
便
秘
）

の
軽
減
お

よ
び
排
ガ

ス
の
促
進

気
管
支
喘
息
，

気
管
支
拡
張
症
，

塵
肺

１
名

８４
歳
男
性

３
週
間
毎

日
施
行

１
期
８
日

間 ２
期
４
日

間 ３
期
８
日

間

記
載
な
し

１
期
看
護
師

２
期
，
３
期
看

護
師
お
よ
び
患

者 指
圧
の
習
得
方

法
は
記
載
な
し

便
秘
点
・
腹
部

記
載
な
し

腹
部
マ
ッ
サ
ー

ジ
，
タ
ッ
チ
ン

グ （
苦
痛
時
）

午
前
中
に
１
回
に
腹
部

マ
ッ
サ
ー
ジ
（
１
周
５

秒
前
後
で
５
回
）
と
指

圧
（
呼
気
時
に
５
秒
押

し
吸
気
時
に
ゆ
る
め
る

動
作
を
５
回
）

�
）
翌
朝
に
排
便
の

有
無
，
下
剤
服
用
を

確
認
，

�
）
日
本
語
版
便
秘

尺
度
（
CA
S）
を
用

い
た

・
毎
日
排
便
が
見
ら
れ
た

・
CA
S
で
１
期
９
点
（
便
秘
傾
向
強
）

２
～
３
期
０
点
で
改
善
あ
り

指
圧
・
腹
部
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
前
か

ら
患
者
の
苦
痛
の
た
び
に
タ
ッ
チ
ン
グ

を
行
っ
て
お
り
，
患
者
に
触
れ
ら
れ
る

こ
と
へ
の
抵
抗
な
く
導
入
を
容
易
に
し

た
．

論
文
６

竹
ヶ
原

央
子
他

８
）

（
２０
０２
）

癌
化
学
療

法
に
よ
る

副
作
用

（
嘔
気
・

嘔
吐
等
）

の
軽
減

診
断
名

記
載
な
し

化
学
療
法
（
ラ

ン
ダ
，５
FU
，タ

キ
ソ
テ
ー
ル
，

ア
イ
ソ
ボ
ン
）

を
受
け
る
患
者

１５
名

３７
歳
～
７８
歳

男
性
３
名

女
性
１２
名

化
学
療
法

開
始
日
か

ら
終
了
日

（
１
日
～

２７
日
）

記
載
な
し

看
護
師

研
究
期
間
開
始

前
に
看
護
師
用

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
指
圧
方
法
を

確
認

�
会
・
頭

記
載
な
し

記
載
な
し

・
毎
日
６
回
ず
つ
実
施
．

・
夜
間
は
嘔
気
・
嘔
吐

時
の
み

・
ツ
ボ
に
中
指
を
当
て

て
垂
直
に
押
す

・
強
く
ゆ
っ
く
り
圧
を

加
え
５
秒
押
し
，
５
秒

休
み
１
分
間
行
う

・
強
さ
は
３
～
５
㎏
で

爪
の
色
が
２
色
に
変
わ

る
く
ら
い
で
実
施

嘔
気
・
嘔
吐
の
評
価

�
）
嘔
気
・
嘔
吐
ス

ケ
ー
ル
（
消
化
器
症

状
の
G
ra
de
分
類
基

準
）
で
０
～
４
で
評

価

嘔
気
の
認
め
た
患
者
１３
名
中
７
名
は
軽

減
し
た
．（
５４
％
）

指
圧
に
肯
定
的
な
受
け
止
め
方
を
す
る

患
者
か
ら
は
嘔
気
・
嘔
吐
の
軽
減
に
有

効
と
思
わ
れ
る
声
あ
り
．

患
者
の
精
神
的
な
安
定
に
つ
な
が
る
手

助
け
に
な
っ
た

論
文
７

内
藤
香
利

他
９
）

（
２０
０１
）

癌
化
学
療

法
に
よ
る

副
作
用

（
嘔
気
・

嘔
吐
等
）

の
軽
減

化
学
療
法
（
シ

ス
プ
ラ
ン
チ
ン
，

パ
ラ
プ
ラ
チ
ン

他
投
与
）
を
受

け
る
患
者

６
名

２０
歳
～
７６
歳

男
性
４
名
，

女
性
２
名

化
学
療
法

当
日
～
症

状
が
消
失

し
た
ら
患

者
と
相
談

の
う
え
終

了

記
載
あ
り

実
施
者
の
記
載

な
し

指
圧
の
習
得
方

法
は
記
載
な
し

内
関
・
手

記
載
な
し

記
載
な
し

左
右
ど
ち
ら
か
の
ツ
ボ

に
マ
ー
キ
ン
グ

・
１０
時
と
１７
時
に
１
回

５
分
間
の
指
圧
を
実
施
．

・
母
指
で
序
々
に
加
圧

し
３
～
７
秒
間
同
じ
圧

で
持
続
的
に
気
持
ち
い

い
と
い
う
程
度
圧
迫
．

�
）
独
自
の
嘔
吐
ス

ケ
ー
ル
を
作
成
し
嘔

気
の
程
度
を
判
断
．

（
病
院
で
独
自
に
開

発
し
た
疼
痛
ス
ケ
ー

ル
を
用
い
０
～
４
の

５
段
階
評
価
）

６
名
中
３
名
（
５０
％
）
に
効
果
あ
り
．

化
学
療
法
１
日
目
よ
り
指
圧
を
行
う
こ

と
で
早
期
に
嘔
気
症
状
が
軽
減
で
き
た
．

南 川 貴 子 他３０



論
文
８

M
ite
Iid
a

et
.a
l１０
）

（
２０
００
）

癌
化
学
療

法
に
よ
る

副
作
用

（
嘔
気
・

嘔
吐
等
）

の
軽
減

化
学
療
法
を
受

け
る
予
定
の
患

者
（
白
血
病
，

リ
ン
パ
腫
，
肺

癌
，
メ
ラ
ノ
ー

マ
）

９
名

平
均
年
齢５
５．
９

歳
±１
６．
６歳

男
性
８
名

女
性
１
名

強
い
不
安
４
名

弱
い
不
安
５
名

４
日
間
指

圧
マ
ッ

サ
ー
ジ
を

行
い
，
２

日
後
に
症

状
の
軽
減

に
つ
い
て

評
価

明
確
な
記
載
な
し

実
施
者
の
記
載

は
不
明

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
か
ら
技
術
を

学
び
練
習
に
は

ビ
デ
オ
を
使
用

指
圧
マ
ッ
サ
ー

ジ
で
手
と
指
を

使
っ
て
な
で
た

り
押
し
た
り
し

て
体
の
状
態
を

整
え
る

記
載
な
し

記
載
な
し

・
ST
A
I不
安
ス
ケ
ー

ル
を
化
学
療
法
の
２
～

３
日
前
に
実
施

・
手
と
足
に
３０
分
間
，

午
前
と
午
後
４
日
間
指

圧
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
実
施

・
皮
膚
温
は
指
の
回
り

を
指
圧
前
後
の
１５
分
測

定
．

�
）
ST
A
I不
安
ス

ケ
ー
ル

�
）
皮
膚
温

�
）
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
ス
ケ
ー
ル

（
RE
ス
コ
ア
）

�
）
副
作
用
症
状
軽

減
判
定
（
研
究
者
が

身
体
的
な
症
状
２５
と

精
神
的
な
症
状
１０
に

つ
い
て
５
段
階
の
リ

カ
ー
ド
尺
度
を
作

成
）

・
強
い
不
安
の
群
は
不
安
が
軽
減
し
軽

度
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効
果
が
あ
っ

た
が
，
身
体
的
な
症
状
は
緩
和
し
な

か
っ
た

・
弱
い
不
安
群
の
不
安
は
少
し
軽
減
し
，

RE
ス
コ
ア
が
顕
著
に
増
加
し
，
緩
和

の
効
果
を
し
め
し
て
い
る

・
皮
膚
温
は
少
し
し
か
変
化
が
な
か
っ

た ・
指
圧
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
不
安
の
軽
減
に

効
果
が
あ
っ
た
．

論
文
９

東
り
え

他
１１
）

（
２０
０２
）

癌
性
疼
痛

の
軽
減

癌
患
者
３
事
例

の
検
討

事
例
①
乳
癌
術

後
骨
転
移
，
肝

臓
転
移

事
例
②
悪
性
リ

ン
パ
腫
，
骨
転

移
あ
り

事
例
③
膵
臓
隣

接
部
に
原
発
巣

不
明
の
転
移
性

リ
ン
パ
腫
瘍

３
名

①
６３
歳（
女
）

②
６３
歳（
女
）

③
６１
歳（
男
）

男
性
１
名
・

女
性
２
名

約
２
カ
月

間
明
確
な
記
載
な
し

看
護
師

指
圧
の
習
得
方

法
は
記
載
な
し

患
部
全
体
５
本

の
指
先
か
ら
均

等
に
力
を
か
け

る
指
圧
（
圧
迫

部
位
は
患
者
が

痛
み
を
訴
え
る

部
位
）

記
載
な
し

・
マ
ッ
サ
ー
ジ

・
温
罨
法
（
簡

易
式
入
浴
看
護

用
品
使
用
）

①
A
D
L
の
全

面
介
助

痛
み
を
強
く
訴
え
て
い

る
部
分
に
順
に
実
施

（
疼
痛
ケ
ア
）

１
）
平
手
マ
ッ
サ
ー
ジ

（
片
手
で
ゆ
っ
く
り
１０

分
）
２
）
指
圧
（
看
護
師
の

５
本
指
先
で
約
４
㎏
の

圧
で
，
１
分
間
３０
～
４０

回
で
約
１０
分
間
指
圧

３
）
温
罨
法
－
簡
易
式

床
上
入
浴
看
護
用
品
で

の
入
浴
か
簡
易
式
カ
イ

ロ
の
使
用
後
平
手
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
行
っ
た

４
）
３
）
の
温
罨
法
後

に
２
）
の
指
圧
５１
０
分

間
実
施

痛
み
に
つ
い
て
の
評

価
と
鎮
痛
ケ
ア
に
つ

い
て
の
評
価
を
行
う

�
）
Jo
hn
sH
op
ki
ns

Pa
in
-R
at
in
g

In
str
um
en
t（
H
PR
I）

�
）
フ
ェ
イ
ス
・
ペ

イ
ン
・
ス
ケ
ー
ル
表

�
）
７
角
形
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル

�
）
M
cG
ill

Pa
in

Q
ue
sti
on
na
ire

（
M
PQ
）を
用
い
て

行
う

�
）
患
者
の
感
想
を

聞
く

・
平
手
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
単
独
）
は
H
PR
I

評
価
で
も
フ
ェ
イ
ス
・
ペ
イ
ン
・
ス

ケ
ー
ル
評
価
で
も
疼
痛
評
価
が
減
少

・
指
圧
（
単
独
）
は
１
名
拒
否
（
事
例

⑧
）
１
名
疼
痛
評
価
に
変
化
な
く
，
１

名
は
未
実
施

・
温
罨
法
後
の
平
手
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
３

名
と
も
効
果
あ
り
H
PR
Iが
低
下

・
温
罨
法
後
の
指
圧
は
H
PR
Iが
温
罨

法
後
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
っ
た
評
価
か

ら
さ
ら
に
低
下
（
効
果
あ
り
）

①
②
温
罨
法
と
マ
ッ
サ
ー
ジ
，
指
圧
の

併
用
で
ケ
ア
を
単
独
で
行
う
よ
り
効
果

が
あ
っ
た
．
特
に
事
例
⑪
は
ケ
ア
に
よ

り
痛
み
が
消
失
し
た
．

③
「
患
部
を
押
さ
え
ら
れ
た
ら
２
年
前

に
経
験
し
た
激
痛
が
再
来
す
る
よ
う
に

思
う
」
と
指
圧
を
拒
否
．
過
去
の
体
験
，

心
理
状
態
が
作
用
．
ま
た
，
温
罨
法
の

併
用
に
よ
り
効
果
が
増
大
す
る
．

指圧を看護ケアに取り入れた事例の文献検討 ３１



論
文
１０

鈴
木
明
美

他
１２
）

（
２０
０１
）

リ
ン
パ
節

郭
清
後
発

生
し
た
浮

腫
の
軽
減

卵
巣
腫
瘍
・
子

宮
頸
癌
郭
清
術

お
よ
び
リ
ン
パ

郭
清
術
と
放
射

線
療
法
を
受
け

下
肢
浮
腫
が
出

現
し
，
退
院
し

た
婦
人
科
外
来

通
院
中
の
患
者

８
名
（
両
側

性
浮
腫
５
名
，

右
下
肢
浮
腫

１
名
，
左
下

肢
浮
腫
２

名
）

４０
～
６０
歳

（
平
均
５８
．１

歳
）

女
性

１
カ
月
間

記
載
あ
り

患
者
自
身

研
究
担
当
の
看

護
師
（
人
数
の

記
載
は
な
し
）

が
患
者
に
指
導

し
た

指
圧
の
習
得
方

法
の
記
載
は
な

し

三
陰
交
・
足
部

太
谿
・
足
部

記
載
な
し

・
弾
性
ス
ト
ッ

キ
ン
グ
の
着
用

（
２
名
）

・
マ
ッ
サ
－
ジ

機
器
の
使
用

（
３
名
）

・
利
尿
剤
お
よ

び
漢
方
薬
（
６

名
）

朝
夕
２
回
３
分
ず
つ
実

施
．
・
ツ
ボ
を
押
す
時
は

ゆ
っ
く
り
と
息
を
吸
う

・
ゆ
っ
く
り
吐
く

・
１
押
し
３
秒
１
・
２

・
３
と
押
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論文５の赤田ら７）は気管支喘息，気管支拡張症，塵肺

を持つ１名の患者に腹部の圧迫部位（ツボ）を用いて腹

部マッサージを併用して，排便を得るという効果がみら

れた．

２．癌化学療法の副作用（嘔気・嘔吐等）の軽減について

論文６から８８～１０）は癌患者の化学療法実施時の嘔気・

嘔吐出現に伴う看護ケアについての報告である．いずれ

の論文も嘔気・嘔吐に関して，指圧を取り入れた看護ケ

アを行った場合，指圧導入前と比べ症状の軽減がみられ

た．使用していた圧迫部位（ツボ）は手にある内関と頭

にある�会の２カ所であった．
論文６の竹ヶ原ら８）は化学療法を受ける癌患者１５名に

化学療法開始日から頭にある圧迫部位（ツボ）に指圧を

行った．指圧を肯定的に受けとめる患者は嘔気・嘔吐の

軽減に有効と感じていたが，指圧が有効であると判断で

きず，患者の精神的な安定に効果があると結論づけてい

る．

論文７の内藤ら９）は化学療法を受ける癌患者６名に対

して手の圧迫部位（ツボ）に実施し，独自の嘔吐スケー

ルを用いて評価した．３名（５０％）に効果があって，１

名は嘔吐が消失し，精神的に安定し，１名は食欲が増し

たという効果を得ている．

論文８の Iidaら１０）は化学療法を受ける患者の副作用と

不安の変化についての報告があった．評価は STAI（状

態不安）尺度を用い，リラクゼーションについてはリラ

クゼーションスケールを用い，副作用に判定は研究者が

作成した副作用症状の判定スケール及び皮膚温にて判定

している．指圧マッサ－ジで強い不安のある患者につい

ての不安は軽度緩和でき，弱い不安のある患者は，強い

不安がある患者より不安を緩和でき，副作用の身体症状

については取り除く効果は得られず．皮膚温の変動につ

いては少しであった．

３．癌性疼痛の軽減について

論文９の東ら１１）は癌の痛みに対し実施し，指圧のみの

実施では効果がないため，平手マッサージ，指圧，温罨

法の併用を用い，癌性疼痛に効果があった．圧迫は患部

全体を５本の指先から手のひらで均等に力をかけて疼痛

部の圧迫を行っている．圧迫部位の記載はなかった．

４．リンパ節郭清後発生した浮腫の軽減について

浮腫の軽減については１つの論文があった．

論文１０の鈴木ら１２）は骨盤内リンパ郭清術を受けた婦人

科がん患者８名の浮腫が軽減した報告である．２名が弾

性ストッキングを着用し，３名がマッサージ機器を使用

し，利尿剤及び漢方薬を６名が併用していた．患者への

指圧は足部にある三陰交，太谿の圧迫部位（ツボ）の指

圧を実施した．１ヶ月間の指圧を行うことで５０％の患者

に浮腫軽減の効果がみられた．

考 察

今回は論文から得られた，指圧を看護ケアに取り入れ

た場合の効果と，今後実施してゆく場合の課題について

述べる．

１．排便障害（便秘）の軽減および排ガスの促進について

日本で過去１０年間に発表され，症状緩和を目的に看護

ケアに指圧を取り入れた論文について医学中央雑誌を用

いて調査したところ，「排便障害（便秘）の改善」に関

する論文が一番多かった．これは便の回数や自覚症状に

よる評価が得やすいこと，研究として看護ケアを対象者

に実施しやすいことの２点のためではないかと思われる．

便秘については，下腹部の「の」の字のマッサージ，温

罨法など，従来から行われてきた看護ケアに加えて便秘

の圧迫部位（ツボ）への指圧を行うことで，患者の苦痛

の緩和を早期に改善することが可能であった．

次に指圧の圧迫部位（ツボ）は論文１や論文３でみら

れるように，腹部や背部以外の手足を選択されていた．

妊婦など腹部を押すことができない対象の場合や，患者

自身が指圧する場合，指圧しやすい部位である手足を圧

迫部位（ツボ）として選択し，効果を認めていた．これ

は東洋医学の特徴である「気」「血」の流れである経絡

を用いた方法であり，遠心部位を刺激しその効果を得る

ことである．しかし同一の疾患を対象とした追試が今の

ところは行なわれておらず，この点の追試作業の必要性

が示唆された．

２．癌化学療法の副作用（嘔気・嘔吐等）の軽減について

論文６から８の３つの論文では化学療法による嘔気・

嘔吐のある患者を対象とし，指圧を取り入れた看護ケア

は５０％～５４％の効果があることがわかった．しかし，そ

の効果は患者の指圧を肯定的に捉える患者への看護ケア

実施者のみに有効であった．つまり現在のところは指圧

は精神的安寧をもたらすケアと考えられた．

指圧を看護ケアに取り入れた事例の文献検討 ３３



論文６でみられるように，今までに指圧について肯定

的な考えを持っている人や指圧での症状改善の期待が高

い人は，指圧を取り入れた看護ケアで痛みや不安につい

ての改善効果が高い．指圧の併用の有無を患者に尋ね，

肯定的回答を持つ者に対しては積極的に取り入れる必要

性があると考える．

３．癌性疼痛の軽減について

論文９により痛みに対しては指圧単独で実施した事例

では疼痛評価に変化なく，平手マッサージ，温罨法を併

用した場合に効果が認められていた．

ターミナル期の癌性疼痛に対する痛みの軽減を目的と

した看護ケアについては論文９のように実施し，痛みの

緩和に効果を認めた．癌の患者に対しては指圧による転

移の恐れや，癌の骨転移による骨折の恐れなどのリスク

もあるが，癌のターミナル期の患者および患者家族の

QOLを考慮すると，「指圧は禁忌」といわれている様な

場合においても，看護ケアの中で慎重にごくゆるい指圧

を行ったり，指圧の部位を工夫することなどで患者に負

担を与えることなく，患者が希望するケアを実施できる

と考える．この場合のゆるい指圧という意味は，手のひ

ら全体を用い疼痛部位を圧迫する方法といえる．本来の

指圧の方法とは異なるが，患者の症状改善としては非常

によい結果を得ていた．このような方法を科学的に実証

することで，看護ケアとして援用できると考える．

４．リンパ節郭清後発生した浮腫の軽減について

浮腫については論文１０で，弾性ストッキング，マッサー

ジ機器の使用，利尿剤及び漢方薬の併用を行うことで，

改善したと言える．

論文１０では，下肢の浮腫をとりたいという願望が強く，

圧迫部位（ツボ）の指圧にも興味を持っていた患者は浮

腫が改善・やや改善していることから，積極的に指圧を

取り入れたケアを行うと浮腫に対する効果はあると言え

る．

今回のケースでは実施者が患者自身であるため，患者

の負担感はまぬがれない．患者が継続して実施できる手

技の開発や，精神的な支援が重要である．

５．その他

今後，指圧に看護ケアを導入していくにあたり，数点

の問題点が残されていると感じた．

１）倫理的配慮について

今回とりあげた論文のうち，倫理的配慮について論文

中に記述のあった論文は１０論文中４論文であった．研究

を行うにあたり，倫理面への配慮は必須であり，今後の

研究ではかならず患者へ研究の主旨について説明し同意

の上で発表する必要がある．今回選択した論文は１９９７年

以降の比較的新しく，倫理的配慮を看護界において叫ば

れている時代においても記載のないことは非常に残念で

ある．

２）指圧を実施する者の選択について

� 看護師の実施する指圧について

今回の論文の中には看護師が複数でケアを実施したと

思われる論文も多く，ケアを行う看護師により，手技に

違いが生じている可能性がある．小板橋の指摘１４）にもみ

られていたが，指圧を実施する看護師により結果に差が

生じていた．複数者の指圧実施に際してはケアを均一に

行うための訓練期間を設けることがその効果を正確に得

るために必要と考える．指圧方法は看護の領域において

は開発途上の手技のため，指圧の習得，均一に行うため

の方法を論文中に明記する必要があると考える．

� 実施時の患者の体位や姿勢について

今回検討した論文では，実施時の患者の体位や姿勢に

ついて記載された論文はなかったが，実施する体位や姿

勢により効果が違ってくると思われる．圧迫部位（ツボ）

の位置は体位や姿勢によってかなり変化するため，体位

は統一する必要がある．また立位時には血中カテコール

アミンが臥位時の２倍以上になるため交感神経の働きが

活発になり１５），痛みの軽減を目的に指圧を用いた看護ケ

アを行う時などは臥位で実施し，交感神経の鎮静を図る

とより効果があると思われる．実施時の体位や姿勢まで

細心の注意をはらった研究が肝要と考える．

ま と め

１．１９９３年から２００３年まで１０年間に，看護師による指圧

の影響が明らかにできた論文を抽出した．その結果１０

論文が得られた．

２．その内訳は便秘の症状に対する軽減および排ガスの

促進，癌化学療法の副作用（嘔気・嘔吐等）軽減，癌

性疼痛の軽減，リンパ郭清後発生した浮腫の軽減など

であった．
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３．患者が指圧について肯定的に捉える場合，その効果

が非常に大きかった．

４．指圧の圧迫部位，圧迫の強さ，頻度，実施時の体位・

姿勢などまだ一定の効果が得られていないため，追試

験を重ねる必要性が示唆された．
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Analysis of cases applying shiatsu massage for nursing care

Takako Minagawa, Ayako Tamura, Takako Ichihara

Yumi Kuwamura, and Tadaoki Morimoto
Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract Shiatsu massage is one of the common therapeutic methods in oriental medicine, and is

considered to be useful for supporting conventional medicine. However, there has been little

evidence for its effects. In this report, papers dealing with the application of shiatsu massage to

nursing care are extracted from literature, in order to clarify the effects and problems of this method

as a nursing care.

Papers containing studies of shiatsu massage by nurses as a nursing care were extracted from

literature by using the Japan Centra Revuo Medicina (WEB issue, version 3), and those published

during 10 years from 1993 to 2003 were analyzed. It was found that the relaxation effects by

shiatsu massage were reported for various symptoms. Among these, 10 papers were analyzed in

detail, which described the effects on relief of the following symptoms ; dysphasia (constipation) (5

papers), nausea and vomiting at cancer chemotherapy (3 papers), pain from cancer (1 paper), and

edema generated after lymphadenectomy (1 paper).

It was found from these papers that shiatsu massage is effective for patients who have positive

thinking to this therapy. On the other hand, the necessity of further experiments was indicated

because of the lack of common methods and effects in this therapy ; for example, position, force,

frequency, etc., should be optimized.

Key words : shiatsu massage, oriental medicine, nursing care
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はじめに

思春期の摂食障害は，食行動の異常で発症する．経過

中に，学業，友人関係，長期目標，職業選択，価値観，

集団への帰属などアイデンティティの確立に関連した葛

藤が生じ，これらは家族関係性の障害に起因しているこ

とが明らかにされている１）．すなわち，摂食障害は子ど

ものアイデンティティの確立，社会適応への準備のため

の，また家族関係を再構築するための病気ととらえるこ

とができる．従って，支援の目標は子どもの身体症状の

回復だけではなく，社会適応である．

今回，糖尿病を合併した神経性大食症の１７歳女子例で，

糖尿病に対するコンプライアンス不良例を経験した．家

族機能の不良に起因するアイデンティティ確立への葛藤

が，糖尿病治療のコンプライアンスにも影響したと考え

られる．日常診療において，コンプライアンスを左右す

る要因は，患児個人の問題だけではなく，家族機能も関

係していること２）を考える上で参考になると思われるの

で報告する．

症 例

症例：MK，１７歳，女子

診断：神経性大食症（bulimia nervosa, BN），インス

リン依存性糖尿病

家族歴・成育歴：両親，姉と患児，母方祖父母の６人

家族であった．両親は共働きで，患児が１５歳の時，離婚

した．離婚後は，母親が姉の，父親が患児の親権者になっ

た（図１参照）．

父親は婿養子，まじめな仕事人間であるが，母方祖父

母と折り合いが悪かった．患児が１２歳の時にインスリン

非依存性糖尿病を発症し，現在インスリンによる治療中

である．

母親は，父親と祖父母の間をとりもっていたが，夫婦

間でも意見の違いから言い争いが絶えなかった．

姉は，患児が１３歳の時に神経性無食欲症（anorexia

nervosa, AN）を発症した．母親は姉の看病でも心労を

費やした．現在も姉の再発を恐れている．患児は母親か

報 告

糖尿病治療にコンプライアンス不良を示す神経性大食症例
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を契機に過食・嘔吐が始まった．患児の親権者は父親であったが，父親との生活もストレスを感じた．

母親と生活をともにする日を作ったが，姉との関係も悪く満足できなかった．友人や部活動にも気を遣

う学校生活から不登校になり，将来への絶望感が高まった．

離婚１年後にインスリン依存性糖尿病を発症したが，コンプライアンスは不良であり，糖尿病は悪化

し白内障を合併した．家族関係障害に起因するアイデンティティ確立への葛藤や，母親をコントロール

しようとする気持ちが，糖尿病治療のコンプライアンスに影響していると考えられる．
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ら姉の病気を理解してほしいと言われた．食事時に姉に

ご飯を多く盛られたが，姉が治るためにはがまんし全部

食べた．そのため，少し肥満ぎみになった．

現病歴：平成 X年７月，母親から患児の過食・嘔吐

の相談をきっかけに心身症外来に受診することになった

（患児が最初に心身症外来を受診した年を X年とした）．

過食・嘔吐は両親の離婚頃（平成 X－２年１０月）から始

まっていた．受診数カ月前に父親がトイレの吐物の臭い

から患児の過食・嘔吐に気づき，父親から母親に相談さ

れ，以前に姉も ANのため心身症外来を受診していた

ことがきっかけで，同外来を訪れた．

過食・嘔吐はほとんど毎日であった．学校から帰宅後

自室にこもり，帰宅途中に買ったお菓子，パンや餅など

の食料をむちゃ喰いし，その後トイレで嘔吐していた．

食べている時は，途中でとめようとする気持ちは起きな

かったが，嘔吐の後は自責感に陥りやめなければと思っ

た．しかし，次の日も夜になると，むちゃ喰いしたい気

持ちにかられた．父親は勤務の都合で夜はいないことも

多く，そのため患児の過食・嘔吐に気づくのが遅かった．

DSM-IVの診断基準により神経性大食症（排出型）と診

断された．

なお，患児のインスリン依存性糖尿病は，離婚１年後

（平成 X－１年）の１６歳の時に発症し，糖尿病外来に紹

介された．以来，糖尿病外来と心身症外来のそれぞれの

専門医が連携し治療することになった．

姉の経過の概略：

中学３年の冬，やせたいために運動とダイエットを始

めた．この時，体重は６２㎏，身長は１５４㎝．高校１年の

夏休みに生理がなくなった．学業への意欲もなくなり，

カウンセリングの目的で高校２年の１０月に心身症外来を

受診した．このときの体重は３８㎏（肥満度は－２７％）．

「母親の食行動に対する過干渉，家族の視線やため息

から逃れたい．学業へ集中できない．自分を理解してく

れる親友がみつからない」などが話された．

反動性の過食期を経て，食行動は規則正しくなり，体

重も回復した．大学入試の成功をきっかけに情緒も安定

した．しかし，現在も食事内容には偏りがある．

治療経過

１）糖尿病の経過

平成 X－１年８月（１６歳４カ月），全身倦怠感，口渇，

体重減少があらわれ，近医にてインスリン依存性糖尿病

と診断された．血糖値は７２３㎎／dl，HbA１cは９．５％，体

重５７．６㎏，身長１５５㎝．他院に１カ月間の入院治療後，

当院小児科糖尿病外来を紹介された．

治療はインスリンの自己注射が行われた．高校の部活

動を優先させ，糖尿病外来への受診は不規則で，糖尿病

治療に対するコンプライアンスは不良であった．外来受

診時は，その日の検査値をもとに糖尿病の治療や合併症

についても繰り返し説明されたが効果はなかった．父親

年 月 患児年齢 患児の病状 家族の状況

平成Ｘ－５年
平成Ｘ－４年１０月
平成Ｘ－２年１０月
平成Ｘ－１年８月
平成Ｘ－１年１０月
平成Ｘ年＊７月
平成Ｘ年７月
（第１回目入院，１週間）
平成Ｘ＋１年１月
（第２回目入院，３週間）
平成Ｘ＋１年７月
（第３回目入院，２週間）
平成Ｘ＋１年１２月
（第４回目入院，１週間）
平成Ｘ＋２年７月

１２歳
１３歳
１５歳
１６歳
１６歳
１７歳

１８歳

１９歳

過食・嘔吐が始まる
糖尿病を発症，他院で約１カ月間入院治療
当院糖尿病外来に紹介
母親が心身症外来に患児の過食・嘔吐の相談のため受診

カウンセリング，糖尿病治療の目的で入院

糖尿病性ケトアシドーシス（入院中糖尿病治療の虚偽の申告あり）

糖尿病性ケトアシドーシス（家族から離れて一人になりたい希望もあり）

専門学校入学前，糖尿病治療の患児自身の希望入院
専門学校退学

父親：糖尿病を発症
姉 ：神経性無食欲症を発症
両親の離婚

（＊：患児が心身症専門医と最初に出会った年を平成Ｘ年とした．）

図１：症例と家族の経過
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が糖尿病であることから治療については十分理解してい

る様子であったし，父親からも毎日のようにインスリン

注射の確認をされていた．

本院への第１回目の入院は糖尿病発症約１年後であっ

たが，これは糖尿病コントロール不良の改善のためと，

心身症外来担当専門医の初対面も兼ねたカウンセリング

の目的であった．糖尿病治療教育が行われたが，その後

もケトアシドーシスなど糖尿病の悪化時，短期間の入院

を繰り返した．２回目の入院中，インスリン注射をせず

虚偽の報告が判明したときには，糖尿病について長時間

の再教育が行われた．また，人の目を盗んで外出し，食

料品を大量に買い，病院内のトイレで過食・嘔吐してい

た．

４回目の入院は，他県の専門学校に入学する前に糖尿

病を改善しておきたいという患児の希望であった．

発症から３年経過後（１９歳）の HbA１cは１５．０％，体

重は４６kg（肥満度は－６％）．眼科で白内障を指摘され

た．

心身症外来では，不十分な糖尿病治療の理由として，

「インスリン注射すると太る」，「糖尿病を治せば，母親

は私を心配しないかもしれないと思った」など，やせ願

望，あるいは姉に太らされたという思いに対する反発，

母親をコントロールしようとする胸の内を打ち明けた．

不登校になってからは，「学校に行きたくないのを糖尿

病のせいにしたがっている」と，自責感を強めた．

２）高校生活

高校生活では，「家族だけでなく友人や教師に気を遣

い，作り笑いしている．人のことばかり気にして，本当

の自分を出しておらず，学校にいる自分は自分ではない

みたいである」などと話した．

部活動は中学時代の外傷のため，選手たちをささえる

仕事を引き受けることになった．この仕事は，やりがい

があると友人には言っていたが，内心は選手として自分

の存在をアピールしたかった．病院受診によって部活動

を１日でも休めば友人から忘れられそうな不安を抱いて

いた．また，自分にまかされている仕事の理想を後輩に

押しつけているように感じ，後輩からは嫌われているの

ではないかと思った．周囲から自分の仕事を非難されな

いよう手抜かりがないか気を遣っていた．部活動が終了

した３年の２学期からは無気力になった．以後，勉強に

も集中力をなくし学校を休むようになった．このころ，

過食・嘔吐はひどくなっていた．久しぶりに登校したと

き，将来の進路の決まっている友人たちと自分を比較し

みじめになった．進学したい気持ちはあったが，将来何

をしたいと思っているのかわからなかった．冬休みに補

習や課題をこなすことで卒業することができた．

３）専門学校入学前後

３学期になって県外の専門学校への進学が決まったこ

と，車の免許を取得したこと，アルバイトを楽しんでい

ること，高校から進学のための奨学金交付の決定通知が

あったことを非常に喜んだ．

専門学校入学後はアパートに一人で住み自立できるこ

とをうれしく思った．しかし，新しい友人とうまくやっ

ていけるかどうか，過食・嘔吐もひどくなるのではない

かと，入学が近づくにつれて不安を膨らませた．

入学後，新しい環境での緊張や不安が強まり，過食・

嘔吐は続き，糖尿病は悪くなった．この地の糖尿病の主

治医には糖尿病のことだけでなく，将来への悩みなど聴

いてもらえると満足していた．毎日，母親から励ましの

電話はあったが，入学３カ月後に退学した．

その後は，アルバイトをしながら定職に就くための資

格試験の準備を始めた．糖尿病外来には母親とともに定

期的に受診するようになった．アルバイトを気に入り，

周囲の人たちも暖かいことから少し体調を整えなければ

と糖尿病治療に触れる発言が聴かれるようになった．

４）家族との関係の経過

心身症外来では，満足できなかった家庭環境や，学校

生活について繰り返し話された．離婚の際，本当は母親

のもとにいたかった．しかし，母親は姉のことを心配し

ていたので，母親にこれ以上子どものことで心配かけて

はならないと思ったし，母親と姉の密着状態を見るのは

堪えられなかった．父親がひとりで生活することが心配

だったなどの理由から父親との生活を選んだ．

父親への思いは，「父親はまじめな会社人間．仕事の

ストレスを私にぶつける．身体を心配してくれるが，さ

びしい気持ちをわかってくれない」と，打ち明けた．

母親と父親に同時に面接し，患児の母親のもとで過ご

したい気持ちを受け入れ，母親と生活を共にすることの

できる日が多くなるように家族が話し合うことを勧めた．

患児は，母親と過ごしている時は父親の愚痴を聞かなく

て済むが，父親は食事の準備などに困っていると思うと

母親との生活も落ち着かず，アンビバレントな気持ちに

揺らいでいた．姉は，患児は父親の籍に入ったのだから，

糖尿病を合併した神経性大食症例 ３９



帰ってくるのはおかしいと考え，暗に患児を責めた．折

に触れ，母親は姉を説得した．どちらで生活するかは，

その時の患児の気持ちで自由に選んでよいことにした．

母親には，心身症外来受診の同伴を依頼した．

専門学校を退学後は母親と過ごしていた．母親は，「糖

尿病のことが気になって，ついつい注射をしなさいと

言ってしまいます．患児はすぐにだまってしまい，何を

考えているのかわからない．わからないからうまく対応

できない」と，助言を求めた．母親は姉が ANになっ

たことを，子育ての失敗ととらえ自責感を高め，子ども

への対応に自信をなくしていた．患児の無理難題には毅

然とした態度で接しながら，母親との愛着関係を続ける

ことが大切であると伝えた．患児は，「母親との生活も

息がつまる時があり，時々父親のもとに行くとほっとす

る」と話した．姉が廊下をはさんで向かいの部屋で生活

していることも，患児が落ち着かない一因と思われた．

５）過食・嘔吐の経過

「家族との葛藤，学校での対人関係のストレス，将来

への不安感を，過食によって紛らしているように思う．

過食しているときは自分を忘れている．ストレスが貯ま

ると早く自室にこもり過食したいという気持ちにかられ

る」と話した．過食・嘔吐は，強迫的嗜癖行為として続

いていた．対人関係における認知の歪みを修正すること

によって，対人関係のストレスが軽減されれば過食・嘔

吐の改善につながると考え，認知行動療法を中心とした

心理療法を行った．また，卒業，アルバイト，車の免許，

専門学校への入学など，自己評価を高めるための支援を

行った．しかし，専門学校を退学後は再出発をはかるこ

とになったが，情緒は不安定で，過食・嘔吐も続いてい

る．

考 察

１）家庭環境について

摂食障害の家族システムの特徴は，絡み合った関係，

過保護，硬直性，葛藤解決能力の欠如があげられている３）．

また，父親の特徴は，社会的には仕事熱心で努力を惜し

まないが，男性的な力強さや自信に欠け，情緒面でも未

熟であるために，妻の依存対象にならない，表面的平和

状態を好み，家庭内の争いを避けようとするなどであ

る４）．

本症例では，父親と母方祖父母の関係，夫婦不和から

葛藤解決能力欠如の家族と考えられる．患児は，両親の

言い争いを聞き，幼少から親に気を遣いながら生活した．

また，姉によって母親を奪われた感情を抱いた．患児に

とっては安心した気持ちで過ごせず，自分の意思も抑え

なければならない家庭，すなわち家族と信頼関係が育ま

れない環境で育った．患児にとっては心理的な安心，安

定が得られず，信頼関係が結べない家庭環境であり，ま

さに虐待家庭と同じと思われる．患児の日常生活におけ

る心理社会的行動は，虐待と同様な心理社会的影響の結

果といえる．

２）心理社会性について

虐待の心理社会的影響は，外傷後ストレス障害（post-

traumatic stress disorder，PTSD），対人関係障害，人

格障害である５）．PTSDの要因になる外傷的な体験は，

死の危険にさらされるか，それに近い状況と定義されて

いる．しかし，通常考える以上に頻繁に起っていること

が指摘されている．直接自分にふりかかるものだけでな

く，目撃体験や，死の危険がなくても，子どもが主観的

に自己の安全が危険にさらされていると感じられれば，

外傷体験になる．具体的には，天災，戦争，事故，虐待，

DV（domestic violence，家庭内暴力），不適切な養育，

安全に守られているという感覚がない環境である．虐待

や DV家庭では，子どもにとって安心，安全，信頼感が

脅かされる状況が持続するので，PTSDをあらわすよう

になる６）．親の過干渉，過保護，放任，厳格などは，子

どもの意思が尊重されず，発達年齢に応じた心理的な理

解と対応を親から充分に与えられないために外傷体験に

なる．

被虐待児の思春期における具体的な臨床症状は，不安，

うつ状態，低い自己評価，無気力，将来への希望のなさ，

学業への意欲低下や不登校，自傷行為，自殺企図，人間

不信，過食・嘔吐・下剤の乱用，睡眠障害，フラッシュ

バック，養育者とのアタッチメント障害，突然の驚愕，

家出，非行や暴力，薬物使用などである．患児にあては

まる症状が多くみられる．信頼関係を培えない家庭環境

の中で不安，うつ状態，低い自己評価，無気力，将来へ

の希望のなさ，学業への意欲低下など，いわゆるこころ

の発達の歪みが，対人関係の取り方に自信がもてず，社

会適応を困難にさせた．家庭が安全基地であると自分が

確認できなければ，アイデンティティの確立が困難とい

える．

患児の感情，対人関係性，認知様式，衝動の制御は偏っ
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てはいたが，境界性人格障害（対人関係，自己像，感情

の不安定性および著しい衝動性），自己愛性人格障害（誇

大性，賞賛されたいという欲求，共感の欠如），回避性

人格障害（社会的制止，不適切感および否定的評価に対

する過敏），強迫性人格障害（秩序，完全主義，精神面

および対人関係の統制にとらわれ，柔軟性，開放性，効

率性が犠牲にされる）などの診断基準には該当しなかっ

た７）．しかし，不安障害や気分障害があり，不安障害と

しては社会恐怖（社会不安障害），気分障害としては気

分変調性障害と考えられた．

３）カウンセリングの効果について

第１回目の当院への入院目的は，糖尿病のコントロー

ルの不良さを改善するためもあったが，心身症専門医と

患児の初対面の場面を設定し，入院中毎日患児にゆっく

り会うためでもあった．家族関係の問題，学校生活にお

ける対人関係の問題，過食・嘔吐が強迫的な行為として

続けられていることなどが繰り返し話された．これまで

の患児の苦しい生活体験に共感のことばをはさみながら

聴くことに徹した．退院後は，患児が受診しやすいよう

に夕方に予約時間を設定したこともあり，心身症外来に

定期的に受診した．心身症外来では，受診までの期間に

家族や友人に対して生じた，あるいは部活動での出来事

に対する自分の感情を吐露する場所になったようであっ

た．

完璧主義や自分に対する評価の過敏さ，他人に理想を

押しつけることでかえって自分を苦しめ，帰宅途中に大

量の食料品を買い過食・嘔吐の行為につながっていた．

柔軟な考え方への変化をはかったが，そうならなくては

と思っても現実の生活場面では変化にはつながらず，認

知の歪みの改善は容易ではなかった．患児の日常の言動

に共感的，支持的対応を続けることで，卒業前には，ひ

とりで生活することの不安を訴えながらも，将来への準

備を積極的に取り組むようになった．過食・嘔吐がなく

なった日もあったと喜んで話す日もあった．専門学校を

退学後の１カ月くらいは閉じこもりがちであったが，両

親も見守る姿勢をとることができたことで，患児は意欲

をとりもどし，アルバイトや専門職の資格試験を受ける

意欲を示すようになった．

当初から両親も心身症外来を訪れた．面接を繰り返す

ことで，両親は糖尿病を治そうとしない子どもを咎める

姿勢から，家族の中で苦しい思いをしてきた子どもとい

う見方に変化した．父親は仕事のストレスを患児にぶつ

けなくなったこと，母親の実家の患児の受け入れがよく

なってきたこと，母親は姉と距離を置くようになったこ

となど家族関係の変容が見られた．母親は心身症外来に

患児と同伴するようになり，その際患児は母親に自分へ

の対応の不満を言葉で表現できるようになった．母親も

患児の情緒不安定への対応に苦慮したが，心身症外来で

は母親とも個別面接を重ね母親を支えた．母子同伴の受

診が，患児の母親への信頼回復につながると思われる．

今後も患児の社会生活を肯定的に対応し支えることに

よって，自分を活かす場所をみつけると思われる．社会

における対人関係の距離の置き方，自分に対する陰性評

価への過敏さを和らげることができるようにカウンセリ

ングすることも大切であるが，アイデンティティ確立に

向けての支持的対応が重要であろう．

４）コンプライアンス不良について

患児が糖尿病を治療しようとしない理由については，

患児の言動からいろいろなことが推測される．インスリ

ンの注射による肥満への恐れ，不登校は糖尿病のせい，

糖尿病を治せば母親と縁が切れる，糖尿病を治せば社会

で自立しなければならないなどである．対人関係，自立

への自信のなさ，将来への絶望感，すなわちアイデンティ

ティ確立の困難さが，糖尿病への逃避，コンプライアン

ス不良をきたしていると考えられる．リストカットは自

分を罰するためという子どもがいるが，糖尿病を治療し

ないことは，自立できない自分を罰する行為とも考えら

れる．また，インスリンを過剰に注射して自殺企図の患

者の報告もあり８），これも社会適応の自信のなさからく

るものと思われる．

家族との相互作用で育まれる子どものこころの発達が，

アイデンティティ確立につながり，コンプライアンスに

大いに影響することが本症例によって明らかである（図

２参照）．糖尿病治療のコンプライアンスを良好にする

ためには，患児へ糖尿病の疾病教育だけでなく，家庭環

境を整えなければならない．一般の日常診療においても，

コンプライアンスを良好にするためには，患児だけを対

象にするのではなく，常に家族関係を念頭に入れ対応す

ることが非常に重要と思われる９）．
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A case of bulimia nervosa associated with poor treatment compliance for diabetes mellitus

Tuneo Ninomiya１）, Hiroe Tani１）, Ichiro Yokota２）, Junko Matsuda２）, Yasuhiro Kuroda２）
１）Department of Maternal and Pediatric Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
２）Department of Pediatrics, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan

Abstract A 17-year old girl of bulimia nervosa with diabetes mellitus was reported. Family history

showed that the quarrel occurred frequently between father and mother, and elder sister suffered

from anorexia nervosa. She have lived with father after divorce of her parents, and begun to vomit

after overeating. She has suffered from diabetes mellitus after 1 year of divorce, but has been noted

to have poor compliance for glycemic control. The development of interpersonal confidence and

identification was impaired through the reciprocal interaction within the family. She was exhausted

from the inability to expression of emotion, sensation and thoughts in her school life and stay away

from school. The disturbance of interfamilial relation resulted in the impaired development of

identification may lead to poor treatment compliance for diabetes mellitus.

Key words : bulimia nervosa, diabetes mellitus, disturbance of interfamilial relation, identification,

compliance
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はじめに

看護学生の看護に関する認識は，学習する専門科目や

看護学に関連のある科目，あるいは日常生活や人間関係

の中で体験や経験を積むことに影響を受け，変化しなが

ら看護観を形成していく．

看護学生にとって，入学直後より学習が開始となる看

護学概論や看護理論の科目は，学生の看護に対する見方，

考え方の基盤を形成する科目である．これらの科目を担

当する教員は，学生が看護について一方向からだけでな

く多方面から考えることができるように科目内容を組立

て，教授することが必要と考えている．

看護の認識に関する先行研究では，学生の認識は学習

する専門科目の影響を受けて変化すること１－３），また実

習による変化４，５），事例や理論を活用することによる影

響６，７）が報告されている．これらの先行研究から専門科

目における講義や演習・実習などにより，学生はより看

護に対する認識を深めていた．

本研究では，このような先行研究の結果をもとに，学

生が入学１年間の経時的経過の中で，看護に関する認識

がどのように変化したかを明らかにし，専門科目として

の看護学概論や看護理論の教授内容を検討する資料とし

たいと考えた．

目 的

入学時と１年終了直前の看護学生が１年間の看護に関

連する学習から，看護への認識がどのように変化したか

を検討し，学生の１年間の学習成果を明らかにすること

により，これからの授業内容を検討する資料とする．

方 法

１．対 象

A大学看護学科１年生６９名である．

２．方 法

２００２年１月の後期授業終了時に１年生に対して入学時

と，入学１年後の現在において，看護をどのように認識

しているのかについて自由記述の調査を依頼した．調査

の回収は学年の責任者である学生に依頼した．調査に承

諾の得られた学生は６８名であった．

短 報

看護学生の１年学習した成果としての看護の認識

近 藤 裕 子１）， 近 藤 美 月２）， 岩 本 真 紀３），
立 石 有 紀２）， 南 妙 子３）

１）徳島大学医学部保健学科，２）前香川大学医学部看護学科，３）香川大学医学部看護学科

要 旨 看護学生は入学初期から学習する看護学や，日常生活の中で多様な体験や経験を積むことによ

り，看護に対する見方・考え方を変えながら，自らの看護観を形成していく．今回，看護学生が入学時

と，１年間看護学やその関連科目，教養科目などを学習した１年終了時における看護の見方・考え方に

ついて学生の記述内容を分析した．その結果，看護学生は入学後１年間の学習や経験などが加味され，

看護に関する認識を新たにしたり深めたりしていた．この認識の変化には，専門科目である看護学概論

や看護理論の影響が大きいと考えられた．なぜならば看護学生は，１年間に学習した看護学概論や看護

理論の科目の中で捉えた看護の考え方をベースに看護の認識を深めていた．

キーワード：看護，認識，学習成果，看護学生

２００３年１２月２５日受理
別刷請求先：近藤裕子 〒７７０‐８５０９徳島市蔵本町３‐１８‐１５
徳島大学医学部保健学科
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学生が記述した内容の分析は，研究者間で看護に対す

る見方・考え方について記述されている箇所をチェック

し，その後その箇所を一つの意味をもつように文章化し

て記録し，類似内容ごとにカテゴリー化（サブカテゴリー，

カテゴリー）を行い名前をつけた．

分類の信頼性はスコットの式にて行い，一致率は入学

時８８．１％，１年終了直前は８２．７％であった．

３．倫理的配慮

学生には評価には無関係であること，個人を特定しな

いこと，プライバシーを守ること，結果は次年度の授業

改善に活用することなどについて説明し，協力を依頼し

た．

既習の科目と看護学概論および看護理論との関連と内容の概略

看護学生は，入学後１年間に看護学（看護学概論，看

護理論，看護援助論の一部）とその関連領域（形態機能

論，人間関係論，保健学概論，精神保健，社会福祉論，

ボランティア援助論），および共通教育でさまざまな科

目を学習する．専門科目である看護学概論と看護理論は

看護学を学習する基礎として位置づけられ，ともに１単

位３０時間の科目であり，前者は前期に，後者は後期に開

講している．

看護学概論では看護の定義や看護の構成要素の考え方，

ナイチンゲールやヘンダーソンの看護論，看護活動など

について，看護理論では理論の定義や理論出現過程，理

論開発過程の講義後に異なる理論分野から理論家を選択

し，それに学年進行に伴って学習する各領域において活

用する理論との一致も考慮し，ペプロー，オレム，ロイ，

レイニンガー，ロジャーズの５人の理論家の理論内容を

学習している．

結 果

看護学生が記述した看護に関する記録は全体で２５６件

あり，その内訳は入学時は５４件，１年終了直前は２０２件

であった．

入学時の記録は，「看護は患者の世話や援助を行う」「看

護は医師の指示どおりに行う」「看護は専門的な役割を

もっている」「看護に対する一般的なイメージしかなく，

はっきりしない」「看護はさまざまな人間と関わる」「看

護がになう部分は大きい」「その他」の７カテゴリーに

分類でき，それらのカテゴリーは１３のサブカテゴリーか

ら構成されていた（表１）．

看護学生が一番多く記述した「看護は患者の世話や援

助を行う」のカテゴリーは，「患者の世話をする」「診療

の補助と身の回りの世話をする」「身体的・心理的ケア

を行う」の３サブカテゴリーから構成されていた．「看

護は医師の指示どおりに行う」のカテゴリーは，「看護

は医師の補助や手伝いを行う」「看護はマニュアルどお

りに行う」の２サブカテゴリーから構成されていた．「看

護は専門的な役割をもっている」のカテゴリーは，「看

護には技術が必要である」「看護には知識が必要である」

「看護は専門的である」の３サブカテゴリーから構成さ

れていた．「看護に対する一般的なイメージしかなく，

はっきりしない」のカテゴリーは，「漠然としている」「理

想の看護像やイメージがあった」の２サブカテゴリーか

ら構成され，「看護はさまざまな人間と関わる」のカテ

ゴリーは，「人間と関わる」「チームの一員として関わる」

の２サブカテゴリーから構成されていた．「看護がにな

う部分が大きい」のカテゴリーは，「広い分野で活躍す

る」の１サブカテゴリーから構成されていた．

１年終了直前の記述内容は，「看護の領域は幅広い」「看

護には人間関係が重要となる」「看護は専門職である」「看

護にはさまざまな能力が必要である」「看護に対する認

識が変化した」「看護は患者が中心である」「看護はいろ

いろな援助を行う」「看護は難しい仕事である」「看護と

は，今後の自分の課題である」「看護は重要な仕事であ

る」「看護を学んで自分が成長した」「看護がまだわから

ない」「看護への認識は変わらない」「その他」の１４カテ

ゴリーに分類でき，それらのカテゴリーは４７のサブカテ

ゴリーから構成されていた（表２）．

看護学生が一番多く記述した「看護の領域は幅広い」

のカテゴリーは，「看護は奥深い」「多角的な学問である」

「看護にはさまざまな役割がある」「地域看護への広が

り」「誰もができる一面もある」「いろいろな人が対象と

なる」の６サブカテゴリーから構成されていた．次に記

述の多かった「看護には人間関係が重要となる」のカテ

ゴリーは，「人間関係が重要である」「コミュニケーショ

ンが大切である」「人間と関わっている」「患者に影響を

与える」「相互作用である」の５サブカテゴリーから構

成されていた．「看護は専門職である」のカテゴリーは，

「専門的な学問である」「今後，発展していく」「専門職

である」「変化している」「看護の独自性がある」「看護

理論がある」「歴史がある」の７サブカテゴリーから構

看護学生の看護の認識 ４５



表１ 看護の認識（入学時） 総件数：５４件 一致率：８８．１％

カテゴリー サブカテゴリー 記 録

看護は患者の世話や援助を
行う（１４）

患者の世話をする（９）

患者の世話（４）

人のお世話（１）

患者の世話役（１）

看護＝援助（１）

患者を援助すること（１）

子どもを看護する（１）

診療の補助と身の回りの世
話をする（３）

診療の補助・身の回りの援助のイメージ（１）

注射する，診療の手伝い，患者の世話をする（１）

病院で病気やけがの回復に携わると思っていた（１）

身体的・心理的ケアを行う
（２）

患者の世話をし，身体的・心理的・社会的な苦痛を和らげる（１）

検温やナースコールでその人のところへ行き，コミュニケーションを大事に
するもの（１）

看護は指示どおりに行う
（９）

看護は医師の補助や手伝い
を行う（７）

医師の助手（１）

医師の手伝い（１）

医師の補佐役割（１）

医療知識を医師が学ぶことで，看護師は医師の指示に従うもの（１）

医師の補佐役（１）

医師の指示どおりに動き，準備，後かたづけ，処置をすることができる知識
を持った職業（１）

補助的役割（１）

看護はマニュアルどおりに
行う（２）

看護にはマニュアルがある（１）

決められたことだけやっていればよいというイメージ（１）

看護は専門的な役割をもっ
ている（８）

看護には技術が必要である
（４）

看護技術を重視（１）

技術職であり，課程別の差はない（１）

アートの部分のイメージ（１）

注射したり，シーツ交換するという技術的なことと心のケアをする（１）

看護には知識が必要である
（２）

知識をたくさん持っている看護師がよい看護師．経験より勉強さえすればよ
い（１）

知識豊富なすごい看護師になる（１）

看護は専門的である（２）
看護師は役割，立場から患者に接するもの（１）

専門の授業，介護実習（１）

看護に対する一般的なイ
メージしかなく，はっきり
しない（８）

漠然としている（５）

看護を単にイメージとしてとらえていた（１）

看護師が行う行為として漠然としてとらえていた（１）

看護という仕事を漠然ととらえていた（１）

仕事を漠然ととらえていた（１）

浅い知識しかなかった（１）

理想の看護像やイメージが
あった（３）

理想の看護像を描いていた（１）

ナイチンゲール（１）

看護師は優しい明るいお気楽なイメージ（１）

近 藤 裕 子 他４６



看護はさまざまな人間と関
わる（７）

人間と関わる（５）

人間関係（３）

介護実習より看護の難しさ，よい人間関係を築くことの難しさ（１）

複雑な人間と接する職業だから，自分の考えで接するのは危険と思っていた
（１）

チームの一員として関わる
（２）

看護師独自では何もできない（１）

医療職者と協力・協調し，調整をはかるという印象（１）

看護がになう部分は大きい
（４）

広い分野で活躍する（４）

看護はグローバルなものになる（１）

看護は浅く広い分野（１）

お金がなくてもどこでも奉仕できるもの（１）

地域社会の中で地域の人々の健康管理をすること（１）

その他（４）

看護理論レポート（１）

どういう風に接したいという気持ちの中心部の変化はない（１）

医療を実行する立場と援助する立場との区別がつかなかった（１）

看護師と患者は対等であると頭で考え，与える側に看護師（１）

表２ 看護の認識（１年終了直前） 総件数：２０２件 一致率：８２．７％

カテゴリー サブカテゴリー 記 録

看護の領域は幅広い（３８）

看護は奥深い（１５）

奥深く幅広い学問

看護は援助であると思うが，それ以上の意味・価値が含まれている

看護は奥深い

学べば学ぶほど看護は難しい

奥深い学問

看護は奥が深い

看護の定義から看護は奥深いものである

看護の奥深さを実感

看護は奥深いもので難しいことばかり

看護の深さに気づいた

答えのない奥深いもの

看護という言葉の中にいろいろな要素，意味が含まれている

内容が深く，広い範囲まで興味が広がった

看護という言葉が持つ意味の深さを知った

いろいろな捉え方がある

多角的な学問である（１０）

多くの知識が必要とわかった

他分野の知識も必要

医学知識，人間関係，心理まで複雑

多くの学問が関係していて難しい

いろいろなことに関連した学問

ケアのできる看護師はいろいろな学問を学んだ幅の広い人間である

雑学が大切

医療に関する知識と技術だけでは看護師になれない

関わる領域が広い

看護は１つの領域に当てはまらないたくさんの要素を含む

看護学生の看護の認識 ４７



看護にはさまざまな役割が
ある（５）

看護師の役割はさまざまである（看護はさまざまな役割を果たす）

医師の指示以外にも看護師はすることがある

より良い看護の提供

活動の場が拡大している

看護にはケアが求められる

地域看護への広がり（３）

施設内・外・日常生活でも看護は関わる

訪問看護への興味

地域と密接に関係している（これからの看護）

誰もができる一面もある
（３）

看護は専門職であるが誰にでもできる人間の一面でもあるような気がする

看護の範囲は広く，看護師によって行われているとは限らない

看護は誰にでもできる身近なこともある

いろいろな人が対象となる
（２）

対象となる人がいろいろ

あらゆる人すべてが対象

看護には人間関係が重要と
なる（２９）

人間関係が重要である
（１２）

人との関わり合いが強く，人に幸福をもたらす

看護は人間関係に注目した看護の役割・機能を果たすもの

人間関係を基盤としたケアリングであり，それを中核として発展していくべき

看護は人間関係が最も重要である

人間関係の学習が必要

人間関係を上手に導くことの大切さ

看護は人間同志の関わりあいでなされる

人間関係

看護提供には人間関係が大切

人間関係が大切

看護の目標は健康だけでなく，患者－看護師両者の学習であり，患者が看護
師との関係で何か学ぶ

看護は生活していた時，快適に暮らせるように働き，相互作用によって成立

コミュニケーションが大切
である（７）

人と人のコミュニケーション

コミュニケーションをとりながらの看護は難しい

コミュニケーションに対する自信欠如

患者の接し方は実際にできるか不安

看護は１人１人のとのコミュニケーションで成立

コミュニケーションのとり方

コミュニケーションが大切

人間と関わっている（５）

看護は人間と密接に関係している

看護は健康の維持・増進の援助をすることを目的としている対人プロセス

ヒューマンサービス

看護は生活全体・人間全体の基本となる

看護の対象は人間であることで考えが変化

患者に影響を与える（３）

患者に与える影響が大きい

看護師のことが患者の治療に最も大きい影響を与えているのではないか

看護のありようによって看護を受け入れる人のこれからの人生も大きく変
わっていく
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相互作用である（２）
看護は相互作用

相互作用

看護は専門職である（２６）

専門的な学問である（５）

確立した専門的な分野

看護という独立した学問がある

看護は独立した専門的学問

看護は独立した一分野

看護は世話をすることではなく，１つの学問科学だ

看護学として確立した学問があること

今後，発展していく（５）

看護は多くのものに影響し，影響を受けて発展する

未来ある学問

看護は発展していかなければならない

看護を学問として確立したい

看護は独自なものとして発達しつつある

専門職である（４）

専門職であり専門領域を持つ

高度な技術を持つ専門職

看護は専門職である

専門的である

変化している（４）

看護も新しいものから影響を受ける．歴史も重要な意味を持つ

看護学を学び，研究改善される

看護も変化していく

看護研究の大切さ

看護の独自性がある（３）

独自の役割がある

独自の援助をできることが大切

いろいろな医療従事者の中で看護が成り立っている

看護理論がある（３）

看護実践に理論は重要

サイエンスな部分なくして看護は成り立たない

看護に看護理論があることに驚いた

歴史がある（２）
歴史ある学問

看護の歴史，基盤があってこそ実践，研究が行われることを知った

看護にはさまざまな能力が
必要である（２０）

専門的知識が必要である
（７）

知識が必要

専門的な知識がないと行えない

科目内容を覚えているだけではだめだ

看護は誰にでもできるものではなく，教育を受けて初めてできる

看護師になるには莫大な量の知識が必要

技術面を学ぶのが看護師と思っていたが，それ以前に基礎となる知識を身に
つけることが大切

看護実践の基礎となる知識を身につける大切さ

技術が必要である（６）

看護に必要なのは的確な判断と高い技術である

看護を行うための知識や技術を身につけることが大切

看護師として必要な技術や理論の必要性を認識するようになった

注射をする，採血をするという技術面から
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技術面のケア（看護に必要なものは）

看護実践には技術の習得が大切

人間性が必要である（５）

看護は看護師の患者に対する行動や態度，知識などの持ちうるすべての能力
である

看護師は優しさでもってケアを行う

人を思いやる心と元気づけようとする心が大切

看護をするにあたり患者を思いやる気持ちや優しさが看護師の第一条件

看護は人間味ある人にこそできる

観察力が必要である（１） 看護には観察力が必要

積極性が必要である（１） 看護師は積極的に考え，行動していく

看護に対する認識が変化し
た（１８）

看護のイメージが変化した
（７）

患者の世話をするだけが看護ではない

看護の役割について考えが変わった

看護のイメージに対する変化

身近に感じるようになった

病気に対して行う行為と思っていた

看護を広く捉えることができる

看護に対する見方が変わった

看護への考えが深まった
（４）

看護への考えの深まり

看護とは何かが漠然と見えてきた

具体的なイメージは持っていなかったが，学習により看護への考えが深まった

漠然としたイメージがきちんと形になった

視野が広がった（３）

視野・視点への気づき

視野が広がった

視野の広がり

メタパラダイムを理解した
（２）

看護の構成要素間のつながりを意識

メタパラダイムが持つ重要な意味

看護を誇りに思う（２）
誇りを持った（看護師を目指していることに）

看護学を学ぶことに誇り

看護は患者が中心である
（１３）

サービスである（５）

看護はサービスである

サービスを意識しだした

看護は健康な状態であるために必要なサービス

サービスにはいろいろな形，目的，方法，指導がある

サービスである

患者の個別性を考慮した援
助が必要である（３）

患者と正面から向き合い，ニーズに応えてあげる，ニーズに応えてあげられ
るように努力することが重要

マニュアルにそって行動するのではなく，患者に本当に必要なことを援助し
ていく

１人１人にあったケアを提供するもので，けっしてみんなに同じことをする
ものではない

人間を理解する（３）

患者に対して関心を持つ

看護師に求められるのは人間の理解であり，次に知識や技術が求められる

人間も奥深くいろいろな視点から見る必要性
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相手の立場に立つ（２）
患者の立場に立った考えを持つことが大切

患者の立場に立って考えるということは簡単なようで難しい

看護はいろいろな援助を行
う（１１）

環境に働きかける（５）

環境との関わりの重要性

看護は患者と看護師の関係を重要視しているだけでなく，環境を拡大して考
えるべきであることがわかった

環境と人間との相互作用によって促進される

看護と環境との難しさについて知った

周りの環境を整えることが大切

精神的ケアを行う（３）

患者の精神的な支え

患者の精神的なことができるか不安

心のケアも大切

健康に働きかける（１） 人々の健康のために働きかけている

精神的・身体的援助を行う
（１）

看護師は医師をサポートして患者を精神的，身体的にも援助

問題解決を援助する（１）
看護とは対象の持っている能力を信じ，患者自身が問題解決できるように援
助すること．その目標達成に環境を整えたり情報を提供する

看護は難しい仕事である
（９）

看護は難しく大変な仕事で
ある（９）

看護するということはとても難しく大変なもの

安易な気持ちではやってはいけないと思い不安

看護提供の難しさ，大変さ

思っていた以上に難しい

看護を学ぶのにまさかこんなに頭を使うとは思わなかった

責任の思い仕事ができるか不安

難しい仕事

大変な仕事

看護は複雑なもの

看護とは，今後の自分の課
題である（８）

理想に向けて学びを深める
（４）

自分の描く看護師像を描き努力する

希望より不安が大きいが理想に近づけるようにがんばる

いろいろなこと（学び）が将来につながるのでがんばる

ロイ理論を活用したい

自分を成長させたい（４）

日々成長して自分なりに看護ができたらよい

人として他の人に受け入れてもらう人間になりたい

理論家の考えを批判的に捉えることを忘れず，自分の看護の考え方を試行錯
誤させながらつかんでいく

軽い気持ちで入学したがこれから真剣に考えていきたい

看護は重要な仕事である
（７）

命に関わっている（３）

看護は命に関わるもので強い責任感が必要である

命を預かる仕事で大変なのは当然

少しのミスが患者の命をおびやかすかもしれないことを考えると少し怖い気

やりがいのある仕事だ
（２）

やりがいのある仕事

大変な仕事だがやりがいのある仕事

看護は貢献している（２）
医学に大きく貢献している

社会に貢献する
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成されていた．「看護にはさまざまな能力が必要である」

のカテゴリーは，「専門的知識が必要である」「技術が必

要である」「人間性が必要である」「観察力が必要である」

「積極性が必要である」の５サブカテゴリで構成されて

おり，「看護に対する認識が変化した」のカテゴリーは，

「看護のイメージが変化した」「看護への考えが深まっ

た」「視野が広がった」「メタパラダイムを理解した」「看

護を誇りに思う」の５サブカテゴリーから構成されてい

た．「看護は患者が中心である」のカテゴリーは，「サー

ビスである」「患者の個別性を考慮した援助が必要であ

る」「人間を理解する」「相手の立場に立つ」の４サブカ

テゴリーから構成されており，「看護はいろいろな援助

を行う」のカテゴリーは，「環境に働きかける」「精神的

ケアを行う」「健康に働きかける」「精神的・身体的援助

を行う」「問題解決を援助する」の５サブカテゴリーか

ら構成されていた．「看護は難しい仕事である」のカテ

ゴリーは，「看護は難しく大変な仕事である」の１サブ

カテゴリーから構成されており，「看護とは，今後の自

分の課題である」のカテゴリーは「理想に向けて学びを

深める」「自分を成長させたい」の２サブカテゴリーか

ら構成されていた．「看護は重要な仕事である」のカテ

ゴリーは，「命に関わっている」「やりがいのある仕事

だ」「看護は貢献している」の３サブカテゴリーから構

成されていた．「看護を学んで自分が成長した」のカテ

ゴリーは，「実習の重要性を実感した」「思考が変化した」

の２サブカテゴリーで構成されており，「看護がまだわ

からない」のカテゴリーは「看護がよくわからない」の

１サブカテゴリーで構成されていた．

看護を学んで自分が成長し
た（５）

実習の重要性を実感した
（３）

講義では実感がわかないが実習に行くと考えが変わる

講義だけでは得られないものを実習で得られるように

看護実習でケアの難しさを実感

思考が変化した（２）
客観的思考ができるようになった

健康の定義が変化した

看護がまだわからない
（４）

看護がよくわからない
（４）

まだ考えが十分でない

看護は何であるかまだよくわからない

看護についてはまだはっきりといえない

看護についてはよくわからない

看護への認識は変わらない
（２）

看護の認識は変わらない
（２）

看護についての基本的な概念は変わっていない

それほど変わっていない

その他（１１）

実践的なことを知りたいので実習が待ち遠しい

患者に心からのケアを提供する気はなかった

こうしなければいけないという行動パターンが決まってきた

人間の解剖学的知識を看護過程と結びつける技術を勉強していないので看護
を説明できない

ナイチンゲールの時代，看護があまり知られていなかった，追究していなかっ
たこと

無事に看護師になれるか

学習することへの不安

各々の理論家の強調していた部分のあつまりが看護である．つまり人間関係
を上手に導き，人はセルフケア能力を持つ適応システムである

看護記録が重要

看護という言葉のイメージ

看護という言葉に対するイメージ
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考 察

１．入学時の看護に関する認識

学生が記述した内容の分析結果からは，入学時と１年

終了直前の看護に対する認識のカテゴリーに類似したも

のは見られていない．学生は入学時に「看護は患者の世

話や援助を行う」ことと認識しているが，そのサブカテ

ゴリーには「患者の世話をする」と捉えている学生と，

「診療の補助と身の回りの世話をする」と捉えている学

生とがいる．「看護は医師の指示どおりに行う」と認識

している学生は，「看護は医師の補助や手伝いを行う」

と捉え，看護は医師の助手や医師の手伝い，医師の補佐

役などと捉えている．「看護はマニュアルどおりに行う」

と認識している看護学生は，看護はマニュアルがあり，

決められたことだけやっていればよいというイメージと

認識し，看護は医師に従属しマニュアル通りに行うと認

識している．その一方で「看護は専門的な役割をもって

いる」と認識している学生は，看護は専門的であり，技

術や技術が必要であると捉えている．しかし「看護に対

する一般的なイメージしかなく，はっきりしない」と，

漠然と捉えてる学生もおり，入学時の学生の看護に対す

る認識は，一般の人々が看護に関してもっている認識と

さほど変わらないものであると考えられる．

２．１年終了直前の看護に関する認識

専門科目である看護概論や看護理論の学習を１年間

行った１年終了直前では，看護の領域や看護の対象・活

動内容および看護の範囲などについての記述が多くなっ

ている．

「看護の領域は幅広い」と認識した学生は，「看護は

奥深い」と捉え，看護は援助という以上の意味・価値が

含まれ，学べば学ぶほど難しく，奥深さを実感している．

看護学生は１年間いろいろな科目を学習する中で，看護

についての考えを変えながら認識を深めている．このよ

うに看護に対する認識の変化は，看護学概論や看護理論

の科目で看護について学習したことが影響していると考

える．さらに「多角的な学問である」と捉えていること

からは，多くの知識や他分野の知識の必要性，つまり多

くの学問領域の理解の重要性を認識している．このこと

は，看護の対象である人間や看護理論の理解には，他分

野の理論や原理も学ぶ必要性を，ナイチンゲールやヘン

ダーソンを始めとする理論家の理論の学習から自覚した

結果と考える．

「看護には人間関係が重要となる」と認識した学生は，

「人間関係が重要である」「コミュニケーションが大切

である」「人間と関わっている」「患者に影響を与える」

「相互作用である」と捉えている．看護は人間同志の関

わりあいでなされることから，看護の実践には人間関係

を成立させることの大切さや，コミュニケーションの重

要性を認識している．さらに看護は人間と人間の相互作

用であることから，看護師は患者に最も影響を与える存

在であると認識している．そのため「看護にはさまざま

な能力が必要である」と認識しており，その能力として

「専門的な知識が必要である」「技術が必要である」「人

間性が必要である」と捉えている．看護の実践には的確

な判断を行う基盤となる知識と高い技術を身につけるこ

とが大切であると考えており，それに加え人を思いやる

心と元気づけようとする心が大切などと，看護師の人間

性の重要性にも言及した認識をしている．

「看護は専門職である」と認識した学生は，「専門的

な学問である」「今後，看護は発展していく」と捉えて

おり，看護は独立した専門的学問，つまり看護学が学問

として確立していると認識し，さらに，看護学は未来に

向かって発展していく学問であると認識している．看護

学生は看護を専門職であると位置づけ，学問として将来

さらに発展が期待できると認識している．このように看

護を専門職，あるいは専門的なさまざな能力が必要と捉

え，今後変化していくとの予測もしていることは，看護

は看護を取り巻く社会（環境）により，影響を受けると

いうメタパラダイムの考え方が反映されている．

「看護は患者が中心である」と認識した学生は，「患

者の個別性を考慮した援助が必要である」と，患者中心

の看護の重要性を認識している．そして看護活動として

「看護はいろいろな援助を行う」と認識し，それには「環

境に働きかける」「精神的ケアを行う」「健康に働きかけ

る」「精神的・身体的援助を行う」「問題解決を援助する」

と捉えている．学生は環境と健康とは関連しており，環

境を整えることの重要性を述べたナイチンゲールからの

学びが大きいと捉えている．

看護に関連する学習を１年間行ったことにより，「看

護に対する認識が変化した」と認識している学生は，「看

護のイメージが変化した」「看護への考えが深まった」

「視野が広がった」「メタパラダイムを理解した」「看護

を誇りに思う」と捉えている．これらからは，学生の看

護に対する一般的なイメージが，看護について学習した

ことによってより具体的なものとなったと考えられる．
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さらに，学生は看護に対する認識を広げるとともに，「看

護学を学ぶことに誇り」をもつように変化している．こ

れらからも専門科目を学習した影響が大きいと判断でき

る．その一方，「看護がまだわからない」という学生も

少数存在し，看護についての認識が明確にされていない

看護学生像が考えられる．

しかし看護学生が看護をどのように認識したか否かに

関わらず，看護学生は看護学概論や看護理論などの専門

科目，看護に関連する科目を学習する過程で，看護に関

する認識を変化させている．看護学生の看護に対する認

識は，幅広く・深く考えるように変化している．これは

１年間の生活体験や経験での学びと言うよりは，学習し

た科目の影響が大きいと考えられる．その中でも看護の

対象や看護活動などに関する認識には，看護学概論の内

容が影響していると考える．看護学生が捉えた看護の領

域の広さや，専門職としての捉え方，援助に関する認識

からは，看護理論での学習の影響，つまり学習の成果で

あると判断できる．今後，学年が進行するに従い，専門

科目の学習が増加し，看護学生はより看護を深く考え，

看護に対する認識を変化させていくと思われる．

研究の限界

本調査は，入学後約１年経過した時点で看護学生に入

学時を振り返って記述してもらった内容であることから，

入学当初の看護学生の認識が十分反映されているかが不

明である．今後，その時点，時点での調査を実施して比

較検証することが必要である．

結 論

看護学生が１年間の学習の成果として，看護に対する

認識が入学時と１年終了直前とでどのように変化したか

について，看護学生が記述したレポートから分析した．

その結果以下のことが明らかとなった．

１．看護学生の入学時の看護に対する認識は，「看護は

患者の世話や援助を行う」「看護は医師の指示どお

りに行う」などの７カテゴリーに分類された．

２．看護学生の１年終了直前の看護に対する認識は，「看

護の領域は幅広い」「看護には人間関係が重要とな

る」「看護は専門職である」など１４カテゴリーに分

類された．

３．入学時と１年終了直前とのカテゴリーに類似のもの

はなかった．

４．看護学生の看護に対する認識の変化には，看護学概

論と看護理論の学習の影響が大きいと判断された．

看護学生は，看護学概論や看護理論で捉えた看護を

ベースとして看護の認識を深めていることから，現状の

教授内容は成果をあげていることが明らかとなり，これ

からも現状の教育内容や方法を，より精選しながら継続

してもよいと判断できた．
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The recognition of the nursing as a result in which
the nursing students learned 1 year

Hiroko Kondo１）, Mizuki Kondo２）, Maki Iwamoto３）,Yuki Tateishi２）, and Taeko Minami３）

１）Major in Nursing, School of Health Sciences,The University of Tokushima, Japan
２）School of Nursing, Faculty of Medicine, Pre-Kagawa University, Japan
３）School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa University, Japan

Abstract Nursing students develop their own view of nursing through learning of nursing and

accumulating diverse experiences during daily living after entering nursing school. The present

study was undertaken to analyze the result of the descriptive survey designed to investigate changes

in the students awareness of nursing during the first year of the nursing school (i.e., after one year of

learning nursing,nursing-related subjects and subjects for general education). This survey revealed

that the nursing students accumulated knowledge and experience and deepened thir awareness of

nursing during the one year period. These changes in their awareness seem to be particularly

related to education of nursing-specific subjects (introduction and theories of nursing). The

students deepened their awareness of nursing on the basis of the views they learned from these

nursing-specific subjects.

Key words : nursing, awareness of nursing, result of learning, nursing students
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はじめに

医療現場では平均在院日数の短縮化に伴い，入院する

患者は高度医療を必要とする場合が多く，臨床看護師に

はより高度で複雑化する業務に対応することが要求され

ている．また国民の人権意識の高まりと医療安全への

ニーズの拡大がみられ，安全な良質医療の保証が求めら

れている．このような医療を取り巻く情勢により，看護

学を教授する大学教育では，学生の看護実践能力を高め，

より質の高い医療を提供できる人材を育成するためには

どうしていかなければならないのかという課題に対応す

べく検討を行っている．これは先の文部科学省による「大

学における看護実践能力の育成の充実に向けて」と題す

る報告書１）ならびに，厚生労働省による「看護基礎教育

における技術教育のあり方に関する検討会」報告書２），

「新たな看護のあり方に関する検討会」報告書３）等の公

表によるところが大きい．これらの報告書により，「看

護基礎教育のあり方」，特に「技術教育」と「臨地実習

のあり方」についての検討が急務とされている．

そこで，川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

（以後本学と略す）の看護技術教育として位置づけられ

ている教科目（看護ケア方法論）の授業内容について検

討を行うことは，本学における「看護基礎教育のあり方」

を検討する資料として意義があると考え，教育内容の精

選および授業（講義・演習展開）方法の検討を行ったの

でここに報告する．

研究目的

看護ケア方法論の授業内容を検討し，教育内容の精選

および授業（講義・演習展開）方法の改善，今後の課題

を明らかにすることを目的とする．

研究資料

川崎医療福祉大学保健看護学科における看護技術教育に関する教育内容の工夫
－基礎看護学領域の授業内容の検討－

兼 光 洋 子１）， 浜 端 賢 次１）， 關 戸 啓 子２）

１）川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２）徳島大学医学部保健学科看護学専攻

要 旨 本研究の目的は看護技術教育として位置づけられている看護ケア方法論の授業内容を見直し，

教育内容の精選および授業方法の改善，今後の課題を明らかにすることである．対象は「看護ケア方法

論 A，B，C」（２００１年度秋学期～２００２年度秋学期）の授業展開方法と教授内容についてである．研究か

ら得られた結果は次のとおりである．

１．看護ケア方法論の講義組み立ては，基本動作を統合するという一連の流れになっておらず，技術の

項目を独立して教授していた．

２．改善点

１）基本動作を統合して看護技術を組み立てるような講義組み立てにし，基本と応用を明確にして教

授する．

２）学習した知識を対象の特性に合わせ，応用展開する授業を行う．

３．課題

講義・演習・実習の有機的な組み立てを考える．

キーワード：「看護技術教育」，「生活援助技術」，「授業評価」，「看護ケア方法論」

２００４年１月２６日受理
別刷請求先：兼光洋子 〒７０１‐０１９３岡山県倉敷市松島２８８
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

J Nurs Invest Vol．２，No．１：５６－６７，March，２００４５６



研究方法

１．方 法

看護学を教授するために一般的に使用されている基礎

看護技術に関する次の６つの教科書の構成内容，日常生

活に対する援助項目について本学の場合と比較すること

によって，本学における看護技術教育を評価し，課題を

明らかにする．

１）薄井坦子：系統看護学講座 専門２ 基礎看護学

［２］基礎看護技術，第１３版，医学書院，２００２．４）（初

版：１９６８年）

２）氏家幸子，阿曽洋子：基礎看護技術Ⅰ，Ⅱ，第５版，

医学書院，２０００．５）６）（初版：１９８１年）

３）井上幸子，平山朝子，金子道子：看護学大系第６巻

看護の方法［１］，第２版，日本看護協会出版会，

１９９８．７）（初版：１９９０年）

同第７巻，第１版，１９９３．８）（初版：１９９１年）

同第８巻，第１版，１９９３．９）（初版：１９９１年）

４）坪井良子，松田たみ子：基礎看護学 考える基礎看

護技術Ⅰ，Ⅱ 看護技術の基本，看護技術の実際，

第２版，ヌーヴェルヒロカワ，２００２．１０）１１）（初版：１９９７

年）

５）深井喜代子：新体系看護学１８ 基礎看護学③ 基礎

看護技術，第１版，メヂカルフレンド社，２００２．１２）

６）竹尾惠子：看護技術プラクティス，第１版，学習研

究社，２００３．１３）

２．本学における看護基礎教育科目の構成

本学の専門科目は，「看護ケア論」，「保健看護活動論」，

「保健看護論」，「看護基礎科学」，「保健看護学実習」の

５分野から構成されており，「看護ケア方法論」は，各

看護学で構成されている「看護ケア論」に位置づけられ

ている．「看護ケア方法論」は，全ての看護領域におい

て基盤となる科学的で実証的な看護技術である．（表１）

３．対 象

本学７期生（６８名）が修得した専門科目「看護ケア方

法論 A，B，C」（２００１年度秋学期～２００２年度秋学期）の

授業展開方法と教授内容．

４．用語の操作的定義

１）「看護基礎教育」：

業務を効果的に実施するために幅広く確実な基礎

をつくる教育で，看護師を目指す学生の教育とする．

２）「看護技術教育」：

看護基礎教育において，基礎的看護技術の基礎看

護技術，対症看護技術，実地看護に共通する基礎的

看護技術，各看護学の基礎的看護技術等に加えて，

個別化・応用看護技術の基礎的部分を教育し，その

後の教育を継続教育に位置づけている１４）その構造の

一つ一つとする．

結 果

１．６つの教科書の構成

分析に使用した６つの教科書の構成内容（表２‐１，２‐２）

については，それぞれの書における基礎看護技術の考え

方によって，初版から現在の版に改訂編纂されている．

編纂過程を記していた氏家らの基礎看護技術６）７）によ

ると，「看護対象者に適切な援助ができる技術の基礎的

行動を形成する」ことを教育目標におき，次のような内

容構成としていた．①すべての看護行動に共通する基礎

的な行為としての技術－看護行動に共通する行為，②看

護師の判断が中心となって実施される要素の多い，看護

対象となるものの生活を円滑にするための援助技術－日

常生活に対する援助，③医師が行う診療の介助や，それ

に伴う対象者への援助，および医師の指示によって看護

師が実施する行為としての技術－診療に伴う看護に分類

されていた．この分類は，他の教科書においても同じで

あった．

その後，基礎看護技術のすべてを総合したケアや各看

護学を総合したものを内容とし活用するものをまとめて

④看護技術の実践的適用を新たに内容構成に加えた．そ

して，「経管栄養」や「膀胱洗浄」などを治療的行為で

あり，在宅医療として看護師が医師の指示によって実施

したり指導することも多い技術であるため，②日常生活

に対する援助から③診療に伴う看護に変更した．このこ

とについては，教科書によって同じ項目として取り扱っ

表１．看護ケア方法論の概要

看護ケア方法論Ａ ９０時間２単位 １年次秋学期開講

看護ケア方法論Ｂ ９０時間２単位 ２年次春学期開講

看護ケア方法論Ｃ ６０時間２単位 ２年次秋学期開講

合計２４０時間 ６単位

本学における看護技術教育に関する教育内容の工夫 ５７



表
２
－
１
．
６
つ
の
教
科
書
の
構
成
内
容

初
版
：
１９
６８
年

系
統
看
護
学
講
座

専
門
２

基
礎
看

護
学
［
２
］
基
礎
看
護
技
術

初
版
：
１９
８１
年

基
礎
看
護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
：
①
１９
９０
年
，
②
③
１９
９１
年

看
護
学
大
系
第
６
・
７
・
８
巻
看
護

の
方
法
［
１
～
３
］

初
版
：
１９
９７
年

基
礎
看
護
学
考
え
る
基
礎
看
護
技
術

Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
：
２０
０２
年

新
体
系
看
護
学
１８

基
礎
看
護
学
③

基
礎
看
護
技
術

初
版
：
２０
０３
年

看
護
技
術
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

序
：
看
護
技
術
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
１
．
看
護
過
程
の
成
り
立
ち

１
．
看
護
技
術
の
基
本

人
間
の
尊
厳
に
も
と
づ
く
看
護
技
術

生
活
を
支
え
る
援
助

安
全
を
守
る
技
術

安
楽
と
看
護
技
術

自
立
へ
の
過
程

序
：
看
護
技
術
と
は

看
護
技
術
と
看
護
過
程

看
護
技
術
の
質

看
護
技
術
に
お
け
る
倫
理

１
．
看
護
実
践
の
場
と
共
通
基
本
技
術

１
）
看
護
過
程
の
成
立
と
そ
の
特
徴

２
）
看
護
過
程
成
立
の
場
面
ご
と
の
看
護

２
．
看
護
の
利
用
者
と
提
供
者
の
関
係

技
術

２
．
看
護
を
展
開
す
る
た
め
の
方
法
と

し
て
の
技
術

看
護
過
程

１
．
看
護
過
程

３
．
看
護
に
お
け
る
相
談
的
・
教
育
的

役
割
機
能
と
そ
の
方
法

３
）
共
通
基
本
技
術

観
察
の
技
術

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術

看
護
過
程
展
開
の
技
術

記
録
の
技
術

安
全
を
ま
も
る
技
術

対
象
者
の
安
楽
と
看
護
者
の
動
作
の
経

済
性
を
た
か
め
る
技
術

１
．
看
護
行
為
に
共
通
す
る
技
術

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス
－
姿
勢
と
動
作

情
報
収
集
と
観
察

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン

身
体
各
部
の
測
定

安
全
・
安
楽

序
：
生
活
と
看
護

３
．
看
護
行
為
の
基
本

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術

ヘ
ル
ス
ア
セ
ス
メ
ン
ト

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス
と
人
間
工
学

運
動
・
活
動

休
息
・
睡
眠

指
導
技
術

２
．
様
々
な
看
護
活
動
に
共
通
す
る
看

護
技
術

ヘ
ル
ス
ア
セ
ス
メ
ン
ト

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術

安
全
・
安
楽
を
守
る
た
め
の
技
術

情
報
の
伝
達
と
共
有
化
；
看
護
記
録
と

報
告

１
．
看
護
場
面
に
共
通
す

る
看
護
技
術

環
境
調
整
の
看
護
技
術

安
全
管
理
の
看
護
技
術

安
楽
確
保
の
看
護
技
術

フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン

ト
の
看
護
技
術

感
染
予
防
の
看
護
技
術

４
）
生
活
行
動
援
助

生
活
環
境
を
整
え
る

姿
勢
を
決
め
る
，
身
体
を
動
か
す
，
移

動
す
る

身
体
の
清
潔
を
保
つ

衣
服
を
用
い
る

食
べ
る

排
泄
す
る

眠
る
休
息
す
る

活
動
す
る

２
．
日
常
生
活
に
対
す
る
援
助
技
術

生
活
環
境

日
常
生
活
活
動

衣
生
活

身
体
の
清
潔

栄
養
と
食
生
活

排
泄

日
常
生
活
行
動
の
援
助
技
術
＜
１
＞

１
．
食
生
活
の
援
助
技
術

２
．
排
泄
の
援
助
技
術

３
．
清
潔
の
援
助
技
術

４
．
活
動
と
休
息
の
援
助
技
術

５
．
性
に
関
す
る
援
助
技
術

４
．
健
康
障
害
の
あ
る
人
の
生
活
へ
の

看
護
技
術

看
護
の
安
全
技
術

病
床
環
境
の
調
整

体
位
と
移
動

栄
養
と
食
事

排
泄
（
浣
腸
，
導
尿
を
含
む
）

衣
生
活

身
体
の
清
潔

３
．
日
常
生
活
の
場
を
整
え
る
看
護
技
術

１
）
快
適
な
環
境
の
た
め
の
看
護
技
術

２
．
生
活
行
動
に
共
通
す

る
看
護
技
術

食
事
・
栄
養
の
看
護
技
術

排
泄
の
看
護
技
術

清
潔
・
衣
生
活
の
看
護
技

術 活
動
・
休
息
の
看
護
技
術

３
．
診
療
に
伴
う
技
術
…

４
．
基
礎
看
護
技
術
を
総
合
し
て
行
う

看
護
行
為

看
護
過
程

日
常
生
活
行
動
の
援
助
技
術
＜
２
＞

６
．
環
境
調
整
の
援
助
技
術

７
．
呼
吸
，
循
環
，
体
温
に
関
す
る
援

助
技
術

２
）
日
常
生
活
の
自
立
を
支
え
る
看
護

技
術

活
動
・
運
動
の
援
助

睡
眠
と
休
息
の
援
助

兼 光 洋 子 他５８



記
録
と
報
告

指
導
的
活
動

…

８
．
日
常
生
活
に
お
け
る
救
急
処
置

９
．
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

清
潔
の
援
助

体
温
・
循
環
調
節
の
援
助

衣
生
活
の
援
助

食
生
活
と
栄
養
摂
取
の
援
助

排
泄
の
援
助

表
２
－
２
．
６
つ
の
教
科
書
の
日
常
生
活
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
内
容

初
版
：
１９
６８
年

系
統
看
護
学
講
座

専
門
２

基
礎
看
護
学
［
２
］
基
礎
看
護
技
術

初
版
：
１９
８１
年

基
礎
看
護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
：
①
１９
９０
年
，
②
③
１９
９１
年

看
護
学
大
系
第
６
・
７
・
８
巻
看
護

の
方
法
［
１
～
３
］

初
版
：
１９
９７
年

基
礎
看
護
学
考
え
る
基
礎
看
護
技
術

Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
：
２０
０２
年

新
体
系
看
護
学
１８

基
礎
看
護
学
③

基
礎
看
護
技
術

初
版
：
２０
０３
年

看
護
技
術
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

ボ デ ィ メ カ ニ ク ス

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

基
本
的
な
体
位

体
位
変
換

身
体
を
動
か
す

移
動
す
る

体
位
・
肢
位
の
固
定

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

体
位

移
動
動
作

体
位
変
換

安
全
安
楽

３
．
安
楽
と
そ
の
援
助

c
物
品
を
用

い
て
の
安
楽
な
体
位
を
保
つ
方
法

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

安
全
・
安
楽
を
守
る
た
め
の
技
術

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

体 位
体
位
体
位
変
換

体
位
の
保
持

移
動
（
歩
行
の
介
助
も
含
む
）

活
動
と
運
動
の
援
助

姿
勢
・
体
位
の
保
持

体
位
変
換
と
褥
瘡
予
防

移
動

安
楽
確
保
の
看
護
技
術

体
位
保
持

移 動 ・ 移 送

日
常
生
活
活
動

車
椅
子
・
輸
送
車
に
よ
る
移
動

歩
行
介
助

活
動
・
休
息
の
看
護
技
術

移
動
と
移
送
の
介
助

関
節
可
動
域
訓
練

廃
用
症
候
群
の
予
防

体
位
変
換

環 境
健
康
に
よ
い
生
活
環
境

健
康
上
の
必
要
に
応
じ
た
病
床

生
活
環
境
の
意
義

看
護
に
お
け
る
生
活
環
境

病
床
の
つ
く
り
方
と
整
備

環
境
と
人
間

環
境
調
整
に
お
け
る
看
護
婦
の
役
割

環
境
調
整
の
た
め
の
観
察
の
視
点
と
そ

の
方
法

環
境
調
整
の
た
め
の
援
助
の
実
際

援
助
実
施
の
過
程

病
床
環
境
の
調
整
に
関
わ
る
基
礎
知
識

病
床
環
境
の
調
整
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ

ン
ト
病
床
環
境
の
調
整
に
関
す
る
援
助
の
実

際

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
環
境
整
備

換
気
と
臭
気
の
排
除

室
温
と
湿
度
の
保
持

騒
音
の
原
因
と
排
除

採
光
と
照
明

病
室
の
環
境
調
整

床
と
ベ
ッ
ド

療
養
生
活
に
お
け
る
快
適

な
環
境
条
件

病
室
の
環
境
整
備

ベ
ッ
ド
メ
イ
キ
ン
グ

リ
ネ
ン
交
換

清 潔
健
康
と
清
潔

清
潔
を
保
つ

・
入
浴
・
シ
ャ
ワ
ー

・
全
身
清
拭
・
部
分
清
拭

・
頭
髪
の
ケ
ア

・
口
腔
の
ケ
ア

・
朝
夕
の
洗
面

身
体
清
潔
の
意
義

身
体
清
潔
に
関
す
る
基
礎
知
識

身
体
清
潔
の
援
助

・
洗
髪

・
洗
髪
以
外
の
被
頭
髪
部
の
清
潔

・
全
身
清
拭
（
足
浴
を
含
む
）

・
入
浴

・
シ
ャ
ワ
ー
浴

・
そ
の
他
の
方
法

清
潔
援
助
に
お
け
る
看
護
婦
の
役
割

清
潔
援
助
の
観
察
の
視
点
と
そ
の
方
法

清
潔
援
助
の
実
際

・
入
浴

・
シ
ャ
ワ
ー
浴

・
部
分
浴

・
清
拭

・
整
髪
・
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
お
よ
び
マ
ッ

サ
ー
ジ

清
潔
援
助
実
施
の
過
程

身
体
の
清
潔
の
基
礎
知
識

身
体
の
清
潔
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

身
体
の
清
潔
の
た
め
の
援
助
方
法

・
清
拭

・
口
腔
の
清
潔

・
入
浴

・
シ
ャ
ワ
ー
浴

・
陰
部
洗
浄

口
腔
ケ
ア

手
洗
い
・
手
浴

足
浴

陰
部
洗
浄

洗
髪

入
浴

全
身
清
拭

入
浴
・
シ
ャ
ワ
ー
浴
の
介
助

洗
髪

全
身
清
拭

足
浴

陰
部
洗
浄

口
腔
ケ
ア

身
だ
し
な
み

寝
衣
交
換
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・
口
腔
内
の
清
潔

・
外
陰
部
洗
浄

・
洗
髪

・
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー

・
陰
部
洗
浄

・
陰
部
清
拭

・
口
腔
の
清
潔

・
眼
・
耳
・
鼻
の
清
潔

・
爪
・
ひ
げ

… ・
衣
服
の
清
潔
援
助

・
洗
髪

衣 服
衣
類
選
択

衣
類
の
着
脱

入
院
患
者
の
衣
類
の
管
理

衣
生
活
の
意
義

病
衣
（
患
者
の
衣
類
）
の
選
択
と
条
件

病
衣
の
交
換

衣
生
活
援
助
実
施
の
過
程

衣
生
活
の
基
礎
知
識

衣
生
活
の
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

衣
生
活
の
援
助
方
法

病
衣
の
条
件

身
だ
し
な
み

寝
衣
交
換

食 事
健
康
と
食
物

健
康
障
害
時
の
食
事

食
行
動
を
た
す
け
る

非
経
口
的
栄
養
法

栄
養
と
食
生
活
の
意
義

栄
養
と
食
事
に
関
す
る
基
礎
値
岸

食
事
の
援
助

人
間
に
と
っ
て
の
「
食
」
の
意
味

食
生
活
の
援
助
に
お
け
る
看
護
婦
の
役
割

食
生
活
援
助
の
観
察
の
視
点
と
そ
の
方
法

食
生
活
援
助
の
実
際

食
へ
の
援
助
実
施
の
過
程

栄
養
と
食
事
の
基
礎
知
識

栄
養
と
食
事
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

食
事
の
援
助
方
法

・
経
口
栄
養
の
介
助

・
経
鼻
カ
テ
ー
テ
ル
法

・
高
カ
ロ
リ
ー
輸
液

食
事
と
栄
養
摂
取

食
生
活
の
基
本
的
援
助

疾
病
時
の
食
事
と
援
助

非
経
口
栄
養
法

栄
養
状
態
，
体
液
・
電
解

質
バ
ラ
ン
ス
の
ア
セ
ス
メ

ン
ト

食
生
活
の
支
援

誤
嚥
予
防
へ
の
援
助

食
事
の
介
助

経
管
栄
養
法

排 泄
健
康
と
排
泄

排
泄
行
動
を
た
す
け
る

排
便
浣
腸
と
導
尿

排
泄
の
意
義

排
泄
に
関
す
る
基
礎
知
識

排
泄
の
援
助

・
便
器
を
用
い
て

・
尿
器
を
用
い
て

・
お
む
つ
に
よ
る

排
泄
援
助
に
お
け
る
看
護
婦
の
役
割

排
泄
援
助
の
観
察
の
視
点
と
そ
の
方
法

排
泄
援
助
の
実
際

ス
ト
ー
マ
の
自
己
管
理
へ
の
援
助

排
泄
援
助
実
施
の
過
程

排
泄
の
基
礎
知
識

排
泄
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

排
泄
の
援
助
方
法

・
床
上
で
の
排
泄
援
助

・
グ
リ
セ
リ
ン
浣
腸
・
石
け
ん
浣
腸
・

高
圧
浣
腸

・
ス
ト
ー
マ
ケ
ア

・
導
尿

排
泄
の
意
義

排
泄
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

排
泄
の
基
本
的
援
助

４
）
排
便
・
排
尿
の
介
助

・
ト
イ
レ
使
用

・
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
使
用

・
便
器

・
尿
器

排
泄
に
関
す
る
処
置

・
浣
腸

・
導
尿

排
便
障
害
と
援
助

排
尿
障
害
と
援
助

ス
ト
ー
マ
と
援
助

排
尿
の
介
助

・
尿
器
に
よ
る

排
便
の
介
助

・
床
上
排
便
の
介
助

・
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
に

よ
る

失
禁
ケ
ア

・
お
む
つ
交
換

排
尿
困
難
時
の
援
助

・
一
時
的
導
尿

・
持
続
的
導
尿

摘
便

浣
腸

ス
ト
ー
マ
ケ
ア
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ているもの，そうでないものと２分していた．

年代が新しくなるにつれて単元の取り扱いは複雑に

なっており，特に「ボディメカニクス」，「体位」，「移動」

の単元については，「安全」，「安楽」，「運動」，「活動」，

「休息」，「睡眠」に関して取り扱っていた．

２．本学の看護ケア方法論A,B,C の講義組み立て

看護ケア方法論 Aは，主に日常生活上の援助を中心

にし，看護ケア方法論 Bは，診療・治療過程における

援助を中心に組み立て，看護ケア方法論 Cは，臨床実

践に必要な医療機器・器具類の取り扱いおよび看護過程

など，看護ケア方法論 Aと Bの補完的位置づけとして

講義組み立てを行っている．

このような考えのもと，７期生の看護ケア方法論の講

義計画（表３‐１，３‐２，３‐３）を実施した．なお，講義の

組み立てを見るため，今回は授業時間数を記していない．

３．本学と６つの教科書の日常生活に対する援助に関す

る構成比較（表４‐１，４‐２）

６つの教科書による日常生活に対する援助に関する構

成は，①「ボディメカニクス」→「環境」→「体位・体位変

換・移動」→「清潔・衣服」→「食事」→「排泄」というパ

ターンと，②「体位・体位変換・移動」まで同じで「食

事」→「排泄」→「清潔」のパターン，③「環境」→「体位保

持」→「食事」→「排泄」→「清潔・衣服」→「体位変換・移動

移送」，④「食事」→「排泄」→「清潔・衣服」→「環境」に

分類できた．そしてその後に診療に伴う看護技術を展開

していた．

しかし，本学においては，「ボディメカニクス・体位・

体位変換」→「環境」→「移動」→「排泄」→「清潔・衣服」→

「食事」→「清潔」というパターンに加え，排泄以後の単元

の間に診療に伴う看護技術が混在する展開となっていた．

４．教授した授業内容の一例：単元「衣生活」

１）時間数：講義９０分×１．５コマ，演習９０分×２．５コマ

２）単元目標：

①健康生活における衣服の意義を説明することができる，

②対象に応じた衣服の選択を考えることができる，③既

習学習の安楽な姿勢・体位・体位変換などを想起しなが

ら，基本的な衣服の着脱が実施できる，④障害に応じた

衣服の着脱方法を考えることができる

３）演習内容：

①臥床患者の寝衣交換，②麻痺のある患者の寝衣交換，

③点滴を行っている患者の寝衣交換

４）患者状況設定：

①臥床安静を強いられており，自分では全く動けない状

況とする．ただし横を向いてもらえばベッド柵につかま

ることが可能な状態である，②ベッド上安静の指示があ

り，点滴静脈注射を右前腕部に実施している患者，③脳

梗塞後遺症により，左半身麻痺のある患者

表３‐１．看護ケア方法論 A講義計画

１ ボディメカニクス，生活環境（ベッドメイキング）
２ バイタルサイン
３ ヘルスアセスメント・フィジカルイグザミネーション
４ 活動と休息（移動を含む）
５ 安全・安楽
６ 排泄（便器・尿器・オムツ交換・浣腸）
７ 感染予防（消毒・滅菌・傷の手当て）
８ 排泄（実験学習）
９ 排泄（導尿），感染予防（ガウンテクニック）
１０ 排泄（膀胱洗浄）
１１ 生活環境（実験実習）

表３‐２．看護ケア方法論 B講義計画

１ 衣生活（臥床患者の寝衣交換演習）
２ 衣生活（点滴がある・片麻痺がある患者の寝衣交換演習）
３ 吸入・吸引
４ 包帯法
５ 清拭
６ 薬物療法と看護：経口与薬
７ 食事（食事介助演習）
８ 罨法
９ 洗髪
１０ 皮下・筋肉内注射
１１ 皮内注射・直腸内与薬・静脈内注射
１２ 採血
１３ 点滴静脈内注射（滴下調整演習）
１４ 検査を受ける人の看護
１５ 足浴・手浴・陰部洗浄・口腔ケア

表３‐３．看護ケア方論 C講義計画

１ 栄養療法（カテーテル報・瘻管法），中心静脈栄養法
２ 循環管理（輸液ポンプ，輸血，動脈ライン，CVP測定）
３ 看護過程
４ 循環管理（心電図）
５ 呼吸管理（人工呼吸器）
６ 終末時の看護（死後の処置）
７ 褥瘡，ストーマケア，放射線を受ける患者の看護

本学における看護技術教育に関する教育内容の工夫 ６１



表
４
－
２
日
常
生
活
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
構
成
分
類

①
②

③
④

本
学

初
版
１９
６８
年

系
統
看
護
学
講
座

専
門
２

基
礎

看
護
学
［
２
］
基
礎
看
護
技
術

初
版
１９
８１
年

基
礎
看
護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
２０
０２
年

新
体
系
看
護
学
１８

基
礎
看

護
学
③
基
礎
看
護
技
術

初
版
１９
９７
年

基
礎
看
護
学
考
え
る
基
礎
看

護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
２０
０３
年

看
護
技
術
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

初
版
①
１９
９０
年
，
②
③
１９
９１
年

看
護
学
大
系
第
６
・
７
・
８
巻

看
護
の
方
法
［
１
～
３
］

２０
０２
～
２０
０３

本
学
科
７
期
生
講
義
組
み
立

て

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

体
位
・
体
位
変
換

環
境

環
境

体
位
・
体
位
変
換

移
動

体
位
保
持

移
動

清
潔
・
衣
服

食
事

排
泄

食
事

排
泄

衣
服
・
清
潔

排
泄

清
潔
・
衣
服

食
事

移
動
・
体
位
変
換

環
境

清
潔

表
４
－
１
日
常
生
活
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
構
成
比
較

初
版
１９
６８
年

系
統
看
護
学
講
座

専
門
２

基
礎

看
護
学
［
２
］
基
礎
看
護
技
術

初
版
１９
８１
年

基
礎
看
護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
①
１９
９０
，
②
③
１９
９１
年

看
護
学
大
系
第
６
・
７
・
８

巻
看
護
の
方
法
［
１
～
３
］

初
版
１９
９７
年

基
礎
看
護
学
考
え
る
基
礎
看

護
技
術
Ⅰ
・
Ⅱ

初
版
２０
０２
年

新
体
系
看
護
学
１８

基
礎
看
護

学
③
基
礎
看
護
技
術

初
版
２０
０３
年

看
護
技
術
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

２０
０２
～
２０
０３

本
学
科
７
期
生
講
義
組
み
立

て

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

体
位

移
動
動
作

体
位
変
換

体
位
保
持

食
事

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

環
境

ボ
デ
ィ
メ
カ
ニ
ク
ス

体
位

体
位
保
持

体
位
変
換

環
境

環
境

環
境

排
泄

環
境

環
境

体
位
保
持

移
動

体
位
体
位
変
換

移
動

車
椅
子
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー

な
ど
に
よ
る
移
動

清
潔
・
衣
服

体
位
体
位
変
換

体
位
保
持

移
動

体
位
の
保
持

体
位
変
換

移
動

食
事

排
泄

清
潔

衣
服

環
境

食
事

清
潔

排
泄

衣
服

衣
服

清
潔

排
泄

衣
服

清
潔
・
衣
服

清
拭

食
事

食
事

衣
服

食
事

移
動
・
移
送

体
位
変
換

食
事

排
泄

排
泄

清
潔

排
泄

洗
髪

足
浴
・
手
浴
・
陰
部
洗
浄
・

口
腔
ケ
ア

診
断
・
治
療
に
と
も
な
う
看
護

診
療
に
伴
う
技
術

治
療
に
伴
う
看
護
の
方
法

診
察
と
看
護
…

診
療
に
伴
う
看
護
技
術

診
療
・
処
置
時
の
看
護
技
術

�
の
後
に
診
療
・
処
置

時
の
看
護
技
術
の
単
元
が
入

る
看
護
実
践
と
看
護
研
究

基
礎
看
護
技
術
を
総
合
し
て

行
う
看
護
行
為

看
護
に
お
け
る
研
究

指
導
技
術
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５）演習の実際：

①看護師と患者は１対１で寝衣交換を行う．２パターン

で演習を行う

パターン１ プライバシーの保護にはこだわらず，寝

衣交換を行う

パターン２ プライバシーの保護を行いながら寝衣交

換を行う

②③は，患者１対グループ内で考えて演習を行う

考 察

１．技術と技術の組み合わせによって行う看護行為から

考えた講義計画の組み立てに関する検討

多くの看護場面はいくつかの基本動作で構成されてい

る．例えば，「衣生活」の単元を取り上げてみる．ここ

では，衣生活の援助として，衣服の意義，衣服の選択，

衣服の着脱の方法を教授するだけではない．衣服を交換

するという行為には，安楽な姿勢や体位・体位変換，関

節可動域，ボディメカニクスの既習学習項目が関連する．

そして衣服を交換するということは，体の清潔，環境を

整えるという清潔という概念が関連する．このように，

衣生活という行為の一連における過程の，部分的な基本

動作だけでは看護の成立が難しいことがわかる．

しかし，本学の看護ケア方法論の組み立ては，基本動

作を統合するという一連の流れになっておらず，技術の

項目を独立して教授しており，関連や統合することを学

生個人の学習に委ねていたことが明らかになった．

また，講義の指導案を作成するときは，①単元がカリ

キュラム全体の中で，どの位置にあるか，②その単元が

他の科目や単元と内容的にどのような関係にあるかを明

確にすることによって，その他の単元へのつながりや全

ての領域に系統立てて積み上げられる１５）が，この点に関

しても単元を独立して教授していた．

これでは，学習への主体的参加傾向が乏しく，教えら

れることによって，初めて学習したと認識する今の学生

には，教授する内容がすべて新規学習項目となり，他の

技術との関連性がもてない．

そこで，単元の位置づけを明確にすることはもちろん

のこと，学生が基本動作の関連づけや統合を行えるよう

な順序立った講義組み立てや想定する援助の対象者を

絞った教授内容に改善する必要がある．

よって，改善点を以下に述べる．

１）他科目（単元）との関係から本単元の位置づけや他

科目（単元）との内容的関係を明らかにする．

２）看護ケア方法論の中の日常生活援助に関する講義組

み立て

６つの教科書の構成内容をみるとすでに記されている

ことであるが，現在教授している単元を既習学習項目の

集まりから新規学習項目につながるよう基本動作の組み

合わせについて考え，看護ケア方法論の日常生活援助に

関する講義組み立てを作成した．

「食事」を行うということは，食事を食べる姿勢を整

えることからはじまるので，体位変換，歩行介助，移送，

関節可動域が必要となるため，ボディメカニクス，体位，

姿勢，移動の既習学習が必要である．また食後の環境を

整えることが必要となるため，環境，体の清潔，衣服の

清潔の既習学習が必要である．

「清潔」は，整えること，洗うこと，そして着替える

ことを考えると，ボディメカニクス，体位，姿勢，環境

の既習学習が必要である．

「排泄」という行為には，体位変換や関節可動域，歩

行介助もしくは移動・移送というボディメカニクス・姿

勢・体位・移動の既習学習項目が関連する．そして排泄

後には，体の清潔・衣服の清潔，環境を整えるという清

潔という概念が関連する．

「移動」は，ベッド上，ベッドから他に移る，そして

動くという過程があるため，ボディメカニクス，体位変

換の既習学習が必要である．

このように，日常生活上の援助についての基本動作の

かたまりを考え，教授する順番を考えた．（表５）

すべての単元は，ベッド上における援助方法を教授し，

「移動」の単元が終了したところで，動くという応用を

含めて，清潔では，洗髪台での仰臥位での洗髪，排泄で

は，ベッドサイドでのポータブルトイレでの排泄，トイ

レでの排泄をそれぞれ教授する．

３）看護ケア方法論で想定する援助の対象

看護基礎教育において初めて基礎的看護技術，基盤と

なる基本的看護技術と出会うため，「人」に安全・安楽

な技術を行うとはどういうことか，一般的に有効とされ

ている原則の看護技術から学ぶことが必要なのではない

かと考え，個性をもたない，病床で援助を必要とする

「人」とした．そして次にベッドから離れることが可能

な「人」と段階を踏む．
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以上のように，講義計画を組み立てるときには，単純

から複雑へといった段階を踏んだ学習展開が重要と考え

られる．

また，私たちが教授する対象は，日本の経済が高度成

長から安定成長へと転換し，豊かさを背景に生まれた「価

値の多様化」の時代に育ってきた学生である．「価値の

多様化」は，少ない選択肢の中からどれか一つを選択し

なければならない社会から，あれもよいしこれもよい，

何をよいとするかは人それぞれでよいとする社会へと

変ってきたことを意味する．このことは，個人が何らか

のものを選ぼうという時，絶対的な基準がなく，あくま

でも物差しは「自分」となる．このような時代のうえに，

青年期にある学生は，「大人としての自分を形成する」

時期にあり，自分自身がまだ十分につかめていない段階

にある．ゆえに「指示しないと動かない」，「指示すれば

動くのだが自発性がない」といった学生の特徴は，さま

ざまな選択ができる豊かな社会ではあるが，いくつもあ

る選択肢の中から自分にとって最もよいものを一つ選ぶ

難しさのなかで生きてきた結果の行動ともいえる．さら

に学校社会は，「結果の平等」を目指しており，教師の

働きかけに応じてやっていれば何とかなる社会である．

日常生活のある面では価値の多様化する社会の恩恵を受

けていながら，一日の生活の大半は一元的な価値観の根

強い学校や家庭において過ごすのだから指導者の指示に

従って行動するというパターンが身についてしまうと考

えられる．このような特徴をもった学生１６）を教授するた

め，単純から複雑へといった段階を踏んだ学習展開は重

要といえる．

２．教授する内容と授業展開に関する検討

演習は，机上の知識を使って実際を体験することによ

り，講義で学んだ知識が目の前の現象とつながる，また

は身体で感じることができる学習方法である．藤本１７）に

よると，「看護職として成長を続けるためには，自らを

ふりかえる思考が重要である．そのふりかえり思考が行

われている状況はほとんどが演習の場面であった」と述

べているように，実習で対象に介入する前の段階では演

習時間の確保は重要であるといえる．しかし，筆者は解

剖・生理学の既習学習項目に時間をかけてしまい，看護

ケア方法論の新規学習項目である看護技術の演習時間が

少ない．加えて，「衣生活」の演習でもわかるが，臥床

患者の寝衣交換のうえに，点滴を挿入している患者や麻

痺のある患者の寝衣交換といった応用編までの演習を

行っている．６８名の学生が１つのベッドに５～６人で演

習を行っており，全ての学生が看護師患者役を体験する

には１ベッド６通り行う時間を要することになるなど，

演習時間が充分確保されない現状にある．

また，川本１８）が「臨床で直接対象に実施し体験しなけ

れば役立つ技術とはならないという結論に至った」とい

われているように，私たち看護学が対象にしているのは，

人間，患者であり，その人とのかかわりの中で看護実践

能力は養われると考えられる．看護技術は技術の伝達の

みではないので，看護実践能力と臨床の現場（対象とか

かわるということ）は切り離せないものだと考えるが，

カリキュラム改正以降，進展する医療に対応できる判断

能力および問題解決能力が身につく幅の広い学習ができ

るように，ゆとりある教育の必要性がいわれ，実習時間

が減少している．本学も然りである．

そこで，限られた授業時間の中で教授する内容を考え

るにあたり，既習学習をどこまでふりかえるかは勿論だ

が，看護技術を教授する際，その技術の行動形成に必要

な条件として，①基本的な技術，②普遍的な技術，③科

学的に実証された技術があげられている１９）が，各看護学

との関連性を考え看護ケア方法論でどのように教授する

か，どのように授業を展開するかの検討が必要である．

よって，改善点を以下に述べる．

表５．看護ケア方法論の講義組み立て

１．対象をとらえる コミュニケーション，フィジカルアセス
メント，看護面接，看護過程

２．姿勢・体位 ボディメカニクス，体位，関節可動域

３．環境を調節する 病床環境，ベッドメイキング，定期的な
リネン交換，人がいるというだけのリネ
ン交換

４．清潔 ベッド上全身清拭，ベッド上洗髪，洗髪
の種類として，洗髪車と洗髪台があるが，
ベッド上で行える洗髪車での洗髪までと
する．洗髪台での洗髪は，移動という動
作が含まれるので，ここからは応用編と
してここでは教授しない

５．食事 食事介助の方法までとし，経路が違う経
管栄養法や経静脈栄養法は応用編として
ここでは教授しない

６．排泄 ベッドの上での排泄方法までとし，排泄
の困難な方に対する援助は応用編として
ここでは教授しない

７．移動 ベッドから他に移る，動くという部分の
援助方法
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１）看護ケア方法論の看護技術の基本と応用を明確にし

て教授する．

先に述べたように単純から複雑へという学習方法や基

本から応用，たとえば清拭は，対象者の体にチューブ類

やME機器類のついていない場合から，ついている場

合，車椅子移乗の援助は麻痺がない場合から麻痺がある

場合というように，同じ単元でも分けて段階的に教授す

る．同じく基本から応用について，ベッドの作り方は包

布でなくスプレッドを教材としたり，清拭では清拭剤を

使うのではなく，石けんによる清拭を行うなど，その技

術を教えることによって，他の方法を考えられ応用でき

るようにする１９）ことも考慮していきたいが，この点につ

いては時間的な問題・社会の情勢から検討課題とする．

また１つのものだけでなく，見るべき対象を複数にし

て，比較させる事例を用い，思考を行う．これは，基本

から応用という段階と相反することにもなるが，たとえ

ば，ゴム風船を使って子宮をつくる事例と流動食の注入

技術の事例２つを使い，ゴム風船の場合は実物（子宮）

は目の前にない状態で本来の対象である子宮を想像させ

る．流動食の場合は，実物（流動食注入という事態）が

目の前にある状態でそれを見ながらそれとは違う普通の

食事を想像させるのである．１つだけ見ていたのでは見

えなかったことが，共通な特性と異なる特性を発見させ

ることによって，見るべき事が見え，分かるべき事実が

わかるという考え方である２０）．

２）看護ケア方法論 Cの授業内容

看護ケア方法論の一番最後に組み立てられている「看

護ケア方法論 C」において，実習に出るための，対象の

特性に合わせた応用の技術体験，つまり学習した知識を

現実にどのように活用するのか，基本的看護技術を教授

していきたいと考えている．

３）講義・演習・実習の有機的な組み立て

講義・演習が終わったらその単元の実習をするといっ

た講義と演習および実習を有機的に組み立てた学習形態

を取り入れていく必要性があると考える．

３．今後の課題

これからの看護ケア方法論の教授方法として，原則の

手順を模倣することからはじめ，対象も段階的に発展さ

せ，自己が行った援助のふりかえりを行う方法を試案し

た．これを行うためには，すでにどの大学でもいわれて

いることだが，本学においても「看護ケア方法論 A・B・

C」の授業時間数の拡大と，基本的看護技術を基礎看護

学領域のみで教授するのではなく，全領域の教員で教授

するという体制をとることが理想ではないかと考える．

また，基礎・成人・老年領域において，演習の共同参画

も必要ではないかと考える．

また，文部科学省と厚生労働省の求める看護実践能力

の育成に向けて，現場の看護師と共同して技術教育を行

う，ユニフィケーションが必要である．現在，看護基礎

教育を学ぶ社会人学生が増加してきている．このことは，

看護基礎教育が生涯学習として位置づけられた現れであ

ると考えられているが２１），看護学教育が看護基礎教育を

終了したら終わりではなく，継続教育，そして経験を積

み重ねても生涯にわたり学習が必要であるともいえる．

そのため，看護基礎教育で育成する内容は生涯変らない

が，看護基礎教育，継続教育，生涯教育の各々の学習課

題が異なると考えられる．そこで，看護基礎教育担当者

と臨床継続教育担当者がそれぞれの課題を明確にするこ

とから取り組む必要があると考える．

しかし，どのような教授方法でどのくらいの時間をと

れば，学生の看護実践能力が育成されるのかは不明であ

るため，今回の教授方法が効果的であるかには限界があ

る．今後は各大学が行っている教授方法・展開を収集し，

分析して効果的な教授方法を検討する必要がある．

結 論

本学の看護技術教育として位置づけられている「看護

ケア方法論」において，授業内容を評価した結果以下の

ことが明らかになった．

１．看護ケア方法論の講義組み立ては，基本動作を統合

するという一連の流れになっておらず，技術の項目を

独立して教授していた．

２．改善点

１）基本動作を統合して看護技術を組み立てるような講

義組み立てにし，基本と応用を明確にして教授する．

２）学習した知識を対象の特性に合わせ，応用展開する

授業を行う．

３．課題

講義・演習・実習の有機的な組み立てを考える．
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Device of the education contents about nursing skill instruction at Department of
Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare

－examination of the lesson contents of the areas of Fundamental－

Yoko Kanemitsu１）, Kenji Hamabata１）and Keiko Sekido２）
１）Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare
２）Major of Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract In this study, we made after this clear, reconsidered the curriculum of Nursing Care

Method which is regarded as nursing skill instruction, and discussed the selection of the program of

study and the new process of learning. Especially, we studied the syllabus planning and the

instruction about “Nursing Care Method A, B, C” (from the autumn term in 2001 to the autumn term

in 2002.) The following is effective we acquired through the study.

１．It was not a series of flow that we unify fundamental movements about the structure of “Nursing

Care Method” and we were instructed skill item in independence.

２．Point of improvement

１）We unify fundamental movements and construct nursing skills. And we make clear the

fundamental and application about nursing skill and teach them.

２）Acquired knowledge allows one to be able to manage the objective individuality and offer

the applied course.

３．Problem

We should consideration the best construct of the lecture, the exercise and the practice.

Key words : nursing skill instruction, life support skill, class evaluation, nursing care method
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はじめに

少子高齢化や疾病構造の変化，医療技術の進歩など医

療をめぐる環境はますます多様化し複雑になってきてい

る．このような中，看護師も医療を担う専門職として，

人々に期待される役割はますます拡大されることが推測

される．したがって，時代を担う看護職育成のための看

護学教育そのものも大きな転換を求められているとも言

えよう．現在，全国に約１１０の看護系大学が設立されて

いるが，卒業後にそれぞれの大学がどのような看護師を

育成するかは大きな課題である．

厚生労働省では２００２年５月「新たな看護の在り方に関

する検討会」１－３）を発足し，看護業務の中味を吟味し検

討を加えている．また同年１１月には「看護基礎教育にお

ける技術教育のあり方に関する検討会」４，５）を開催し，看

護学教育における看護技術教育の現状と課題を整理して

いる．

一方，文部科学省では厚生労働省よりも早く２００１年７

月「看護学教育の在り方に関する検討会」６）を開催し，

学士課程における看護学教育の在り方の検討を開始した．

この検討結果は，２００２年３月「看護学教育の在り方に関

する検討会報告書」７）となり，本報告書は今日の医療全

体に対する社会ニーズや国民の要請に応えるものとして

示唆に富む内容であった．そして，この報告書を受

け，２００２年１１月「看護実践能力育成の充実に向けた実働」

というテーマのもと「看護学教育ワークショップ」（以

下ワークショップとする）が引き続き文部科学省主催で

開催された．

そこで，本稿では２００２年のワークショップ開催の３日

間に参加し，その研修内容がまとめられた報告書８）をも

とに，川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科（以

後本学と略す）における看護学教育の現状と課題の分析，

ならびに改善点と方策の検討を試みた．

研究資料

看護実践能力育成のための本学の教育展望
－平成１４年度看護学教育ワークショップ参加報告をもとに－

浜 端 賢 次１）， 兼 光 洋 子１）， 關 戸 啓 子２）

１）川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２）徳島大学医学部保健学科看護学専攻

要 旨 本研究の目的は，本学における看護学教育の現状と課題を分析し，改善点と方策を検討するこ

とである．

その結果，以下の３点が指摘された．

１）人間形成に必要な知識や態度を養うための基礎教育科目や専門科目をさらに整備し，「看護診断論」

や「フィジカルアセスメント」などの教科目を独立させる検討が必要である．

２）看護学実習では，「看護ケア基盤形成」を前提とした看護技術の習熟度がはかれる実習方法の工夫

が求められる．

３）看護学教育における授業展開では，授業方法の工夫を行い，教員相互に協力体制をとりながら授業

を進めていく必要性がある．加えて臨地とのユニフィケーションとして，本学の教育に臨地の専門

家が加わり教育と臨床の連携を図りながら学生を教育していく方向性の検討が必要である．

キーワード：看護学教育ワークショップ，カリキュラム改革，教育の質の保証，教育と臨床の連携

２００４年１月２６日受理
別刷請求先：浜端賢次 〒７０１‐０１９３岡山県倉敷市松島２８８
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

J Nurs Invest Vol．２，No．１：６８－７５，March，２００４６８



研究目的

本研究の目的は，本学における看護学教育の現状と課

題を分析し，改善点と方策を検討することである．

分析方法

２００２年に筆者が参加したワークショップ報告書をもと

に「カリキュラム改革」と「教育の質の保証」に関する

表を作成する．この表から本学のカリキュラムを考察し，

本学の現状と課題を検討する．

結果および考察

ワークショップは３日間で行われ，全国看護系大学専

任教員約８０名が参加した．ワークショップで掲げた開催

目的は，「看護学教育の在り方に関する検討会」報告書

を基盤とする教育改革の実際について報告・討議を行い，

カリキュラム改革，臨地実習の基盤整備，教育の質保証

の実現に資することであった．参加者は８グループで構

成され，筆者が参加したワークグループでは，共通テー

マ「カリキュラム改革について」と選択テーマ「教育の

質の保証について」を討議した．なお，筆者が参加した

ワークグループは筆者を含め１１大学に大学病院副看護部

長が加わり計１２名で討議を行った．

１．カリキュラム改革の変遷

川島９）によると，看護教育カリキュラムの改正は「１９７１

年，それまでの医学専門領域別看護から，人間の成長発

達にともなう対象への内容に変化した．続いて１９９０年の

改正では基礎教育の高等教育化の進行ともあいまって，

各看護学への独立への考え方はさらに強く，実習内容に

ついても教育機関の裁量に任されることになった．さら

に１９９７年の改正が行なわれ，ますます裁量の範囲は拡

がった」と述べている．また山崎ら１０）は看護教育制度変

遷の概要のなかで１９９０年のカリキュラム改正を次のよう

に述べている．「①全体の時間数は３７５時間少なくなり，

実習時間は半分から３分の１に減少した，②知識の詰め

込み教育から脱却をはかった，③判断能力，応用能力，

問題解決能力を学習するゆとりあるカリキュラムになっ

た，などである．そして，この改正によって技能訓練は

卒後教育にゆだねられる部分が多くなり，看護基礎教育

の実態を見据えること，連続性を考慮した卒業後の継続

教育の重要性が打ち出された」．このようなカリキュラ

ム改革が行われる背景には，患者や家族の人権意識や消

費者意識が高まっていることや人々のニーズが多様化す

る中で，看護を取り巻く社会情勢が大きく変化している

ことなどが存在する．加えて，学生の生活能力，コミュ

ニケーション能力，対人援助関係能力など看護実践能力

育成に必要な要素を主体的に学習できていない状況が存

在する．しかしながら，臨床では在院日数の短縮化に伴

い，入院患者の重症化が進んでいる．同時に人々の医療

に対する評価はますます厳しくなり，看護師にはさらに

高度医療の知識や技術が求められる．臨床では，高度医

療に対応しつつ卒後教育を展開している状況が存在する．

したがって，カリキュラム改正の背景と変遷を理解しつ

つ，新たに大学教育と卒後教育との継続について検討し

なくてはならない時期にきていると思われる．

２．本学におけるカリキュラムの変遷

本学は平成３年４月に「人類への奉仕」を建学の精神

とし，医療と福祉の両分野にまたがる教育を総合的，体

系的に実施してきた．保健看護学科は１９９５年（平成７年）

に開設され，看護教育理念にブラウン報告書の思想を反

映してきた経緯がある．開学時の基本理念は健康問題の

解決を狭義の医療技術に留めず，生活の質（QOL）を

重視した人間援助のアートと捉え，地域住民の主体性を

尊重し，社会と共に健やかで充実した未来を開拓する態

度を修得することであった．また開学時の教育目標は保

健看護のあらゆる領域において活躍できる有能な実践者

の養成に充分配慮をしてゆくものであった．現在開学か

ら８年間が経過し，時代の情勢と共に３回のカリキュラ

ム改正を試みてきた．表１に示すように専門科目の看護

学教育課程は，「看護ケア論」，「保健活動論」，「保健看

護論」の３領域で構成されていた１１）．１９９７年のカリキュ

ラム改正により成人・老年・精神看護学が独立し，保健

所実習が在宅看護論実習に移行した１２）．また１９９９年に完

成年度を迎え，大学院教育との整合性を図る意味で，専

門科目の看護教育課程は表１の従来の３領域から「保健

看護論」，「看護基礎科学」，「看護ケア論」，「保健看護活

動論」，「保健看護実習」の５領域へと再編成された．ま

た教職課程を新たに開設し，選択ではあるものの養護教

諭（１種）免許取得を整備した．現在はこの時のカリキュ

ラムを継承している．
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表１ 保健看護学科専門科目対比表

１９９５（平成７）年度 ２０００（平成１２）年度

科 目 名
単 位

科 目 名
単 位

科 目 名
単 位

科 目 名
単 位

必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択

保

健

看

護

論

保健看護学概論 ２

看

護

ケ

ア

論

リハビリテーション総論 １

保

健

看

護

論

保健看護学概論 ２

保
健

看

護

活

動

論

地域保健看護学Ａ １

成人保健看護学 ２ 臨床心理学総論 ２ 生涯保健看護学Ａ ２ 地域保健看護学Ｂ ２

老人保健看護学 ２ 発 達 心 理 学 ２ 生涯保健看護学Ｂ ２ 地域保健看護学Ｃ １

母子保健看護学Ⅰ ２ 老 人 心 理 学 ２ 対人関係援助論 １ 健 康 教 育 論 ２

母子保健看護学Ⅱ ２ 患 者 の 心 理 学 ４ 看 護 管 理 概 論 ２ 保 健 疫 学 ２

広域保健看護学 ２ 心身障害の心理学 ４ 家 族 看 護 論 ２ 保健福祉行政論 ２

精神保健看護学 ２ 看 護 方 法 論 Ⅰ ２ ターミナル看護論 １ 保 健 管 理 論 ２

保健看護心理学 ２ 看 護 方 法 論 Ⅱ ２ 保健看護研究方法論 ２ 学 校 保 健 ２

保健看護診断論 １ 看 護 方 法 特 論 １

看

護

基

礎

科

学

解 剖 学 ２ 養 護 活 動 論 ２

保健看護学実習ⅠＡ １ 臨 床 看 護 総 論 ２ 微 生 物 学 ２

保

健

看

護

実

習

ふれあい援助実習 ２

保健看護学実習ⅠＢ １ 成人臨床看護学Ⅰ ２ 栄養学（生化学を含む） ２ 基礎看護学実習 ２

保健看護学実習ⅡＡ ２ 成人臨床看護学Ⅱ ２ 臨床栄養学（食品学を含む） ２ 在宅看護学実習 ２

保健看護学実習ⅡＢ ２ 成人臨床看護学Ⅲ １ 看 護 生 理 学 Ａ ２ 成人看護学実習Ａ ２

保健看護学実習ⅡＣ １ 老人臨床看護学 ２ 看 護 生 理 学 Ｂ １ 成人看護学実習Ｂ ２

保健看護学実習ⅢＡ ３ 小児臨床看護学 ２ 薬 理 学 ２ 老年看護学実習 ２

保健看護学実習ⅢＢ ３ 母性臨床看護学 ２ 看 護 病 態 学 Ａ １ 小児看護学実習 ２

保健看護学実習ⅢＣ ３

保

健

活

動

論

プライマリ・ケア論 １ 看 護 病 態 学 Ｂ １ 母性看護学実習 ２

保健看護学実習ⅢＤ ３ 保 健 学 総 論 ２ 看 護 病 態 学 Ｃ １ 精神看護学実習 ２

保健看護学実習Ⅳ ３ 公 衆 衛 生 学 １ 看 護 病 態 学 Ｄ １ 地域保健看護学実習 ３

保健看護学実習Ⅴ １ 地 区 活 動 論 １ 臨床医科学論Ａ １ 総合保健看護学実習 ２

看

護

ケ

ア

論

看 護 生 理 学 Ⅰ ２ 健 康 教 育 論 ２ 臨床医科学論Ｂ １ 卒 業 研 究 ６

看 護 生 理 学 Ⅱ ２ 家 族 関 係 論 １ 臨床医科学論Ｃ １

教

職

科

目

養護実習指導論 １

生 化 学 １ 家族相談援助論 １ 救 急 医 療 ２ 養 護 実 習 ４

臨 床 栄 養 学 ２ 医療福祉行政論 １

看

護

ケ

ア

論

看護ケア方法論Ａ ２ 教 師 論 ２

薬 理 学 １ 地 域 福 祉 論 １ 看護ケア方法論Ｂ ２ 教 育 基 礎 理 論 ２

微 生 物 学 ２ 老 人 福 祉 論 ２ 看護ケア方法論Ｃ ２ 教 育 心 理 学 ２

病 理 学 １ 児 童 福 祉 論 ２ 在 宅 看 護 学 ２ 教育方法学（情報教育を含む） ２

臨 床 病 態 学 Ⅰ ２ 障 害 者 福 祉 論 ２ 成 人 看 護 学 Ａ １ 道 徳 教 育 研 究 ２

臨 床 病 態 学 Ⅱ ２ 国際社会福祉論 ２ 成 人 看 護 学 Ｂ ２ 特 別 活 動 研 究 ２

臨 床 病 態 学 Ⅲ ２ 医 療 情 報 学 ２ 成 人 看 護 学 Ｃ ２ 生徒指導及び進路指導論 ２

救 急 医 療 １ 卒 業 研 究 ６ 老 年 看 護 学 Ａ １ 教育相談基礎理論 ２

老 年 看 護 学 Ｂ ２ 総 合 演 習 ２

小 児 看 護 学 Ａ １

小 児 看 護 学 Ｂ ２

女 性 看 護 学 １

母 性 看 護 学 ２

精 神 看 護 学 Ａ １

精 神 看 護 学 Ｂ ２

川崎医療福祉大学創立１０年誌，P２２１より引用
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３．本学におけるカリキュラムの現状と課題

現時点では，自己点検・自己評価委員会が昨年度の授

業評価をとりまとめているところである．開学から９年

目を迎えている現在，授業評価をもとに新カリキュラム

を評価することが急務である．そこで，本学におけるカ

リキュラムの現状と課題を基礎教育科目ならびに専門科

目および実習科目の視点から整理し，改善点に検討を加

えていきたい．

基礎教育教科目は「人間理解を深める教科目」であり，

看護学には大切な教科目である．本学においては，２学

部１０学科で構成されており，多くの基礎教育科目が整備

されている．基礎教育科目は６分野（医療福祉分野，教

養分野，外国語分野，健康・体育分野，情報分野，総合

分野）で構成されており，大学の特徴としては医療福祉

分野の科目を必修科目としている．現在基礎教育科目に

順当する科目は１・２年次に行われることが多い．しか

しながら，岐阜県立看護大学のように専門科目に関する

科目を１年次生から３年次生までに終了させ，基礎教育

科目を４年次生に履修するという方法も存在する．この

教育方法のメリットは学生が早い時期から専門科目へ動

機づけられ，看護学と一般教養科目との関連性を考えな

がら４年次生で科目を選択できることである．このよう

な基礎教育科目の新たな試みも，カリキュラムを検討す

る上で考慮していく必要がある．

表２は「大学における看護実践能力の育成の充実に向

けて」報告書１３）での「看護ケア基盤形成の方法と学習項

目」を本学の教科目と対比し筆者らが独自に作成したも

のである．看護ケア基盤形成の項目は看護の本質を育む

点や看護の基本技術を育成する上でも非常に重要である．

この対比表では，主に中心となって教授している教科目

を挙げている．したがって，それぞれの教科目において

も重複している科目があるのは当然のことであり，もち

ろん基礎領域や各論領域では表に掲げた①から⑧につい

ては触れながら授業展開を実施している．このような背

景を理解しつつ対比表を見ると，本学においては，特に

「看護の展開方法」の教科目の精選が必要であると考え

る．大学が開設された当初は「保健看護診断論」などで

看護過程を教授する講義が独立して実施されていた．現

在は「看護ケア方法論」の中で展開しているが，看護の

基礎となる思考過程を育む科目としてやはり独立させる

ことを検討したい．また，臨地で対象者を観察する能力

が重要であることは言うまでもないことである．そのた

めの専門科目としてフィジカルアセスメントがあるが，

この教科目も現在は「看護ケア方法論」の中で展開して

いる．この教科目もバイタルサイン等と併せて，教科目

を独立させる必要があると考える．また「援助的人間関

係形成の方法」に該当する教科目は，現在２年時生春学

期に「対人関係援助論」で展開している．この科目は選

択科目ではあるが，ほとんどの学生が履修しているのが

現状である．しかしながら，生活体験が乏しく人間関係

形成が不十分であると言われる現在の学生には，１年次

の早い時期から必修科目として履修する必要があると考

える．

次に，本学における看護学実習を概観すると，ふれあ

い援助実習から始まり最後に総合保健看護学実習で終わ

る段階別の実習形態を採用していることがわかる．本学

は医療福祉の中に保健看護を設置しているが，その一つ

の特徴としてふれあい援助実習がある．２００２年の「看護

学教育の在り方に関する検討会」報告書１４）

にも看護の役割の拡大に伴い，医療施設以

外の場での実習の重要性が増していると提

示されている．加えて，福祉の現場や在宅

ケアの場面では，未だ看護実践の実績が十

分確立されていない分野での学習を設定し

なければならないとも記載されている．本

学では１９９５年より，同学園組織である社会

福祉法人旭川荘にてふれあい援助実習を展

開している．この点は時代に先駆けて看護

学実習を展開していたと評価することがで

きる．本学では，一人の患者を受け持つ看

護学実習は「基礎看護学実習」から開始さ

れる．現在は３年次生の春学期（５～６月

表２ 看護ケア基盤形成方法の学習項目と本学の該当教科目

①看護の展開方法 保健看護学概論 １年春
看護ケア方法論Ａ １年秋

②療養生活支援の方法 生涯保健看護学Ｂ １年秋

③人間尊重・擁護の方法 生命倫理学 １年春

④援助的人間関係形成の方法 対人関係援助論 ２年春

⑤健康に関する学習支援の方法 生涯保健看護学Ａ １年春
健康教育論 ２年春

⑥健康管理支援の方法 健康教育論 ２年春

⑦チームワークの基本とマネジメント方法 保健福祉行政論 ４年秋

⑧成長発達各期の支援方法 生涯保健看護学Ａ １年春

２００２年「大学における看護実践能力の育成の充実に向けて」報告書をもとに筆者
らが独自に作成
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頃）に開講しており，各論実習は３年次生秋学期（１０月～

２月）に行われている．しかしながら，現在の実習施設

の置かれている環境では各実習領域の対象特性にあった

受け持ち患者が選定できるかは難しい状況であ

る．また，指定規則の改正に伴い実習時間が短

くなっている現在，看護学実習という臨地で学

ぶ時間をいかに確保しつつ実習目標を達成させ

るかは看護学教育を遂行する上で非常に重要な

課題である．したがって，表３の「看護ケア基

盤形成の方法」に沿った共通の学習項目で発達

段階別に実習を実施する方法や従来の７領域

（基礎・成人・老人・母性・小児・精神・地

域）の集合化（広領域の統合と再編成）を図る

ことが本学においても求められる．また，沖縄

県立看護大学では講義・演習で，一つの単元項

目が終わったらすぐ臨地に出て実習を展開する

という話がワークショップであった．これは，

講義・演習・実習の展開を工夫している例と言

える．本学においても隣接する川崎医科大学附

属病院の協力を得て，将来的にはこの方法を展

開する方向の検討も必要だと考える．その他に

も，実習領域の焦点化を検討した看護学実習の

組み立てを検討することが重要である．１９９０年

のカリキュラム改正で老人看護や在宅看護の重

要性が指摘されているが，このことからも理解

できるように社会全体が老人看護や在宅看護に

ニーズを求めている．実際，本学においても基

礎看護学実習や成人看護学実習でも受け持ち患

者に該当する方はいずれも老人（高齢者）が多

くなってきている．したがって，将来的には老

人看護や在宅看護に重点をおいた実習領域の焦

点化を検討する必要性があろう．一方で学生の

主体的な学習を育成するという点からみれば，

実習領域の選択制の検討や事例の継続学習など

も大切な実習方法である．実習領域の選択は学

生の看護への興味関心を育てることができ，同

時に看護学実習での対象を限定しやすくなる．

また，事例の継続学習でも一つの事例を受け持

つことにより，対象者との関わりが深まり，主

体的に実習に参加できる．しかしながら，事例

の継続学習による実習展開は現在の実習環境で

は難しい課題であるとも言える．

４．本学における看護学教育の改善へ向けて

２００２年に行われたワークショップでも，「教育の質の

保証」についてはその重要性が報告されている．その中

表３ カリキュラム（実習）の検討

①発達段階別看護論

②従来の７領域（基礎・成人・老人・母性・小児・精神・地域）の集合化：
広領域の統合と再編成

③実習パターンの工夫

ａ．講義・演習・実習の展開
ｂ．段階別実習の展開
Ｃ．実習領域の焦点化
ｄ．実習領域選択制の検討
ｅ．事例の継続実習
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表４ 看護学教育の目標実現に向けた方策

① FD活動

ａ．大学内に委員会設立（FD委員会）
ｂ．教員の研究活動交流や相互理解を実施する
ｃ．教育や研修等に関する報告や共有化を図る
ｄ．新しい教育方法の工夫や学習会（PBL方式や OSCE方式の導入）
ｅ．教材開発（CAI）コンピューターを使用した学習方法の模索
ｆ．公開授業（教員間の講義内容連動を図る）

②ユニフィケーション

ａ．臨床家（実践者）との共同研究
ｂ．臨地スタッフが，看護教育へ参画する
ｃ．教員が看護実践能力を向上するための場の提供と確保
ｄ．対象者（患者）の教育参画及びインフォームドコンセント・感謝

③学生の自己変革能力の育成

ａ．クリティカルシンキングトレーニング
ｂ．クリエイティブシンキングトレーニング
ｃ．ディスカッション形式やセミナー方式
ｄ．体験学習（擬似体験・ロールプレイなど）
ｅ．センシティビティ・トレーニング（感性に働きかける教育方法）

④評価方法の確立：公開の原則

ａ．学生による授業評価を行い，全学統一評価を実施する
ｂ．卒業時の学生による評価
ｃ．卒業生による継続評価
ｄ．教員自身による自己評価（教育評価）
ｅ．教員同士による評価
ｆ．実習対象者（患者・家族等）による評価
ｇ．実習受け入れ側（臨地側）の評価
ｈ．学生による臨地（受け入れ側）の評価
ｉ．外部評価：第三者評価（学位授与機構，大学基準協会，など）
ｊ．研究業績

⑤質の保証のためのシステム
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でも「主体的参加型の学習能力」，「対象に応じた看護実

践能力」，「現状を変革できる力」を育成することは非常

に重要な課題である．そこで本学における看護学教育の

改善へ向けて，表４の内容とあわせ考察を加えてみたい．

大学の組織として FD（Faculty Development：以下

FDとする）は重要な課題であり，教員組織や教員個人

の能力開発（教育・研究）が求められている．そこで，

現在本学においては自己点検・自己評価が FDと同じよ

うな役割を担っているが，新たに大学内に委員会を設立

（FD委員会）する必要があると思われる．また，現在

は大学内でも幾つかの教員の研究活動交流は行われてい

るが，さらに教育や研修等に関する報告会や公開授業な

どで共有化を図ることが求められる．

次に，本学は科目担当制を実施しているため，少人数

教育や演習の小グループ化（チュートリアル方式や PBL

（Problem Based Learning：問題解決型授業）方式の導

入），SP（Simulated Patient：模擬患者），ロールプレ

イの導入に関しては，科目を担当している数名の教員が

それぞれの授業で実施している程度にとどまっている．

これらの教育方法を取り入れるためには，多くの教員を

必要とし教員間の十分な話し合いが必須となる．現在本

学では，模擬患者を導入することにより，実際の臨地に

近い試みを行う方法を取り入れている．この方法は学生

同士の演習などとは違い，そこに対象者（患者）を想定

できることが強みである．この演習は，「看護ケア方法

論」と「対人関係援助論」の枠組みで実施しており，６～

７名の教員が協力して授業を展開している．しかしなが

ら，現実問題としてはコストの問題もあり，講義等には

慎重に組み入れていく必要があるのが現状である．この

点は本学に理解を求めるところでもあろう．また学習効

果が期待される教育方法として，日本では川崎医科大学

がはじめて導入した OSCE（Objective Structured Clini-

cal Examination：客観的臨床能力試験）があるが，こ

の教育には多くの評価者を必要とする．OSCEは，現在

他大学でフィジカルイグザミネーションをはじめとした

各単元項目で実施されつつある．この教育方法を行うた

めには評価者となる教員に正確な技術が求められるため，

本学でも実施するためには教員相互の授業への協力体制

が重要である．さらに，隣接する川崎医科大学附属病院

の看護部と協力体制を取り，連携して教育を展開してい

くことができないか検討が急がれる．

また，大学内で講義・演習を展開した後，隣接する川

崎医科大学附属病院にて関連した実習を展開する方法も

重要である．森山ら１５）はリフレクティブ・シンキング（考

察的・内省的思考）を促すためには，講義を受けた時期

と臨地実習とが時間的に離れているのは望ましくないと

している．したがって，講義と実習の間に演習として SP

や OSCEの積極的導入を検討し，講義・演習・実習を

連続させる新たなカリキュラムを検討する必要が急務で

あると考える．そして，学生の自己変革能力育成のため

の方策例を表４に示したが，いずれも大学内の講義・演

習に組み込んでいく必要がある．特に臨地（実習）に出

るまでの間にこれらの方策をいかに展開し，対象をイ

メージさせられるかが看護実践能力育成の鍵を握ること

になると思われる．カリキュラムに制約があるため方策

を取り入れる時間には限りがあるが，なるべく演習を多

く組み臨地に出る前に実施することが大切であると考え

る．そして，これらの教育内容について評価を行いなが

ら看護学教育を進めていくことが求められる．具体的な

評価方法については表４に示したが，学生による授業評

価，卒業時の学生評価，卒業生による継続評価が重要で

ある．他に，教員自身による自己評価，教員同士による

評価も重要である．加えて，実習対象者（患者・家族等）

による評価，実習受け入れ側（臨地側）の評価，学生に

よる臨地（受け入れ側）の評価，外部評価：第三者評価

（学位授与機構，大学基準協会，看護系大学協議会など）

なども看護学教育の目標実現に向け実施していかなくて

はならない課題だと考える．

おわりに

１）現在のカリキュラムを概観すると「看護ケア基盤形

成」を支える講義科目や時間数が必ずしも十分ではない．

したがって，人間形成に必要な知識や態度を養うための

基礎教育科目や専門科目をさらに整備し，「看護診断論」

や「フィジカルアセスメント」などの教科目を独立させ

る検討が必要である．

２）看護学実習では，看護実践能力の低下をクローズアッ

プしすぎてしまい，看護技術の習熟度をはかることのみ

がカリキュラム改革であるような議論が時として起こる

ことがある．しかし，「看護ケア基盤形成」を前提とし

た看護技術の習熟度が測れる実習方法の工夫が求められ

る．すなわち，看護の本質に基づいた看護実践能力の育

成が重要であり，それを意識した実習方法の工夫が不可

欠である．

３）看護学教育における授業展開については，さまざま
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な授業方法の工夫を行い，教員相互に協力体制をとりな

がら授業を進めていく必要性がある．加えて臨地とのユ

ニフィケーションとして，本学の教育に臨地の専門家が

加わり教育と臨地の連携を図りながら学生を教育してい

く方向性の検討が必要である．
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The educational view of this university of clinical nursing ability training
－the participating report of a nursing educational workshop in 2002－

Kenji Hamabata１）, Yoko Kanemitsu１）, and Keiko Sekido２）
１）Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare, Okayama, Japan
２）Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan

Abstract The purpose of this study is to analyze the current problems of nursing education at

Kawasaki University of Medical Welfare, and to bring up the points which can improve them further.

These are :

１）We may need to improve the program of both General Education and Nursing Education since

they are fundamental nursing education as a whole. We prefer the subject of “Nursing

Diagnosis” and Physical Assessment” stand alone as a major subject.

２）In nursing practice, we expect the nursing students to be filled with basic needs of nursing care

as a prerequisite before their training, then we can proceed the practice.

３）If we can make a contact often among staffs between the university and hospital as we needed

for the students during four years of college education, they may gain a confidence to become a

professional nurse upon completing the program.

Key words : workshop of nursing education, curriculum reformation, a guarantee of educational

quality, educative and clinical cooperation
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